


別 紙 

 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

名    称  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

住    所  茨城県那珂郡東海村大字舟石川７６５番地１ 

代表者の氏名  理事長 児玉 敏雄 

事業所の名称  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

大洗研究所（北地区） 

事業所の住所  茨城県東茨城郡大洗町成田町４００２番地 

 

２．使用の場所 

・ＪＭＴＲ（政令第４１条該当） 

・ホットラボ（政令第４１条該当） 

・燃料研究棟（政令第４１条該当） 

・ＨＴＴＲ（政令第４１条該当） 

・安全管理棟（政令第４１条非該当） 

 

３．変更の内容 

既に許可を受けた大洗研究所（北地区）の核燃料物質使用変更許可申請書について、

大洗研究所（北地区）共通編、ＪＭＴＲ（施設番号１）、ホットラボ（施設番号２）に

係る内容を次のとおり変更する。 

（１）共通編（別添１） 

１）最新状況への見直しに伴い、以下の変更を行う。 

① 事務上の連絡先の見直しを行う。 

② 技術者数及び有資格者数の見直しを行う。 

２）ＪＭＴＲにおいて照射設備を削除するため評価の見直しを行う。 

３）ホットラボの使用の目的の変更に伴い、実効線量の見直しを行う。 

４）許可基準規則の適合性に係る見直しを行う。 

５）記載の適正化を行う。 

 

（２）ＪＭＴＲ（別添２） 

１）照射設備の削除に伴う記載の見直しを行う。 

２）照射後試験の削除に伴う記載の見直しを行う。 

３）許可基準規則の適合性に係る見直しを行う。 

４）記載の適正化を行う。 

 

 



 

（３）ホットラボ（別添３） 

１）使用の目的及び使用の方法の変更を行う。 

２）使用済燃料の処分の方法の変更を行う。 

３）取扱設備・機器の見直しを行う。 

４）作業フローチャートの見直しを行う。 

５）安全上の重要な施設の再評価を行い追記する。 

６）許可基準規則の適合性に係る見直しを行う。 

７）記載の適正化を行う。 

 

４．変更の理由 

（１）共通編（別添１） 

１）最新情報への見直しのため。 

２）ＪＭＴＲ原子炉施設（材料試験炉）に係る廃止措置計画認可申請書を提出し、

ＪＭＴＲにおいて照射試験等を行わないため。 

３）ホットラボにおいて照射後試験を行わないため。 

４）許可基準規則の適合性について対応するため。 

５）記載の適正化を図るため。 

 

（２）ＪＭＴＲ（別添２） 

１）ＪＭＴＲ原子炉施設（材料試験炉）に係る廃止措置計画認可申請書を提出し、

ＪＭＴＲにおいて照射試験等を行わないため。 

２）大洗研究所（北地区）ホットラボ（施設番号２）の核燃料物質使用変更許可

申請書との整合を図るため（照射後試験を削除）。 

３）許可基準規則の適合性について対応するため。 

４）記載の適正化を図るため。 

 

（３）ホットラボ（別添３） 

１）照射後試験を行わないことによる使用の目的の変更のため。 

２）貯蔵及び搬出作業を行うため。 

３）目的の変更に伴い使用予定がなくなったため。 

４）使用目的及び使用の方法の変更のため。 

５）地震による安全機能喪失の評価を行ったため。 

６）許可基準規則の適合性について対応するため。 

７）記載の適正化を図るため。 

 

以上 



別添１ 

 

  
核燃料物質使用変更許可申請書 

 

大洗研究所（北地区） 

 

新旧対照表 

 

 

 
本文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本 －１～２ 

添付書類１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添１－１～３５ 

添付書類２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添２－１～３ 

添付書類３・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添３－１～６ 

添付書類４・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添４－１～７ 

障害対策書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・障対－１～５ 

安全対策書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安対－１～４ 

 

 

 

 

共通編



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

本－１ 

 

  変更前 変更後 変更理由 

 
 
 
 

核 燃 料 物 質 使 用 変 更 許 可 申 請書 
 
 

大洗研究所（北地区） 

 

共通編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

核 燃 料 物 質 使 用 変 更 許 可 申 請書 
 
 

大洗研究所（北地区） 

 

共通編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

本－２ 

 

  変更前 変更後 変更理由 

目次                                     （省略） 

付図目次                                   （省略） 

 

 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名        （省略） 

２．使用の目的及び方法                            （省略） 

３．核燃料物質の種類                             （省略） 

４．使用の場所                                （省略） 

５．予定使用期間及び年間予定使用量                      （省略） 

６．使用済燃料の処分の方法                          （省略） 

７．使用施設の位置、構造及び設備                       （省略） 

８．貯蔵施設の位置、構造及び設備                       （省略） 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備（省略） 

 

１０．使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備

に関する事項                                （省略） 

 

 

備考 

事務上の連絡先 

事務上の連絡先 

名 称 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

所 在 地 

〒１００－８５７７ 
東京都千代田区内幸町２丁目２番２号 
富国生命ビル 

連 絡 員 の 所 属 
安全・核セキュリティ統括部 

安全・核セキュリティ推進室 

氏 名 滝田 謙二 

電 話 番 号 ０３-３５９２-２１１１（代表） 

Ｅメールアドレス takita.kenji@jaea.go.jp 

 

 

第１図  事業所内における具体的な位置及び場所                （省略） 

第２図  事業所周辺図                            （省略） 

第３図  周辺監視区域図                           （省略） 
 

 

目次                                    （変更なし） 

付図目次                                  （変更なし） 

 

 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名       （変更なし） 

２．使用の目的及び方法                           （変更なし）

３．核燃料物質の種類                            （変更なし） 

４．使用の場所                               （変更なし） 

５．予定使用期間及び年間予定使用量                     （変更なし） 

６．使用済燃料の処分の方法                         （変更なし） 

７．使用施設の位置、構造及び設備                      （変更なし） 

８．貯蔵施設の位置、構造及び設備                      （変更なし） 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

                                      （変更なし） 

１０．使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備

に関する事項                              （変更なし） 

 

 

備考 

事務上の連絡先 

事務上の連絡先 

名 称 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

所 在 地 

〒１００－８５７７ 
東京都千代田区内幸町２丁目２番２号 
富国生命ビル 

連 絡 員 の 所 属 
安全・核セキュリティ統括部 

安全・核セキュリティ推進室 

氏 名 中村 圭佑 

電 話 番 号 ０３-３５９２-２１１１（代表） 

Ｅメールアドレス nakamura.keisuke@jaea.go.jp 

 

 

第１図  事業所内における具体的な位置及び場所               （変更なし） 

第２図  事業所周辺図                           （変更なし） 

第３図  周辺監視区域図                          （変更なし） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年4月22日付けの届

出により追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当者の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－１ 

 

変更前 変更後 変更理由 

添付書類１ 

 

 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６

号）第５３条第２号に規定する使用施設等の位

置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する

説明書（事故に関するものを除く。） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類１ 

 

 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６

号）第５３条第２号に規定する使用施設等の位

置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する

説明書（事故に関するものを除く。） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－２ 

 

変更前 変更後 変更理由 

 

共通編 

 

 

 

 施設編（施設毎の変更許可申請書に添付） 

 

 

  １ ＪＭＴＲ 

 

  ２ ホットラボ 

 

  ３ 燃料研究棟 

 

  ４ ＨＴＴＲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通編 

  

 

 

 施設編（施設ごとの変更許可申請書に添付） 

 

 

  １ ＪＭＴＲ 

 

  ２ ホットラボ 

 

  ３ 燃料研究棟 

 

  ４ ＨＴＴＲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－３ 

 

変更前 変更後 変更理由 

添付書類１ 

 

 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６

号）第５３条第２号に規定する使用施設等の位

置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する

説明書（事故に関するものを除く。） 

 

（共通編） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類１ 

 

 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６

号）第５３条第２号に規定する使用施設等の位

置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する

説明書（事故に関するものを除く。） 

 

（共通編） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－４ 

 

変更前 変更後 変更理由 

【添付１ 障害対策書より移動 】 

添付２．障害対策書（41条該当施設） 

障害対策書 Ⅰ 核燃料物質使用施設周辺の一般公衆の実効線量評価 

 各核燃料物質使用施設から放出される気体廃棄物及び液体廃棄物中の放

射性物質並びに核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物から放出

される直接線及びスカイシャイン放射線による一般公衆の実効線量を「発電

用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」(以下、「気象指針」という。)、

「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」、「発電用

軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」等を参

考にして評価する。 

 

１．気体廃棄物中の放射性物質による実効線量 

 気体廃棄物中の放射性物質による一般公衆の実効線量は、排気筒から放出

された放射性物質の吸入摂取、葉菜摂取、米摂取、牛乳摂取による内部被ば

く線量並びに放射性雲からのγ線及び地表に沈着した放射性物質による外

部被ばく線量について評価する。 

 

1.1 計算条件 

(1) 年間放出量 

 各核燃料物質使用施設からの放出量は、各施設編の障害対策書に記載さ

れている１年間の放出量あるいは排気筒における放射性物質の濃度と排

気風量から求める。 

 放射性物質の放出量を第1-1表に示す。 

(2) 放出源の有効高さ 

 放出源の有効高さは、排気筒の地上高さに次式で求めた吹上げ高さを加

えたものを使用する。(１) 

ΔＨ＝3・Ｗ/Ｕ・Ｄ 

 ここで、 

ΔＨ：吹き上げ高さ (m) 

 Ｗ：吹き出し速度 (m/s) 

 Ｕ：排気筒出口直径 (m) 

 Ｄ：風速 (m/s) 

 各施設毎の主要なパラメータを第1-2表、周辺監視区域境界までの距離

を第1-3表に示す。 

(3) 気象条件 

 計算に必要な気象データは、大洗研究所敷地内で観察した2001年１月～200

5年12月までのものを用いる。気象統計は、気象指針に基づき、１年ごとに求

めたものを５年間平均した。 

 

Ⅰ 実効線量評価 

1. 核燃料物質使用施設周辺の一般公衆の実効線量評価 

各核燃料物質使用施設から放出される気体廃棄物及び液体廃棄物中の放射性物質並びに核燃料

物質及び核燃料物質によって汚染された物から放出される直接線及びスカイシャイン放射線によ

る一般公衆の実効線量を「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」(以下「気象指針」と

いう。)、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」、「発電用軽水型原子

炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」等を参考にして評価する。 

 

 

 

1.1 気体廃棄物中の放射性物質による実効線量 

 気体廃棄物中の放射性物質による一般公衆の実効線量は、排気筒から放出された放射性物質

の吸入摂取、葉菜摂取、米摂取、牛乳摂取による内部被ばく線量並びに放射性雲からのγ線及

び地表に沈着した放射性物質による外部被ばく線量について評価する。 

 

         

1.1.1 計算条件                        

(1) 年間放出量 

 各核燃料物質使用施設からの放出量は、各施設編の添付書類１又は障害対策書に記載され

ている１年間の放出量あるいは排気筒における放射性物質の濃度と排気風量から求める。 

 

 放射性物質の放出量を第1.1-1表に示す。 

(2) 放出源の有効高さ 

 放出源の有効高さは、排気筒の地上高さに次式で求めた吹上げ高さを加えたものを使用す

る。(１) 

ΔＨ＝3・Ｗ/Ｕ・Ｄ 

 ここで、 

ΔＨ：吹き上げ高さ (m) 

 Ｗ：吹き出し速度 (m/s) 

 Ｕ：風速 (m/s) 

 Ｄ：排気筒出口直径 (m) 

 各施設ごとの主要なパラメータを第1.1-2表、周辺監視区域境界までの距離を第1.1-3表に

示す。 

(3) 気象条件 

 計算に必要な気象データは、大洗研究所敷地内で観察した2001年１月～2005年12月までのもの

を用いる。気象統計は、気象指針に基づき、１年ごとに求めたものを５年間平均した。 

 

 

項目名の追記 

障害対策書から移動、項番

号の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

項番号の適正化 

 

 

 

 

 

項番号の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

表番号の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

記載の適正化 

表番号の適正化、記載の適

正化 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－５ 

 

χ0 (x,y,z)=
Q

2π・σy・σz・U
・exp(-λ・

U

ｘ
)・exp(-

2σy
2

y2
)

・(exp(-
2σz

2

(z-H)2
)＋exp(-

2σz
2

(z＋H)2
))

ＨＩ＝365・ΣＫＩｉ・Ｍa・χｉ
ｉ

ＨＩ＝365・ΣＫＩｉ・Ｍa・χｉ・ｋ
ｉ

χ0 (x,y,z)=
Q

2π・σy・σz・U
・exp(-λ・

U

ｘ
)・exp(-

2σy
2
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)

・(exp(-
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変更前 変更後 変更理由 

(4) 実効線量の評価地点 

 実効線量の評価は、各施設の影響を考慮し周辺監視区域境界外において

実効線量が最大となる地点で行う。 

(5) 地表空気中濃度の計算 

放射性核種毎の地表空気中濃度は、各施設からの放射性核種毎の放出量

を用いて、次式をもとに、計算地点を含む方位及びその隣接する方位の寄

与を考慮した着目方位内平均化を行い、気象指針に従い計算する。(1) 

 

 

 

(1.1-1) 

 ここで、 

 χ0(x,y,z) ：点(x,y,z)における放射性物質の濃度 (Bq/m3) 

 Q ：放出率 (Bq/s) 

 U ：放出源高さを代表する風速 (m/s) 

 λ ：放射性物質の物理的崩壊定数 (s-1) 

 H ：放出源の高さ (m) 

 σy ：濃度分布のy方向の拡がりのパラメータ (m) 

 σz ：濃度分布のz方向の拡がりのパラメータ (m) 

 

1.2 内部被ばく実効線量 

1.2.1 吸入摂取による実効線量 

 放射性物質の吸入による実効線量は次式により計算する。(２) 

(1.2-1) 

 ここで、 

 ＨＩ ：吸入摂取による実効線量 (μSv/y)  

 365 ：年間日数への換算係数 (d/y) 

 ＫＩｉ ：核種ｉの吸入摂取による実効線量係数 (μSv/Bq) 

 Ｍa ：呼吸率 (cm3/d) 

 χｉ ：核種ｉの地表空気中濃度 (Bq/cm3) 

 ただし、３Ｈの場合、 

(1.2-2) 

 ｋ ：皮膚浸透による摂取量の増加係数 

 

1.2.2 葉菜摂取による実効線量 

 葉菜摂取による実効線量は次式により計算する。(３) 

(4) 実効線量の評価地点 

 実効線量の評価は、各施設の影響を考慮し周辺監視区域境界外において実効線量が最大と

なる地点で行う。 

(5) 地表空気中濃度の計算 

放射性核種ごとの地表空気中濃度は、各施設からの放射性核種ごとの放出量を用いて、次

式をもとに、計算地点を含む方位及びその隣接する方位の寄与を考慮した着目方位内平均化

を行い、気象指針に従い計算する。(1) 

 

 

 

(1.1-1) 

 ここで、 

 χ0(x,y,z) ：点(x,y,z)における放射性物質の濃度 (Bq/m3) 

 Q ：放出率 (Bq/s) 

 U ：放出源高さを代表する風速 (m/s) 

 λ ：放射性物質の物理的崩壊定数 (s-1) 

 H ：放出源の高さ (m) 

 σy ：濃度分布のy方向の拡がりのパラメータ (m) 

 σz ：濃度分布のz方向の拡がりのパラメータ (m) 

 

1.1.2 内部被ばく実効線量                   

1.1.2.1 吸入摂取による実効線量                

放射性物質の吸入による実効線量は次式により計算する。(２) 

(1.2-1) 

 ここで、 

 ＨＩ ：吸入摂取による実効線量 (μSv/y)  

 365 ：年間日数への換算係数 (d/y) 

 ＫＩｉ ：核種ｉの吸入摂取による実効線量係数 (μSv/Bq) 

 Ｍa ：呼吸率 (cm3/d) 

 χｉ ：核種ｉの地表空気中濃度 (Bq/cm3) 

 ただし、３Ｈの場合、 

(1.2-2) 

 ｋ ：皮膚浸透による摂取量の増加係数 

 

1.1.2.2 葉菜摂取による実効線量                

葉菜摂取による実効線量は次式により計算する。(３) 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項番号の適正化 

項番号の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項番号の適正化 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 
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変更前 変更後 変更理由 

(1.2-3) 

 

(1.2-4) 

 ここで、 

 ＨＴＶ ：葉菜摂取による実効線量 (μSv/y) 

 ＫＴｉ ：核種ｉの経口摂取による実効線量係数 (μSv/Bq) 

 ＩＶｉ ：核種ｉの摂取率 (Bq/d) 

 Ｖｇ ：核種の葉菜への沈着速度 (cm/s) 

 λｅｆｆ ：核種の葉菜上実効減衰定数 (s-1) 

    λｅｆｆ ＝λｒ ＋λｗ 

 λｒ ：核種の物理的減衰定数 (s-1) 

 λｗ ：Weathering効果による減少定数 (s-1) 

 ρ ：葉菜の栽培密度 (g/cm2) 

 ｔ１ ：葉菜の栽培期間 (s) 

 Ｖｇ' ：葉菜を含む土壌への核種の沈着速度 (cm/s) 

 Ｐｖ ：経根移行に寄与する土壌の有効密度 (g/cm2) 

 Ｂｖｉ ：土壌１g中に含まれる核種が葉菜に移行する割合 

 ｔ０ ：核種の蓄積期間 (s) 

 ｆｔ ：葉菜の栽培期間年間比 

 ｆｄ ：調理前洗浄による核種の残留比 

 Ｍｖ ：葉菜摂取量 (g/d) 

 ただし、３Ｈの場合、 

 

 ＦＨＶ ：葉菜中の水素の割合 

 ＦＨＹ ：20℃、相対湿度70％の時の絶対湿度 (g/cm3) 

 

1.2.3 米摂取による実効線量 

米の摂取による実効線量は次式により計算する。(3)(4) 

 

(1.2-5) 

 

 

(1.2-6) 

 

ここで、 

(1.2-3) 

 

(1.2-4) 

 ここで、 

 ＨＴＶ ：葉菜摂取による実効線量 (μSv/y) 

 ＫＴｉ ：核種ｉの経口摂取による実効線量係数 (μSv/Bq) 

 ＩＶｉ ：核種ｉの摂取率 (Bq/d) 

 Ｖｇ ：核種の葉菜への沈着速度 (cm/s) 

 λｅｆｆ ：核種の葉菜上実効減衰定数 (s-1) 

    λｅｆｆ ＝λｒ ＋λｗ 

 λｒ ：核種の物理的減衰定数 (s-1) 

 λｗ ：Weathering効果による減少定数 (s-1) 

 ρ ：葉菜の栽培密度 (g/cm2) 

 ｔ１ ：葉菜の栽培期間 (s) 

 Ｖｇ' ：葉菜を含む土壌への核種の沈着速度 (cm/s) 

 Ｐｖ ：経根移行に寄与する土壌の有効密度 (g/cm2) 

 Ｂｖｉ ：土壌１g中に含まれる核種が葉菜に移行する割合 

 ｔ０ ：核種の蓄積期間 (s) 

 ｆｔ ：葉菜の栽培期間年間比 

 ｆｄ ：調理前洗浄による核種の残留比 

 Ｍｖ ：葉菜摂取量 (g/d) 

 ただし、３Ｈの場合、 

 

 ＦＨＶ ：葉菜中の水素の割合 

 ＦＨＹ ：20℃、相対湿度70％の時の絶対湿度 (g/cm3) 

 

1.1.2.3 米摂取による実効線量                

米の摂取による実効線量は次式により計算する。(3)(4) 

 

(1.2-5) 

 

 

(1.2-6) 

 

ここで、 
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変更前 変更後 変更理由 

ＨＴＲ：米の摂取による実効線量(μSv/ｙ) 

ＫＴｉ：核種ｉの経口摂取による実効線量係数(μSv/Bq) 

ＩＲｉ：核種ｉの摂取率 (Bq/d) 

ＶｇＲ：年間平均沈着速度(cm/d) 

ｆｍ：米の市場希釈率 

ＭＲ：米の摂取量(g/d) 

ｒ：核種ｉの直接沈着による可食部への移行率 

λＥｉ：作物から核種ｉについての実効減衰定数(d-1) 

λＥｉ＝λｒ ＋λｂ 

λｒ： 核種の物理的減衰定数  (d-1) 

λｂ：Weatheringなどによる減衰定数 (d-1) 

ｔｅ：成長期の米が照射される期間（d)  

Ｙ：栽培密度 (g/cm2) 

ＢＲｉ：核種ｉの土壌から可食部への移行率｛(Bq/kg)/(Bq/kg)｝ 

ＰＲ：土壌の実効表面密度(g/cm２) 

ｔｂ：核種の蓄積期間 (d) 

ｔｈ：米の採取から摂取までの期間(d) 

 

ただし、３Ｈの場合、 

 

 

 

 

ＦＨＲ：米中の水素の割合 

ＦＨＹ：20℃、相対湿度70％の時の絶対湿度（g/cm３） 

 

1.2.4 牛乳摂取による実効線量 

牛乳摂取による実効線量は次式により計算する。(3) 

 

(1.2-7) 

 

 

 (1.2-8) 

 

ここで、 

ＨＴＭ：牛乳摂取による実効線量(μSv/ｙ) 

ＨＴＲ：米の摂取による実効線量(μSv/ｙ) 

ＫＴｉ：核種ｉの経口摂取による実効線量係数(μSv/Bq) 

ＩＲｉ：核種ｉの摂取率 (Bq/d) 

ＶｇＲ：年間平均沈着速度(cm/d) 

ｆｍ：米の市場希釈率 

ＭＲ：米の摂取量(g/d) 

ｒ：核種ｉの直接沈着による可食部への移行率 

λＥｉ：作物から核種ｉについての実効減少定数(d-1) 

λＥｉ＝λｒ ＋λｂ 

λｒ： 核種の物理的減衰定数  (d-1) 

λｂ：Weatheringなどによる減少定数 (d-1) 

ｔｅ：成長期の米が照射される期間（d)  

Ｙ：栽培密度 (g/cm2) 

ＢＲｉ：核種ｉの土壌から可食部への移行率｛(Bq/kg)/(Bq/kg)｝ 

ＰＲ：土壌の実効表面密度(g/cm２) 

ｔｂ：核種の蓄積期間 (d) 

ｔｈ：米の採取から摂取までの期間(d) 

 

ただし、３Ｈの場合、 

 

 

 

 

ＦＨＲ：米中の水素の割合 

ＦＨＹ：20℃、相対湿度70％の時の絶対湿度（g/cm３） 

 

1.1.2.4 牛乳摂取による実効線量               

牛乳摂取による実効線量は次式により計算する。(3) 

 

(1.2-7) 

 

 

(1.2-8) 

 

 

 

ここで、 

ＨＴＭ：牛乳摂取による実効線量(μSv/ｙ) 
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変更前 変更後 変更理由 

ＫＴｉ：核種ｉの経口摂取による実効線量係数(μSv/Bq) 

ＩＭｉ：核種ｉの摂取率 (Bq/d) 

ＶｇM：核種の牧草への沈着速度 (cm/s) 

λeff：核種の牧草上実効減衰定数(s-1) 

λeff ＝λｒ ＋λｗ 

λｒ：核種の物理的減衰定数(s-1) 

λｗ：Weathering効果による減少定数(s-1) 

ρM：牧草の栽培密度 (g/cm2) 

ｔ1M：牧草の栽培期間 (s) 

ＶｇM'：牧草を含む土壌への核種の沈着速度(cm/s) 

ｆｔ：放牧期間年間比 

Ｑｆ：乳牛の牧草摂取量 (g/d wet) 

Ｆｍ：牛が摂取した核種が牛乳に移行する割合｛(Bq/cm３)/(Bq/d)｝ 

Ｍｍ：牛乳摂取量 (cm３/d) 

 

ただし、３Ｈの場合、 

 

 

 

ＦＨ：牧草中の水素の割合 

ｆaf：飼料中の汚染飼料混合割合 

ＦＨａ：牛乳中の水素の割合(g/cm３) 

ＦＨｆ：飼料中の水素の割合 

ＦＨＹ：20℃、相対湿度70％の時の絶対湿度（g/cm３） 

(1.2-1)式～（1.2-8）式に用いたパラメータを第1-4(1)表から第1-4(3)

表に示す。 

 

1.2.5 計算結果  

各核燃料物質使用施設の排気筒から放出される気体廃棄物による内部被

ばく実効線量を、第1-5表に示す。各施設の影響を考慮した吸入摂取、葉菜

摂取、牛乳摂取及び米摂取による実効線量は、約0.86μSv/yである。 

 

1.3 外部被ばく実効線量 

1.3.1 放射性希ガスからのγ線による実効線量 

(1) 空気カーマ率の計算 

 計算地点における空気カーマ率は次式により計算する。(２) 

(1.3-1) 

ＫＴｉ：核種ｉの経口摂取による実効線量係数(μSv/Bq) 

ＩＭｉ：核種ｉの摂取率 (Bq/d) 

ＶｇM：核種の牧草への沈着速度 (cm/s) 

λeff：核種の牧草上実効減衰定数(s-1) 

λeff ＝λｒ ＋λｗ 

λｒ：核種の物理的減衰定数(s-1) 

λｗ：Weathering効果による減少定数(s-1) 

ρM：牧草の栽培密度 (g/cm2) 

ｔ1M：牧草の栽培期間 (s) 

ＶｇM'：牧草を含む土壌への核種の沈着速度(cm/s) 

ｆｔ：放牧期間年間比 

Ｑｆ：乳牛の牧草摂取量 (g/d wet) 

Ｆｍ：牛が摂取した核種が牛乳に移行する割合｛(Bq/cm３)/(Bq/d)｝ 

Ｍｍ：牛乳摂取量 (cm３/d) 

 

ただし、３Ｈの場合、 

 

 

 

ＦＨ：牧草中の水素の割合 

ｆaf：飼料中の汚染飼料混合割合 

ＦＨａ：牛乳中の水素の割合(g/cm３) 

ＦＨｆ：飼料中の水素の割合 

ＦＨＹ：20℃、相対湿度70％の時の絶対湿度（g/cm３） 

(1.2-1)式～（1.2-8）式に用いたパラメータを第1.1-4(1)表から第1.1-4(3)表に示す。 

 

 

1.1.2.5 計算結果  

各核燃料物質使用施設の排気筒から放出される気体廃棄物による内部被ばく実効線量を、第

1.1-5表に示す。各施設の影響を考慮した吸入摂取、葉菜摂取、牛乳摂取及び米摂取による実効

線量は、約0.51μSv/yである。 

 

1.1.3 外部被ばく実効線量 

1.1.3.1 放射性希ガスからのγ線による実効線量  

 (1) 空気カーマ率の計算 

 計算地点における空気カーマ率は次式により計算する。(２) 

(1.3-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表番号の適正化 
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  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－９ 

 

変更前 変更後 変更理由 

 ここで、 

 Ｄ０ ：計算地点(x,y,0)における空気カーマ率(空気吸収線量率)

(μGy/h) 

 Ｋ1 ：空気カーマ率への換算係数((dis・m3・μGy)/(MeV・Bq・h)) 

 Ｅ ：γ線の実効エネルギー (MeV/dis) 

 μen ：空気に対するγ線の線エネルギー吸収係数 (m-1) 

 μ ：空気に対するγ線の線減衰係数 (m-1) 

 ｒ ：放射性雲中の点(x',y',z')から計算地点(x,y,0)までの距

離(m) 

 Ｂ(μｒ) ：空気に対するγ線の再生係数 

   Ｂ(μｒ)＝１＋α(μｒ)＋β(μｒ)２＋γ(μｒ)３ 

 χ(x',y',z') ：放射性雲中の点(x',y',z')における濃度 (Bq/m3) 

(2) 実効線量の計算 

 計算地点における実効線量は、計算地点を含む方位及びその隣接す

る方位に向かう放射性雲からのγ線による空気カーマ率から、次式に

より計算する。(２) 

Ｈ＝Ｋ２・ｆｈ・ｆ０（ＤＬ＋ＤＬ－１＋ＤＬ＋１） (1.3-2) 

 ここで、 

 Ｈ ：計算地点における実効線量 (Sv/y) 

 Ｋ２ ：空気カーマから実効線量への換算係数 (Sv/Gy) 

 ｆｈ ：家屋の遮へい係数 

 ｆ０ ：居住係数 

ＤＬ,ＤＬ－１,ＤＬ＋１： 計算地点を含む方位及びその隣接方位に向かう放射性雲

からのγ線による年間平均空気カーマ率（Gy/y） 

 (1.3-1)式、(1.3-2)式に用いたパラメータを第1-6(1)表に示す。 

 

1.3.2 地表に沈着した放射性物質による実効線量 

地表に沈着した放射性物質による実効線量は、乾性沈着及び湿性沈着を考

慮し、以下のように計算する。（5）（6）（7） 

(1) 乾性沈着率 

Ｄｄｉ＝Ｖｇｄ・χｉ (1.3-3) 

 ここで、 

 Ｄｄｉ ：核種ｉの乾性沈着率 [Bq/(cm2･s)] 

 Ｖｇｄ ：沈着速度 (cm/s) 

(2) 湿性沈着率 

Ｄｒｉ＝Λ・χｉ ・Ｌ (1.3-4) 

 ここで、 

 Ｄ０ ：計算地点(x,y,0)における空気カーマ率(空気吸収線量率)(μGy/h) 

 

 Ｋ1 ：空気カーマ率への換算係数((dis・m3・μGy)/(MeV・Bq・h)) 

 Ｅ ：γ線の実効エネルギー (MeV/dis) 

 μen ：空気に対するγ線の線エネルギー吸収係数 (m-1) 

 μ ：空気に対するγ線の線減衰係数 (m-1) 

 ｒ ：放射性雲中の点(x',y',z')から計算地点(x,y,0)までの距離(m) 

 

 Ｂ(μｒ) ：空気に対するγ線の再生係数 

   Ｂ(μｒ)＝１＋α(μｒ)＋β(μｒ)２＋γ(μｒ)３ 

 χ(x',y',z') ：放射性雲中の点(x',y',z')における濃度 (Bq/m3) 

(2) 実効線量の計算 

 計算地点における実効線量は、計算地点を含む方位及びその隣接する方位に向かう放

射性雲からのγ線による空気カーマ率から、次式により計算する。(２) 

 

Ｈ＝Ｋ２・ｆｈ・ｆ０（ＤＬ＋ＤＬ－１＋ＤＬ＋１）                           (1.3-2) 

 ここで、 

 Ｈ ：計算地点における実効線量 (Sv/y) 

 Ｋ２ ：空気カーマから実効線量への換算係数 (Sv/Gy) 

 ｆｈ ：家屋の遮蔽係数 

 ｆ０ ：居住係数 

ＤＬ,ＤＬ－１,ＤＬ＋１： 計算地点を含む方位及びその隣接方位に向かう放射性雲からのγ線による

年間平均空気カーマ率（Gy/y） 

 (1.3-1)式、(1.3-2)式に用いたパラメータを第1.1-6(1)表に示す。 

 

1.1.3.2 地表に沈着した放射性物質による実効線量        

地表に沈着した放射性物質による実効線量は、乾性沈着及び湿性沈着を考慮し、以下のよう

に計算する。（5）（6）（7） 

 (1) 乾性沈着率                     

Ｄｄｉ＝Ｖｇｄ・χｉ                                                  (1.3-3) 

 ここで、 

 Ｄｄｉ ：核種ｉの乾性沈着率 [Bq/(cm2･s)] 

 Ｖｇｄ ：沈着速度 (cm/s) 

 (2) 湿性沈着率                     

Ｄｒｉ＝Λ・χｉ ・Ｌ                                                  (1.3-4) 
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  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－１０ 

 

ＨＡ＝ΣＡｉ ・ＫＡｉ
ｉ

ＨＡ＝ΣＡｉ ・ＫＡｉ
ｉ

変更前 変更後 変更理由 

 ここで、 

 Ｄｒｉ ：核種ｉの湿性沈着率  [Bq/(cm2･s)] 

 Λ ：洗浄係数 (s-1) 

Λ＝1.2 ×10-4 Ｉ0.5 

降水強度Ｉ(mm/h)は2001年～2005年の大洗研究所の降水

量と降水時間よりＩ＝1328.1mm(年平均降水量)/630.2h

(年平均降水時間)＝2.11mm/hとする。 

 Ｌ ：混合層高度 Ｌ＝1000m（気象指針を参考に、1000m以上

の拡散は考慮しない。） 

 (3) 放射性核種の地表沈着量 

Ａｉ ＝Ａｄｉ＋Ａｒｉ (1.3-5) 

（無降水期間） 

Ａｄｉ＝（Ｄｄｉ／λｉ )・｛１－exp(－λｉ・ｔ)｝        (1.3-6) 

（降水期間） 

Ａｒｉ＝｛(Ｄｄｒｉ＋Ｄｒｉ)／λｉ｝・｛１－exp(－λｉ・ｔ)｝・Ｋ (1.3-7) 

 ここで、 

 Ａｉ ：核種iの地表沈着量 (Bq/cm2) 

 Ａｄｉ ：無降水期間中の核種iの地表沈着量 (Bq/cm2) 

 Ａｒｉ ：降水期間中の核種iの地表沈着量 (Bq/cm2) 

 λｉ ：土壌からの核種iの実効除去率 (s-1) 

(土壌からの系外除去を無視し物理的壊変定数のみ考慮す

る。） 

 ｔ ：地表沈着を考慮する期間 (s) 

Ｄｄｒｉ ：降水期間中の核種iの乾性沈着率（Ｄｄｉと同じとした) 

 [Bq/(cm2･s)] 

Ｋ ：降水期間割合2001年～2005年の大洗研究開発センターの観

測データより7.19×10－２とする。 

(4) 実効線量 

(1.3-8) 

 ここで、 

 ＨＡ ：地表に沈着した放射性物質による実効線量 (μSv/y) 

 ＫＡｉ ：核種ｉの実効線量換算係数 [μSv/(Bq/cm2)] 

 (1.3-3)式～(1.3-8)式に用いたパラメータを第1-6表(1)及び第1-6表

(2)に示す。 

 

1.3.3 計算結果 

各核燃料物質使用施設から放出される放射性希ガスからのγ線及び地表

に沈着した放射性物質による外部被ばく実効線量を第1-7表に示す。各施設

 ここで、 

 Ｄｒｉ ：核種ｉの湿性沈着率  [Bq/(cm2･s)] 

 Λ ：洗浄係数 (s-1) 

Λ＝1.2 ×10-4 Ｉ0.5 

降水強度Ｉ(mm/h)は2001年～2005年の大洗研究所の降水量と降水時間より

Ｉ＝1328.1mm(年平均降水量)/630.2h(年平均降水時間)＝2.11mm/hとする。 

 

 Ｌ ：混合層高度 Ｌ＝1000m（気象指針を参考に、1000m以上の拡散は考慮しない。） 

 

 (3) 放射性核種の地表沈着量 

Ａｉ ＝Ａｄｉ＋Ａｒｉ                                                 (1.3-5) 

（無降水期間） 

Ａｄｉ＝（Ｄｄｉ／λｉ )・｛１－exp(－λｉ・ｔ)｝                        (1.3-6) 

（降水期間） 

Ａｒｉ＝｛(Ｄｄｒｉ＋Ｄｒｉ)／λｉ｝・｛１－exp(－λｉ・ｔ)｝・Ｋ                 (1.3-7) 

 ここで、 

 Ａｉ ：核種iの地表沈着量 (Bq/cm2) 

 Ａｄｉ ：無降水期間中の核種iの地表沈着量 (Bq/cm2) 

 Ａｒｉ ：降水期間中の核種iの地表沈着量 (Bq/cm2) 

 λｉ ：土壌からの核種iの実効除去率 (s-1) 

(土壌からの系外除去を無視し物理的壊変定数のみ考慮する。） 

 

 ｔ ：地表沈着を考慮する期間 (s) 

   Ｄｄｒｉ ：降水期間中の核種iの乾性沈着率（Ｄｄｉと同じとした) [Bq/(cm2･s)] 

 

Ｋ  ：降水期間割合2001年～2005年の大洗研究所の観測データより7.19×10－２とす

る。 

(4) 実効線量                      

(1.3-8) 

 ここで、 

 ＨＡ ：地表に沈着した放射性物質による実効線量 (μSv/y) 

 ＫＡｉ ：核種ｉの実効線量換算係数 [μSv/(Bq/cm2)] 

 (1.3-3)式～(1.3-8)式に用いたパラメータを第1.1-6表(1)及び第1.1-6表(2)に示す。 

 

 

1.1.3.3 計算結果                       

各核燃料物質使用施設から放出される放射性希ガスからのγ線及び地表に沈着した放射性物

質による外部被ばく実効線量を第1.1-7表に示す。各施設からの影響を考慮した放射性希ガスか
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  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－１１ 

 

変更前 変更後 変更理由 

からの影響を考慮した放射性希ガスからのγ線及び地表に沈着した放射性

物質による外部被ばく実効線量は、約0.51μSv/yである。 

 

1.4 気体廃棄物中の放射性物質による実効線量の計算結果 

大洗研究所（北地区）の核燃料物質使用施設から放出される気体廃棄物中

の放射性物質による内部被ばく実効線量は、約0.86μSv/yである。また、気

体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく実効線量は、約0.51μSv/yである

。これらを合計した実効線量は、約1.4μSv/yである。 

 

２. 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量 

 大洗研究所周辺での海浜作業及び海水浴場等としての利用は行われない

ため、液体廃棄物中の放射性物質による実効線量の評価は、主要な被ばく経

路として経口摂取について行うこととし、放出量には放出管理基準値を使用

する。放出管理基準値は管理上、大洗研究所（北地区）の全施設（原子炉施

設を含む。）及び大洗研究所廃棄物管理施設について定められているので、

これらの施設から放出される放射性物質の全量について評価する。 

 

2.1 計算条件 

(1) 年間放出量 

 核燃料物質使用施設を含む大洗研究所（北地区）の全施設（原子炉施設

を含む。）及び大洗研究所廃棄物管理施設から放出される液体廃棄物中の

放射性物質の年間最大放出量は第2-1表のとおりである。 

 

2.2 計算方法 

(1) 海水中の放射性物質の濃度の計算 

 液体廃棄物中の放射性物質の海水中における濃度は、次式を用いて計算

する。(８)(９) 

χ(ｒ)＝0.75・Ｑ/(ｚ・ｒ) (2.2-1) 

 ここで、 

 χ(ｒ) ：排水口から距離ｒにおける年平均濃度（Bq/cm3） 

 Ｑ ：年平均放出率（Bq/s） 

 ｚ ：鉛直混合層の厚さ（2×10２cm） 

 ｒ ：排水口から平均流にそった流下距離（5×10３cm） 

 海藻に対しては（2.2-1）式で計算した濃度を用い、魚類、無脊椎動物

に対しては排水口を中心とした半径ｒの半円内について（2.2-1）式を平

均化して得られる濃度χ(ｒ)を用いる。 

 χ(ｒ)は次式から求める。 

χ(ｒ)＝2・χ(ｒ) (2.2-2) 

らのγ線及び地表に沈着した放射性物質による外部被ばく実効線量は、約0.51μSv/yである。 

 

 

1.1.4 気体廃棄物中の放射性物質による実効線量の計算結果 

大洗研究所（北地区）の核燃料物質使用施設から放出される気体廃棄物中の放射性物質によ

る内部被ばく実効線量は、約0.51μSv/yである。また、気体廃棄物中の放射性物質による外部

被ばく実効線量は、約0.51μSv/yである。これらを合計した実効線量は、約1.1μSv/yである。 

 

 

1.2 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量         

大洗研究所周辺での海浜作業及び海水浴場等としての利用は行われないため、液体廃棄物中の

放射性物質による実効線量の評価は、主要な被ばく経路として経口摂取について行うこととし、

放出量には放出管理基準値を使用する。放出管理基準値は管理上、大洗研究所（北地区）の全

施設（原子炉施設を含む。）及び大洗研究所廃棄物管理施設について定められているので、こ

れらの施設から放出される放射性物質の全量について評価する。 

 

 

1.2.1 計算条件                        

(1) 年間放出量 

 核燃料物質使用施設を含む大洗研究所（北地区）の全施設（原子炉施設を含む。）及び大

洗研究所廃棄物管理施設から放出される液体廃棄物中の放射性物質の年間最大放出量は第1.

2-1表のとおりである。 

 

1.2.2 計算方法                        

(1) 海水中の放射性物質の濃度の計算 

 液体廃棄物中の放射性物質の海水中における濃度は、次式を用いて計算する。(８)(９) 

 

χ(ｒ)＝0.75・Ｑ/(ｚ・ｒ)                                          (2.2-1) 

 ここで、 

 χ(ｒ) ：排水口から距離ｒにおける年平均濃度（Bq/cm3） 

 Ｑ ：年平均放出率（Bq/s） 

 ｚ ：鉛直混合層の厚さ（2×10２cm） 

 ｒ ：排水口から平均流にそった流下距離（5×10３cm） 

 海藻に対しては（2.2-1）式で計算した濃度を用い、魚類、無脊椎動物に対しては排水口を

中心とした半径ｒの半円内について（2.2-1）式を平均化して得られる濃度χ(ｒ)を用いる。 

 

 χ(ｒ)は次式から求める。 

χ(ｒ)＝2・χ(ｒ)                                                  (2.2-2) 
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  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－１２ 

 

ＨＷ＝365ΣＫＷｉ・ＡＷｉ
ｉ

ＡＷｉ＝χＷｉ・Σ(ＣＦ)ｉｋ・Ｗｋ ・ｆｍｋ・ｆｋｉ
ｋ

fｋｉ＝exp　－
Ｔｒｉ

0.693
・tｋ ( )

fｋｉ＝
0.693×365

Ｔｒｉ〔 ×365×
Ｔｒｉ

0.693

12

3
＋

12

9(1－exp　- )〕

ＨＷ＝365ΣＫＷｉ・ＡＷｉ
ｉ

ＡＷｉ＝χＷｉ・Σ(ＣＦ)ｉｋ・Ｗｋ ・ｆｍｋ・ｆｋｉ
ｋ

fｋｉ＝exp　－
Ｔｒｉ

0.693
・tｋ ( )

fｋｉ＝
0.693×365

Ｔｒｉ〔 ×365×
Ｔｒｉ

0.693

12

3
＋

12

9(1－exp　- )〕

変更前 変更後 変更理由 

 (2.2-1)式及び(2.2-2)式で求めた海水中の放射性物質の核種別年平均

濃度を第2-1表に示す。 

(2) 実効線量の計算式 

 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量は、次式を用いて計算する。(２) 

 

(2.2-3) 

(2.2-4) 

 ここで、 

 ＨＷ ：海産物を摂取した場合の実効線量 (μSv/y) 

 365 ：年間日数への換算係数 (d/y) 

 ＫＷｉ ：核種ｉの実効線量係数 (μSv/Bq) 

 ＡＷｉ ：核種ｉの摂取率 (Bq/d) 

 χｗｉ ：海水中の核種ｉの濃度 (Bq/cm3) 

 (ＣＦ)ｉｋ ：核種i の海産物ｋに対する濃縮係数 [(Bq/g)/(Bq/cm3)] 

 Ｗｋ ：海産物ｋの摂取率 (g/d) 

 fｍｋ ：海産物ｋの市場希釈係数 

 fｋｉ ：海産物ｋの採取から摂取までの核種ｉの減衰比 

 海藻類以外の海産物に対して 

 

 海藻類に対して 

 

 Ｔｒｉ ：核種ｉの物理的半減期 (d) 

 ｔｋ ：海産物ｋ(海藻類を除く)の採取から摂取までの期間 (d) 

 (2.2-1)式～(2.2-4)式に用いたパラメ－タ及び換算係数を第2-2表に示

す。 

 

2.3 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量の計算結果 

 大洗研究所(北地区)の全施設（原子炉施設を含む。）及び大洗研究所

廃棄物管理施設から放出される液体廃棄物中の放射性物質による実効

線量の計算結果を第2-3表に示す。これによれば液体廃棄物中の放射性

物質による周辺監視区域外における一般公衆の年間の実効線量は約4.2

μSv/yである。 

 

３. 直接線及びスカイシャイン放射線による実効線量 

 直接線及びスカイシャイン放射線による周辺監視区域境界における実効

 (2.2-1)式及び(2.2-2)式で求めた海水中の放射性物質の核種別年平均濃度を第1.2-1表に

示す。 

(2) 実効線量の計算式 

 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量は、次式を用いて計算する。(２) 

 

(2.2-3) 

(2.2-4) 

 ここで、 

 ＨＷ ：海産物を摂取した場合の実効線量 (μSv/y) 

 365 ：年間日数への換算係数 (d/y) 

 ＫＷｉ ：核種ｉの実効線量係数 (μSv/Bq) 

 ＡＷｉ ：核種ｉの摂取率 (Bq/d) 

 χｗｉ ：海水中の核種ｉの濃度 (Bq/cm3) 

 (ＣＦ)ｉｋ ：核種i の海産物ｋに対する濃縮係数 [(Bq/g)/(Bq/cm3)] 

 Ｗｋ ：海産物ｋの摂取率 (g/d) 

 fｍｋ ：海産物ｋの市場希釈係数 

 fｋｉ ：海産物ｋの採取から摂取までの核種ｉの減衰比 

 海藻類以外の海産物に対して 

 

 海藻類に対して 

 

 Ｔｒｉ ：核種ｉの物理的半減期 (d) 

 ｔｋ ：海産物ｋ(海藻類を除く)の採取から摂取までの期間 (d) 

 (2.2-1)式～(2.2-4)式に用いたパラメ－タ及び換算係数を第1.2-2表に示す。 

 

 

1.2.3 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量の計算結果    

 大洗研究所(北地区)の全施設（原子炉施設を含む。）及び大洗研究所廃棄物管理施設か

ら放出される液体廃棄物中の放射性物質による実効線量の計算結果を第1.2-3表に示す。こ

れによれば液体廃棄物中の放射性物質による周辺監視区域外における一般公衆の年間の実

効線量は約4.2μSv/yである。 

 

 

1.3 直接線及びスカイシャイン放射線による実効線量 

 直接線及びスカイシャイン放射線による周辺監視区域境界における実効線量の評価は、各施

表番号の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表番号の適正化 

 

 

項番号の適正化 

 

表番号の適正化 

 

 

 

 

項番号の適正化 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－１３ 

 

変更前 変更後 変更理由 

線量の評価は、各施設における核燃料物質の最大使用量を線源条件とし、こ

れに建家等の体系をモデル化し、遮へい計算コード等により実施する。 

 

3.1 計算条件 

(1) 照射済燃料の線源強度 

 変更許可申請書本文に最大使用量及びエネルギー強度が示されている

ものについては、その値を用いる。 

 上記以外の照射済燃料に関する線源強度は、核種、組成、重量、照射時

間、中性子束及び冷却期間を設定し、ORIGENコ－ド(１０) を用いて計算する。 

(2) 未照射核燃料物質の線源強度 

 未照射核燃料物質の線源強度の計算は、ORIGENコ－ドを用いて行う。こ

こで、核燃料物質の同位元素の組成は以下のとおりとする。 

a）天然ウラン 

 天然ウラン１gには、２３８Ｕ 0.99276g、２３５Ｕ 0.007196g、２３４Ｕ 0.000057g

が含まれる。線源強度の計算では ２３４Ｔh 等、子孫核種の放射能も考慮す

る。 

b）劣化ウラン 

 劣化ウランの同位元素の組成は、天然ウランの組成と同じものとす

る。 

c）トリウム 

 トリウムの同位体のうち、２３２Ｔh は寿命が最も長く、天然にも最も多

量に存在することから、２３２Ｔh の崩壊系列について計算を実施する。な

お、子孫核種 ２０８Ｔlの放射能も考慮する。 

d）濃縮度５％以下の濃縮ウラン 

 ２３５Ｕが５％含まれると仮定する。他の組成は、２３８Ｕ及び ２３４Ｕである。

線源強度の計算ではウランの崩壊系列における子孫核種の放射能も考

慮する。 

e）濃縮度５％以上20％未満の濃縮ウラン 

 ２３５Ｕが20％含まれると仮定する。他の組成は、２３８Ｕ及び ２３４Ｕである。

線源強度の計算ではウランの崩壊系列における子孫核種の放射能も考

慮する。 

f）濃縮度20％以上90％以下の濃縮ウラン 

 ２３５Ｕが90％含まれると仮定する。線源強度の計算ではウランの崩壊系

列における子孫核種の放射能も考慮する。 

g）プルトニウム 

    障害対策書の施設編に、プルトニウム同位体組成及び冷却期間が示さ 

れているものについては、その値に基づき計算する。 

 それ以外のプルトニウムについては、燃焼度 36,000 MWD/T で１年冷

却した使用済燃料に含まれるプルトニウムを分離して得られたものと

して計算する。線源強度の計算では、２４１Ｐuの子孫核種 ２４１Ａmの放射能も

設における核燃料物質の最大使用量を線源条件とし、これに建家等の体系をモデル化し、遮蔽

計算コード等により実施する。 

 

1.3.1 計算条件 

(1) 照射済燃料の線源強度 

 変更許可申請書本文に最大使用量及びエネルギ－強度が示されているものについては、そ

の値を用いる。 

 上記以外の照射済燃料に関する線源強度は、核種、組成、重量、照射時間、中性子束及び

冷却期間を設定し、ORIGENコ－ド(１０)（１４） を用いて計算する。 

(2) 未照射核燃料物質の線源強度              

未照射核燃料物質の線源強度の計算は、ORIGENコ－ドを用いて行う。ここで、核燃料物質

の同位元素の組成は以下のとおりとする。 

a）天然ウラン 

 天然ウラン１gには、２３８Ｕ 0.99276g、２３５Ｕ 0.007196g、２３４Ｕ 0.000057gが含まれる。線源

強度の計算では ２３４Ｔh 等、子孫核種の放射能も考慮する。 

 

b）劣化ウラン 

 劣化ウランの同位元素の組成は、天然ウランの組成と同じものとする。 

 

c）トリウム 

 トリウムの同位体のうち、２３２Ｔh は寿命が最も長く、天然にも最も多量に存在すること

から、２３２Ｔh の崩壊系列について計算を実施する。なお、子孫核種 ２０８Ｔlの放射能も考慮す

る。 

d）濃縮度５％以下の濃縮ウラン 

 ２３５Ｕが５％含まれると仮定する。他の組成は、２３８Ｕ及び ２３４Ｕである。線源強度の計算で

はウランの崩壊系列における子孫核種の放射能も考慮する。 

 

e）濃縮度５％以上20％未満の濃縮ウラン 

 ２３５Ｕが20％含まれると仮定する。他の組成は、２３８Ｕ及び ２３４Ｕである。線源強度の計算で

はウランの崩壊系列における子孫核種の放射能も考慮する。 

 

f）濃縮度20％以上90％以下の濃縮ウラン 

 ２３５Ｕが90％含まれると仮定する。線源強度の計算ではウランの崩壊系列における子孫核

種の放射能も考慮する。 

g）プルトニウム 

添付書類１又は障害対策書の施設編に、プルトニウム同位体組成及び冷却期間が示され

ているものについては、その値に基づき計算する。 

 それ以外のプルトニウムについては、燃焼度 36,000 MWD/T で１年冷却した使用済燃料

に含まれるプルトニウムを分離して得られたものとして計算する。線源強度の計算では、２

４１Ｐuの子孫核種 ２４１Ａmの放射能も考慮する。 

記載の適正化 

 

 

項番号の適正化 
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記載の適正化 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－１４ 

 

変更前 変更後 変更理由 

考慮する。 

 

3.2 線量計算 

3.2.1 直接線の計算方法 

(1) 体系近似 

 線源は点線源又は体積線源（自己吸収を考慮）とし、線源を囲む直近

の遮へい体（ケーブ、セル等及び建家側壁）を考慮する。評価点は、各

施設からの影響を考慮し、直接線とスカイシャイン放射線による線量の

合計が最大となる周辺監視区域境界とする。概略のモデルを第１図、第

２図に示す。 

(2) 計算方法 

 照射済燃料及び未照射核燃料物質であって中性子線が問題になる場合

は、１次元SnコードANISN（１１）又は２次元SnコードDOT3.5（１２）を用いて、

周辺監視区域境界における線量を計算する。中性子線の寄与が少ない場合

は、点減衰核積分コードQAD-CGGP2（１３）を用いる。 

計算に用いる建家のパラメータを第3-1 表に示す。 

 

3.2.2 スカイシャイン放射線の計算方法 

(1) 体系近似 

 線源は点線源又は体積線源（自己吸収を考慮）とする。また、しゃへ

い体の条件は直接線と同様とし、天井の厚さが薄い場合は、これを無視

する。評価点は、各施設からの影響を考慮し、直接線とスカイシャイン

放射線による線量の合計が最大となる周辺監視区域境界とする。概略の

モデルを第１図、第２図に示す。 

(2) 計算方法 

 照射済燃料及び未照射核燃料物質であってγ線のみの場合は、１回散

乱点減衰核積分コードG33-GP2（１３）を用い、上部しゃへいの効果は、QA

D-CGGP2 コードを用いて計算する。中性子線が存在する場合のスカイシ

ャイン放射線による線量は、以下の手順に従って算出する。 

 

① 各設備毎に建家天井表面での中性子束分布及びγ線束分布を求め

る。線源の形状は球又は円筒体系で近似し、ANISN コード又はDOT 3.

5 コードを用いて求める。 

② ①で求めた天井面での線束分布を、建家天井面における空間及び線

束の角度分布は一様と仮定して、点線源に近似する。この点線源分布

を建家天井面より発生させて、スカイシャイン放射線計算のための線

源分布とし、 DOT3.5コードを用いて周辺監視区域境界での線量を求

める。 

 

 

 

 

1.3.2 線量計算 

1.3.2.1 直接線の計算方法 

(1) 体系近似 

 線源は点線源又は体積線源（自己吸収を考慮）とし、線源を囲む直近の遮蔽体（ケーブ、

セル等及び建家側壁）を考慮する。評価点は、各施設からの影響を考慮し、直接線とスカイ

シャイン放射線による線量の合計が最大となる周辺監視区域境界とする。概略のモデルを第

１図、第２図に示す。 

 

(2) 計算方法                      

 照射済燃料及び未照射核燃料物質であって中性子線が問題になる場合は、１次元Snコード

ANISN（１１）又は２次元SnコードDOT3.5（１２）を用いて、周辺監視区域境界における線量を計算

する。中性子線の寄与が少ない場合は、点減衰核積分コードQAD-CGGP2（１３）を用いる。 

 計算に用いる建家のパラメータを第1.3-1表に示す。 

 

 

1.3.2.2 スカイシャイン放射線の計算方法 

(1) 体系近似 

 線源は点線源又は体積線源（自己吸収を考慮）とする。また、遮蔽体の条件は直接線と同

様とし、天井の厚さが薄い場合は、これを無視する。評価点は、各施設からの影響を考慮し、

直接線とスカイシャイン放射線による線量の合計が最大となる周辺監視区域境界とする。概

略のモデルを第１図、第２図に示す。 

 

(2) 計算方法 

 照射済燃料及び未照射核燃料物質であってγ線のみの場合は、１回散乱点減衰核積分コー

ドG33-GP2（１３）又はG33-GP2R（ICRP Publication74対応版）を用い、上部遮蔽の効果は、

QAD-CGGP2又はQAD-CGGP2R（ICRP Publication74対応版）コードを用いて計算する。中性子

線が存在する場合のスカイシャイン放射線による線量は、以下の手順に従って算出する。 

 

① 各設備ごとに建家天井表面での中性子束分布及びγ線束分布を求める。線源の形状は球

又は円筒体系で近似し、ANISN コード又はDOT 3.5 コードを用いて求める。 

 

② ①で求めた天井面での線束分布を、建家天井面における空間及び線束の角度分布は一様

と仮定して、点線源に近似する。この点線源分布を建家天井面より発生させて、スカイ

シャイン放射線計算のための線源分布とし、 DOT3.5コードを用いて周辺監視区域境界

での線量を求める。 

 

 

 

 

 

項番号の適正化 
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計算コードの見直し 記
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  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－１５ 

 

変更前 変更後 変更理由 

3.3 直接線及びスカイシャイン放射線による実効線量の計算結果 

  大洗研究所（北地区）の核燃料物質使用施設からの直接線及びスカイシャ

イン放射線による年間の実効線量の計算結果を第3-2表に示す。これによれ

ば、周辺監視区域外における一般公衆の年間の実効線量は、直接線及びスカ

イシャイン放射線について約7.5μSv/yである。 

 

４．実効線量の評価 

大洗研究所（北地区）の核燃料物質使用施設の核燃料物質に起因する年

間の実効線量は、気体廃棄物について約1.4μSv/y、液体廃棄物（大洗研究

所（北地区）原子炉施設及び大洗研究所廃棄物管理施設を含む。）について約

4.2μSv/y、直接線及びスカイシャイン放射線について約7.5μSv/yであり

、これらを合算すると約14μSv/yとなる。 

なお、大洗研究所（北地区）及び同研究所（南地区）の全核燃料物質使

用施設及び全原子炉施設並びに大洗研究所廃棄物管理施設から放出される

放射性物質等による一般公衆の実効線量は、約0.11mSvである。評価結果を

第4-1表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 直接線及びスカイシャイン放射線による実効線量の計算結果 

大洗研究所（北地区）の核燃料物質使用施設からの直接線及びスカイシャイン放射線による

年間の実効線量の計算結果を第1.3-2表に示す。これによれば、周辺監視区域外における一般公

衆の年間の実効線量は、直接線及びスカイシャイン放射線について約7.5μSv/yである。 

 

 

1.4 実効線量の評価 

大洗研究所（北地区）の核燃料物質使用施設の核燃料物質に起因する年間の実効線量は、気

体廃棄物について約1.1μSv/y、液体廃棄物（大洗研究所（北地区）原子炉施設及び大洗研究所廃

棄物管理施設を含む。）について約4.2μSv/y、直接線及びスカイシャイン放射線について約 

7.5μSv/yであり、これらを合算すると約13μSv/yとなる。 

 

なお、大洗研究所（北地区）及び同研究所（南地区）の全核燃料物質使用施設及び全原子炉

施設並びに大洗研究所廃棄物管理施設から放出される放射性物質等による一般公衆の実効線

量は、約0.14mSvである。評価結果を第1.4-1表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項番号の適正化 
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評価値の見直し 

 

評価値の見直し 
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  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－１６ 

 

変更前 変更後 変更理由 

１．固体廃棄施設に起因する周辺監視区域境界に係る実効線量の評価 

固体廃棄施設に起因する周辺監視区域境界における実効線量の評価方法及び各施設の最大線量

については、添付書類１の施設編に記載されている。 

本共通編においては、それらの評価方法を用いて、最大の線量が得られる地点における重畳評

価を行った。その結果を表１に示す。また、その重畳評価点を図１に示す。 

各施設の評価結果を重畳合算した実効線量は、約1.3×10-3mSv／年であり、障害対策書３．３に

示す核燃料物質からの直接線及びスカイシャイン線に起因する実効線量（約7.5×10-3mSv／年）と

の合算をしても、約8.8×10-3mSv／年となり、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規

則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成２７年原子力規制委員会告示第８号）（以下

「線量告示」という。）に定める周辺監視区域外の線量限度1mSv／年を下回っている。 

 

２．大洗研究所（北地区）施設に起因する周辺監視区域境界に係る実効線量の評価 

大洗研究所（北地区）の核燃料物質使用施設の核燃料物質に起因する周辺監視区域境界に係る

年間の実効線量は、障害対策書４．に示すとおり、気体廃棄物に起因するものについて約1.4×10
-3mSv／年、液体廃棄物の放出に起因するものについて約4.2×10-3mSv／年、並びに直接線及びスカ

イシャイン線に起因するものについて約7.5×10-3mSv／年である。これらの経路毎の１年間の評価

結果に対して、固体廃棄施設に起因するもの（約1.3×10-3mSv／年）を合算しても、約1.5×10-2m

Sv／年であり、線量告示に定める周辺監視区域外の線量限度1mSv／年を下回っている。 

なお、大洗研究所（南地区）施設に起因する周辺監視区域境界に係る実効線量（約1.2×10-1mS

v／年）と合算しても、約1.3×10-1mSv／年である。 

 

 

 

       表１ 固体廃棄施設に起因する重畳実効線量評価結果 

施設名称 実効線量（mSv/y） 

ＪＭＴＲ １．６×１０－６ 

ＨＴＴＲ    ― 注１） 

ホットラボ １．３×１０－３ 

燃料研究棟 １．４×１０－５ 

合 計 １．３×１０－３ 

       重畳評価点は、燃料研究棟の北側約１０２ｍである。 

       注１）固体廃棄施設が地下にあり、天井の遮蔽が十分厚いことなどから 

   評価に係る値は無視できるほど小さい。 

 

 

 

 

 

 

2. 固体廃棄施設に起因する周辺監視区域境界に係る実効線量評価 

固体廃棄施設に起因する周辺監視区域境界における実効線量の評価方法及び各施設の最大線量

については、添付書類１の施設編に記載されている。 

本共通編においては、それらの評価方法を用いて、最大の線量が得られる地点における重畳評

価を行った。その結果を第2.1表に示す。また、その重畳評価点を第３図に示す。 

各施設の評価結果を重畳合算した実効線量は、約1.3μSv/yであり、1.3.3に示す核燃料物質か

らの直接線及びスカイシャイン線に起因する実効線量（約7.5μSv/y）との合算をしても、約8.8

μSv/yとなり、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度

等を定める告示（平成２７年原子力規制委員会告示第８号）（以下「線量告示」という。）に定

める周辺監視区域外の線量限度1mSv/yを下回っている。 

 

3. 大洗研究所（北地区）施設に起因する周辺監視区域境界に係る実効線量評価 

大洗研究所（北地区）の核燃料物質使用施設の核燃料物質に起因する周辺監視区域境界に係る

年間の実効線量は、1.4に示すとおり、気体廃棄物に起因するものについて約1.1μSv/y、液体廃

棄物の放出に起因するものについて約4.2μSv/y、並びに直接線及びスカイシャイン線に起因する

ものについて約7.5μSv/yである。これらの経路ごとの１年間の評価結果に対して、固体廃棄施設

に起因するもの（約1.3μSv/y）を合算しても、約15μSv/yであり、線量告示に定める周辺監視区

域外の線量限度1mSv/yを下回っている。 

なお、大洗研究所（南地区）施設に起因する周辺監視区域境界に係る実効線量（約1.2×10-1 

mSv/y）と合算しても、約1.3×10-1mSv/yである。 

 

 

 

（記載場所の移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項番号、記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

単位の見直し 記載の適

正化 単位の見直し 

単位の見直し 

 

単位の見直し 

 

項番号、記載の適正化 

 

記載の適正化 評価値、単

位の見直し 単位の見直

し 単位の見直し 記載

の適正化 単位の見直し 

単位の見直し 

単位の見直し 

単位の見直し 

 

 

 

記載場所の見直し（第2.1

表として記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－１７ 

 

変更前 変更後 変更理由 

【添付１ 障害対策書より移動 】 

障害対策書 Ⅱ 周辺環境の放射線管理 

 各施設からの気体廃棄物及び液体廃棄物の放出にあたっては、空気中及び

水中の放射性物質の濃度が法令に定める値を超えないように厳重な管理を

行うが、さらに、周辺監視区域境界及び周辺地域に異常がないことを確認す

るため、放射線監視を以下のように行う。第３図に概要を示す。 

 

１．空間放射線量の監視 

 排気筒から放出される放射性物質からのγ線、施設からの直接γ線及びス

カイシャインγ線による空気吸収線量率の監視は、モニタリングポストを周

辺監視区域境界付近及び周辺地域に設置し空気吸収線量率を連続測定する

ことにより行う。 

 また、周辺監視区域境界付近及び周辺地域のモニタリングポイントに積算

線量計を配置し、定期的に空気吸収線量を測定する。 

 

２．大気中放射性物質濃度の監視 

 大気中放射性物質濃度の監視は、浮遊じんをろ紙に連続して採取し、定期

的に測定することにより行う。 

 

３．環境試料中放射性物質濃度の監視 

 環境試料中の放射性物質濃度の監視は、陸水、土壌、農産物、海水、海底

土、海産物、大気中塵埃を定期的に採取し、これら試料中の放射性物質の濃

度を測定することにより行う。 

 

４．異常時の監視 

 放射性物質の放出を伴う異常時には、前述のモニタリングポスト及びモニ

タリングポイントでの測定のほかに、広域の放射線に関する情報を得るた

め、モニタリングカーにより空気吸収線量率の測定を行い、影響の範囲、程

度等の評価を迅速に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 周辺環境の放射線管理 

 各施設からの気体廃棄物及び液体廃棄物の放出に当たっては、空気中及び水中の放射性物質

の濃度が法令に定める値を超えないように厳重な管理を行うが、さらに、周辺監視区域境界及

び周辺地域に異常がないことを確認するため、放射線監視を以下のように行う。第４図に概要

を示す。 

 

１．空間放射線量の監視 

 排気筒から放出される放射性物質からのγ線、施設からの直接γ線及びスカイシャインγ線

による空気吸収線量率の監視は、モニタリングポストを周辺監視区域境界付近及び周辺地域に

設置し空気吸収線量率を連続測定することにより行う。 

 また、周辺監視区域境界付近及び周辺地域のモニタリングポイントに積算線量計を配置し、

定期的に空気吸収線量を測定する。 

 

 

２．大気中放射性物質濃度の監視 

 大気中放射性物質濃度の監視は、浮遊じんをろ紙に連続して採取し、定期的に測定すること

により行う。 

 

３．環境試料中放射性物質濃度の監視 

 環境試料中の放射性物質濃度の監視は、陸水、土壌、農産物、海水、海底土、海産物、大気

中じん埃を定期的に採取し、これら試料中の放射性物質の濃度を測定することにより行う。 

 

 

４．異常時の監視 

 放射性物質の放出を伴う異常時には、前述のモニタリングポスト及びモニタリングポイント

での測定のほかに、広域の放射線に関する情報を得るため、モニタリングカーにより空気吸収

線量率の測定を行い、影響の範囲、程度等の評価を迅速に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害対策書から移動 

 

記載の適正化 

 

項番号の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－１８ 

 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

図１ 大洗研究所における重畳評価点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載場所の移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載場所の見直し（第３図

として記載） 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－１９ 

 

変更前 変更後 変更理由 

参 考 文 献 

 (1)～(13)                                  （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 文 献 

(1)～(13)                                （変更なし） 

 

(14) Kinji Koyama,Naoki Yamano and Shun-ich Miyasaka 

 ：ORIGEN-JR: Computer code for calculating radiation sources  

and analyzing nuclide",JAERI-M 8229(1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献の追加（計算コー

ドの追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－２０ 

 

変更前 変更後 変更理由 

第1-1表  放射性物質の年間放出量 

 

(1) ＪＭＴＲ  (2) ホットラボ  (3) 燃料研究棟 

核種 年間放出量(Bq/y)  核種 年間放出量(Bq/y)  核種 年間放出量(Bq/y) 
83mKr 3.61×108    3H 4.95×109  238Pu 1.05×104 
85mKr 6.51×108   85Kr 1.46×1011  239Pu 2.83×103 
 87Kr 1.16×109  131mXe 1.20×109  240Pu 2.66×103 
 88Kr 1.59×109  129I 2.81×105  241Pu 3.16×105 
133Xe 8.45×109  131I 2.04×109  242Pu 1.25×100 
133mXe 2.60×108  89Sr 4.30×104  234U 1.63×10-1 
135Xe 8.44×108  90Sr 3.45×103  235U 1.66×10-2 
135mXe 1.85×109  91Y 4.63×104  238U 1.55×10-1 
138Xe 6.86×109  95Zr 7.15×104  232Th 1.24×10-3 
131I 9.00×105  137Cs 3.45×103  241Am 5.49×102 
132I 1.30×106  106Ru 4.63×103    
133I 1.75×106  144Ce 7.31×104    
134I 1.94×106       
135I 1.69×106       

 

 

 

 

(4) ＨＴＴＲ 

核種 
年間放出量(Bq/y) 

連続 間欠(年5回) 間欠(年6回) 間欠(年12回) 

希ガス 3.1×1013 2.2×1012 2.2×1012 1.1×1012 

(実効エネルギー) (0.53MeV) (0.1MeV) (0.0055MeV) (0.0022MeV) 
3H － － 1.1×1013 － 
131I 9.6×108 1.2×109 5.9×108 5.2×108 

132I 7.5×109 1.8×108 － － 
133I 4.1×109 8.1×108 － － 
134I 1.9×1010 1.7×108 － － 
135I 6.3×109 4.2×108 － － 

 放出モードは、ＨＴＴＲ以外は全て連続放出 

 

 

 

 

 

第1.1-1表  放射性物質の年間放出量 

 

(1) ＪＭＴＲ  (2) ホットラボ  (3) 燃料研究棟 

核種 年間放出量(Bq/y)  核種 年間放出量(Bq/y)  核種 年間放出量(Bq/y) 
83mKr －    3H －  238Pu 1.05×104 
85mKr －   85Kr －  239Pu 2.83×103 
 87Kr －  131mXe －  240Pu 2.66×103 
 88Kr －  129I －  241Pu 3.16×105 
133Xe －  131I －  242Pu 1.25×100 
133mXe －  89Sr －  234U 1.63×10-1 
135Xe －  90Sr －  235U 1.66×10-2 
135mXe －  91Y －  238U 1.55×10-1 
138Xe －  95Zr －  232Th 1.24×10-3 
131I －  137Cs －  241Am 5.49×102 
132I －  106Ru －    
133I －  144Ce －    
134I －  照射後試験を行わないこと

から評価に係る値を０とし

た。 

   
135I －     

照射試験を行わないことか

ら評価に係る値を０とした。       

 

 

(4) ＨＴＴＲ 

核種 
年間放出量(Bq/y) 

連続 間欠(年5回) 間欠(年6回) 間欠(年12回) 

希ガス 3.1×1013 2.2×1012 2.2×1012 1.1×1012 

(実効エネルギー) (0.53MeV) (0.1MeV) (0.0055MeV) (0.0022MeV) 
3H － － 1.1×1013 － 

131I 9.6×108 1.2×109 5.9×108 5.2×108 

132I 7.5×109 1.8×108 － － 
133I 4.1×109 8.1×108 － － 
134I 1.9×1010 1.7×108 － － 
135I 6.3×109 4.2×108 － － 

 放出モードは、ＨＴＴＲ以外は全て連続放出 

 

 

 

 

 

表番号の適正化 

 

JMTRにおいて照射設備の

運転等を行わないこと及

びホットラボの使用の目

的変更に伴う見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－２１ 

 

変更前 変更後 変更理由 

 

第1-2表 施設別の放出条件等 

施設名 
排気筒 

地上高さ(m) 

排気口 

出口直径(m) 

吹き出し 

速度(m/s) 
気象データ 

ＪＭＴＲ 80 2.5 5.7 80m高 

ＨＴＴＲ 80 2.0 5.3(注) 80m高 

ホットラボ 40 1.5 9.4 40m高 

燃料研究棟 15 1.2 4.7 10m高 

(注) 設計上の排気風量から計算した吹き出し速度は約7.6m/s。 

 

 

第1-3表 排気筒から周辺監視区域境界までの距離 

(m) 

方 位 ＪＭＴＲ ＨＴＴＲ ホットラボ 燃料研究棟 

NNE 670 1,040 630 290 

NE 880 1,050 800 1,090 

ENE 930 830 780 1,090 

E 880 780 770 1,080 

ESE 960 820 790 1,100 

SE 1,120 890 940 1,180 

SSE 1,150 800 1090 840 

S 760 610 940 180 

SSW 480 480 530 120 

SW 380 370 440 100 

WSW 320 330 420 90 

W 170 360 210 90 

WNW 180 430 220 100 

NW 160 390 240 100 

NNW 140 420 290 80 

N 170 860 430 70 

 

 

 

 

 

 

第1.1-2表 施設別の放出条件等 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1.1-3表 排気筒から周辺監視区域境界までの距離 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表番号の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表番号の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－２２ 

 

変更前 変更後 変更理由 

 

第1-4(1)表 吸入摂取及び経口摂取による実効線量係数(1) 

吸入摂取及び経口摂取による実効線量係数 (μSv/Bq) 

核種 吸入摂取 kIi 経口摂取 kTi 核種 吸入摂取 kIi 経口摂取 kTi 

  ３H  2.6×10-4 4.2×10-5 １３７Cs 3.9×10-2 1.3×10-2 

 ８９Sr 7.9×10-3 2.6×10-3 １４４Ce 5.3×10-2 5.2×10-3 

 ９０Sr 1.6×10-1 2.8×10-2 ２３２Th 1.1×10 2 2.3×10-1 

 ９１Y 8.9×10-3 2.4×10-3 ２３４U  9.4×10 0 4.9×10-2 

 ９５Zr 5.9×10-3 9.5×10-4 ２３５U  8.5×10 0 4.7×10-2 

１０６Ru 6.6×10-2 7.0×10-3 ２３８U  8.0×10 0 4.5×10-2 

１２９I(2) 8.4×10-2 7.2×10-2 ２３８Pu 1.1×10 2 2.3×10-1 

１３１I(2) 1.5×10-2 1.6×10-2 ２３９Pu 1.2×10 2 2.5×10-1 

１３２I(2) 2.6×10-4 2.3×10-4 ２４０Pu 1.2×10 2 2.5×10-1 

１３３I(2) 2.9×10-3 3.1×10-3 ２４１Pu 2.3×10 0 4.8×10-3 

１３４I(2) 1.3×10-4 9.9×10-5 ２４２Pu 1.1×10 2 2.4×10-1 

１３５I(2) 7.0×10-4 7.0×10-4 ２４１Am 9.6×10 1 2.0×10-1 

(1)「Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides: Part 5 

Compilation of Ingestion and Inhalation Dose Coefficients」ICRP Publication 72(1996) 

(2) 科学技術庁の日本原子力研究所に対する委託調査「原子力発電施設等内部被ばく評価技術調

査」（平成7年度～平成11年度：内部被ばく線量評価コード（INDES)からの値) 

（ヨウ素が体液中から甲状腺へ達する割合を0.2として計算した値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1.1-4(1)表 吸入摂取及び経口摂取による実効線量係数(1)  

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表番号の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－２３ 

 

変更前 変更後 変更理由 

 

第1-4(2)表  葉菜・米・牛乳摂取による実効線量の計算に用いるパラメータ 

 

 

核種 

土壌1g中に含まれる核種

が葉菜に移行する割合 

Bvi 

土壌から米可食部への

移行率 

BRi[(Bq/kg)／(Bq/kg)] 

牛が摂取した核種が牛乳

に移行する割合 

Fm[(Bq/cm
3)／(Bq/d)] 

Sr 1.7×10-2 (1) 2×10-2 (2) 8.0×10-7 (1) 

Y 2.6×10-3 (1) 3×10-3 (2) 1.0×10-8 (1) 

Zr 1.7×10-4 (1) 2×10-4 (2) 5.0×10-9 (1) 

Ru 5.0×10-2 (1) 6×10-2 (2) 1.0×10-9 (1) 

I 2.0×10-2 (1) 2×10-2 (2) 6.0×10-6 (1) 

Cs 1.0×10-2 (1) 1×10-2 (1) 1.2×10-5 (1) 

Ce 2.5×10-3 (1) 3×10-3 (2) 1.0×10-7 (1) 

Th 1.0×10-3 (4) 3.5×10-4 (3) 5.0×10-9 (4) 

U 1.0×10-2 (4) 2.9×10-4 (3) 6.0×10-7 (4) 

Pu 1.0×10-3 (4) 2.5×10-4 (5) 2.0×10-9 (5) 

Am 4.0×10-3 (4) 2.5×10-4 (5) 5.0×10-9 (5) 

 

  (1) U.S.NRC Calculation of Annual Doses to Man from Routine Releases of Reactor   

Effluents for the Purpose of Evaluating Compliance with 10 CFR Part 50, A

ppendix I, Regulatory Guide 1.109, Revision 1（1977） 

  (2) Methodology for Evaluating the Radiological Consequences of Radioactive  

Effluents Released in Normal Operations, Commission of European Communities,  (19

79) 

  (3) Models and Parameters for Environmental Radiological Assessments, DOE/TIC-11468.

31(1984) 

  (4) IAEA Generic Models and Parameters for Assessing the Environmental Transfer of

Radionuclides from Routine Releases, Exposures of Critical Groups, Safety s

eries  No. 57(1982) 

(5)Y.C.Ng et al.,Prediction of the Maximum Dosage to Man from the Fallout of 

Nuclear Devices IV. Handbook for Estimating the Maximum Internal Dose from   

Radionuclides Released to the Biosphere, Bio-Medical Division, USAEC Report  U

CRL-50163, Part Ⅳ,(May 1968) 

 

 

 

 

 

第1.1-4(2)表  葉菜・米・牛乳摂取による実効線量の計算に用いるパラメータ 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表番号の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－２４ 

 

変更前 変更後 変更理由 

第1-4(3)表 内部被ばく実効線量の計算に用いる各種パラメータ 

経 路 パラメータ 記号 単位 値 備考 

吸入摂取 
呼吸率 Ma cm3/d 2.22×10７ (1) 

皮膚浸透による摂取量の増加係数 ｋ - 1.5 (2) 

葉菜摂取 

葉菜への沈着速度 Vg cm/s 1 
(3) 

ウェザリング効果による減少定数 λｗ s-1 5.73×10-7  

葉菜の栽培密度 ρ g/cm2 0.23 (1) 

葉菜の栽培期間 ｔｉ ｓ 5.184×10６(60日) 

(3) 
葉菜を含む土壌への核種の沈着速度 Vｇ' cm/s 1 

経根移行に寄与する土壌の有効密度 Pv g/cm2 24 

核種の蓄積期間 ｔ０ ｓ 6.3072×10８(20年) 

葉菜の栽培期間年間比 ｆｔ - 1.0 - 

調理前洗浄による核種の残留比 ｆｄ - 1 
(3) 

葉菜摂取量 Ｍｖ g/ｄ 100 

葉菜中の水素の割合 FHV - 0.1 (7) 

20℃、相対湿度70％の時の絶対湿度 FHY g/cm３ 1.2×10－５ - 

米摂取 

年間平均沈着速度 VgR cm/d 8.64×104(1cm/s) (1) 

米の市場希釈率 fm - 1 - 

米の摂取量 ＭＲ g/ｄ 300 (4) 

核種の直接沈着による可食部への移行率 ｒ - 0.2 (5) 

ウェザリング効果による減少定数 λｂ d-1 0 - 

成長期の米が照射される期間 ｔｅ ｄ 180 - 

栽培密度 Ｙ g/cm2 4×10－２ (6) 

土壌の実効表面密度 PR g/cm2 24 (5) 

核種の蓄積期間 ｔｂ ｄ 7300(20年) (3) 

米の採取から摂取までの期間 ｔｈ ｄ 0 - 

米中の水素の割合 FHＲ - 0.06 (7) 

20℃、相対湿度70％の時の絶対湿度 FHY g/cm３ 1.2×10－５ - 

牛乳摂取 

核種の牧草への沈着速度 VgM cm／s 1 (3) 

ウェザリング効果による減少定数 λw s-1 5.73×10-7 (3) 

牧草の栽培密度 ρM g／cm2 0.07 (5) 

牧草の栽培期間 t１M s 2.592×106(30日) (5) 

牧草を含む土壌への核種の沈着速度 VgM’ cm／s 1 (3) 

放牧期間年間比 ｆｔ - 0.5 (1) 

乳牛の牧草摂取量 Ｑｆ g/d 5×10４ (wet) 
(3) 

牛乳摂取量 Ｍｍ cm3/d 200 

牧草中の水素の割合 ＦＨ - 0.1 (7) 

飼料中の汚染飼料混合割合 ｆａｆ - 1 - 

牛乳中の水素の割合 ＦＨａ g/cm
3 0.11 (7) 

飼料中の水素の割合 ＦＨｆ - 0.068 (7) 

20℃、相対湿度70％の時の絶対湿度 ＦＨＹ g/cm
３ 1.2×10－５ - 

 

(1) 原子力委員会：「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」昭和51年9月、

平成13年3月一部改訂  原子力安全委員会 

第1.1-4(3)表 内部被ばく実効線量の計算に用いる各種パラメータ 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表番号の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－２５ 

 

変更前 変更後 変更理由 

 

(2) International Commission on Radiorogical Protection:「作業者による放射性核種の摂取

の限度 Part 1」 ICRP Publication 30 Part 1(1978) 

 

(3) 原子力安全委員会：「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価につ

いて」 平成元年3月 、平成13年3月一部改訂  原子力安全委員会 

 

(4) 厚生省保健医療局健康増進栄養課編：「国民栄養の現状 平成元年国民栄養調査成績」平成3

年10月 

 

(5) U.S.NRC : Calculation of Annual Doses to Man from Routine Releases of Reactor  E

ffluents for the Purpose of Evaluating Compliance with 10 CFR Part 50, AppendixI, 

Regulatory Guide 1.109(1977) 

 

(6) 関東農政局茨城統計情報事務所編集：「茨城農林水産統計年報 平成2年～平成3年」平成3年1

2月 

 

(7) Napier et al. :PABLM-A Computer Program to Calculate Accumulated Radiation Dosesfr

om Radionuclides in the Environment, PNL-3209(1980) 

 

 

第1-5表  気体廃棄物中の放射性物質による内部被ばく実効線量 

                                                                       (μSv/y) 

施 設 名 
摂  取  経  路 

小  計 
吸入摂取 葉菜摂取 牛乳摂取 米摂取 

ＪＭＴＲ 5.2×10-7 4.9×10-6 4.8×10-6 2.6×10-5 3.6×10-5 

ＨＴＴＲ 1.6×10-1 3.0×10-2 4.2×10-2 1.4×10-1 3.7×10-1 

ホットラボ 5.1×10-3 6.3×10-2 6.1×10-2 3.5×10-1 4.8×10-1 

燃料研究棟 1.6×10-3 1.1×10-4 2.9×10-8 3.4×10-3 5.1×10-3 

合                計 8.6×10-1 

  最大地点は、ホットラボの南西830mである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1.1-5表  気体廃棄物中の放射性物質による内部被ばく実効線量 

                                                                       (μSv/y) 

施 設 名 
摂  取  経  路 

小  計 
吸入摂取 葉菜摂取 牛乳摂取 米摂取 

ＪＭＴＲ ― ― ― ― ― 

ＨＴＴＲ 2.1×10-1 4.2×10-2 5.8×10-2 2.0×10-1 5.1×10-1 

ホットラボ ― ― ― ― ― 

燃料研究棟 3.3×10-4 2.3×10-5 6.3×10-9 7.3×10-4 1.1×10-3 

合                計 5.1×10-1 

  最大地点は、ＨＴＴＲの北西530mである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表番号の適正化 

 

 

 

線量評価値の見直し 

 

 

 

 

最大地点の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－２６ 

 

変更前 変更後 変更理由 

 

第1-6(1)表 気体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく実効線量の計算に用いるパラメータ 

 

パラメータ 記号 単 位 値 備考 

空気カーマ率への換算係数 Ｋ1 dis・m3・μGy 

   MeV･Bq･h 

4.46×10-4 

(1) 

空気カーマから実効線量への換算係数  Ｋ2 μSv／μGy 0.8 

家屋の遮へい係数  fh － 1.0 

居住係数  fo － 1.0 

空気に対するγ線の線エネルギー吸収係数 μen m-1 3.84×10-3 

(0.5MeV) 

空気に対するγ線の線減衰係数 μ m-1 1.05×10-2 

(0.5MeV) 

再生係数の定数 

α 

β 

γ 

－ 

1.000 

0.4492 

0.0038 

沈着速度 Vgd cm/s 0.3 (2) 

混合層高度 L ｍ 1000 (3) 

地表沈着を考慮する期間 ｔ ｓ 6.3072×108 

(20年) 

(1) 

 

(1) 原子力安全委員会：「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価につ

いて」平成元年3月、平成13年3月一部改訂 原子力安全委員会 

(2)W.G.N.Slinn：Environmental Effects, Parameterizations for Resuspension and for 

Wet and Dry Deposition of Particles and Gases for Use in Radiation Dose Calculations,  Nu

clear Safty 19, 205-219(1978) 

(3)原子力安全委員会：「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針｣昭和57年1月、平成 13

年3月一部改訂 

 

 

 

 

 

 

第1.1-6(1)表 気体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく実効線量の計算に用いるパラメータ 

 

パラメータ 記号 単 位 値 備考 

空気カーマ率への換算係数 Ｋ1 dis・m3・μGy 

   MeV･Bq･h 

4.46×10-4 

(1) 

空気カーマから実効線量への換算係数  Ｋ2 μSv／μGy 0.8 

家屋の遮蔽係数  fh － 1.0 

居住係数  fo － 1.0 

空気に対するγ線の線エネルギー吸収係数 μen m-1 3.84×10-3 

(0.5MeV) 

空気に対するγ線の線減衰係数 μ m-1 1.05×10-2 

(0.5MeV) 

再生係数の定数 

α 

β 

γ 

－ 

1.000 

0.4492 

0.0038 

沈着速度 Vgd cm/s 0.3 (2) 

混合層高度 L ｍ 1000 (3) 

地表沈着を考慮する期間 ｔ ｓ 6.3072×108 

(20年) 

(1) 

 

(1) 原子力安全委員会：「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価につ

いて」平成元年3月、平成13年3月一部改訂 原子力安全委員会 

(2)W.G.N.Slinn：Environmental Effects, Parameterizations for Resuspension and for 

Wet and Dry Deposition of Particles and Gases for Use in Radiation Dose Calculations,  Nu

clear Safty 19, 205-219(1978) 

(3)原子力安全委員会：「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針｣昭和57年1月、平成 13

年3月一部改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

表番号の適正化 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－２７ 

 

変更前 変更後 変更理由 

第1-6(2)表 気体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく実効線量の計算に用いるパラメータ(1)
 

核 種 

沈着した核種による年間の 

実効線量換算係数 

ＫＡｉ［μSv/(Bq/cm2)］ 

核 種 

沈着した核種による年間の 

実効線量換算係数 

ＫＡｉ［μSv/(Bq/cm2)］ 

 89Sr 2.1×10 1 144Ce 4.8×10 1  (2) 

 90Sr 3.4×10 1  (2) 232Th 1.9×10-1 

 91Y 2.3×10 1 234U 2.4×10-1 

 95Zr 2.1×10 2 235U 4.7×101 

106Ru 1.0×10 2  (2) 238U 1.9×10-1 

129I  6.1×10 0 238Pu 2.5×10-1 

131I  1.1×10 2 239Pu 1.1×10-1 

132I  6.4×10 2 240Pu 2.4×10-1 

133I  1.8×10 2 241Pu 0.0 

134I  7.3×10 2 242Pu 2.0×10-1 

135I  4.1×10 2 241Am 8.3×10 0 

137Cs 1.7×10 2  (2) - - 

(1) D.C.Kocher : Dose-rate Conversion Factors for External Exposure to Photons and  El

ectrons, Health Physics 45, No.3 (1983) 

(2) 放射平衡の子孫核種を考慮した値 

 

第1-7表  気体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく実効線量 

                                                                          (μSv/y) 

施 設 名 
放射性雲からの 

γ線による実効線量 

地表に沈着した放射性 

物質による実効線量 
小  計 

ＪＭＴＲ 2.6×10-4 8.7×10-7 2.6×10-4 

ＨＴＴＲ 5.0×10-1 4.3×10-3 5.0×10-1 

ホットラボ 1.1×10-5 6.8×10-3 6.8×10-3 

燃料研究棟 - 5.8×10-7 5.8×10-7 

合                  計 5.1×10-1 

最大地点は、放射性雲からのγ線による実効線量がHTTRの南西370m、地表に沈着した放射性

物質による実効線量がホットラボの南西830mである。 

 

 

 

 

 

 

第1.1-6(2)表 気体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく実効線量の計算に用いるパラメータ(1)  

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1.1-7表  気体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく実効線量 

                                                                          (μSv/y) 

施 設 名 
放射性雲からの 

γ線による実効線量 

地表に沈着した放射性 

物質による実効線量 
小  計 

ＪＭＴＲ － － － 

ＨＴＴＲ 5.0×10-1 6.0×10-3 5.1×10-1 

ホットラボ － － － 

燃料研究棟 － 1.2×10-7 1.2×10-7 

合                  計 5.1×10-1 

最大地点は、放射性雲からのγ線による実効線量がＨＴＴＲの南西370m、地表に沈着した放

射性物質による実効線量がＨＴＴＲの北西530mである。 

 

 

 

 

 

 

表番号の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表番号の適正化 

 

 

 

線量評価値の見直し 

 

 

 

 

記載の適正化 

最大地点の見直し 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－２８ 

 

変更前 変更後 変更理由 

 

第2-1表 液体廃棄物中の放射性物質の年間放出量及び海水中の年平均濃度 

核 種 年間放出量 海水中の年平均濃度（Bq/cm3) 

 （Bq） 海藻の場合 海藻以外の場合 

１３７Ｃｓ 1.8×10 9 4.3×10-5 8.6×10-5 

 ９０Ｓｒ 2.2×10 8 5.3×10-6 1.1×10-5 

 ６０Ｃｏ 2.2×10 8 5.3×10-6 1.1×10-5 

  ３Ｈ  3.7×1012 9.4×10-4 1.8×10-1 

 

第2-2表 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量の計算に用いるパラメ－タ及び換算係数(１) 

パラメ－タ 記 号 単 位 数  値 

   海藻     40 

海産物ｋの摂取率 Wｋ g/d 魚類    200 

   無脊椎動物  20 

海産物ｋの市場希釈係数 fｍｋ - 1 

海産物ｋの採取から摂取までの期間 tｋ d 0 

核種ｉの実効線量への換算係数 KＷｉ μSv/Bq  

核種ｉの海産物ｋに対する濃縮係数 (CF)ｉｋ 
 Bq/g  

下表の通り 
 Bq/cm3  

核種ｉの物理的半減期 Tｒｉ d  

 

 
核 種 

物理的半減期 実効線量係数 濃縮係数(CF)ｉｋ  

 Tｒｉ
 (２) KＷｉ 海藻 魚類 無脊椎動物  

 １３７Ｃｓ 1.1 ×104 1.3×10-2 20 30 20  

 ９０Ｓｒ 1.1 ×104 2.8×10-2 10 1 6  

 ６０Ｃｏ 1.9 ×103 3.4×10-3 103 10２ 10３  

 ３Ｈ  4.5 ×103 4.2×10-5（３) 1 1 1  

 

(1) 原子力委員会：「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」昭和51年9月、

平成13年3月一部改訂  原子力安全委員会 

(2) Edgardo Browne,et al.: Table of Radioactive Isotopes, A Wiley-Interscience Publication (1986) 

(3) 科学技術庁の日本原子力研究所に対する委託調査「原子力発電施設等内部被ばく評価技術調

査」（平成7年度～平成11年度：内部被ばく線量評価コード（INDES)からの値) 

 

 

 

第1.2-1表 液体廃棄物中の放射性物質の年間放出量及び海水中の年平均濃度 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

第1.2-2表 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量の計算に用いるパラメ－タ及び換算係数(１)  

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表番号の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

表番号の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－２９ 

 

変更前 変更後 変更理由 

 

第2-3表 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量 

(μSv/y) 

核 種 海  藻 魚  類 無脊椎動物 小 計 

１３７Ｃｓ 1.6×10-1 2.4×10 0 1.6×10-1 2.7×10 0 

 ９０Ｓｒ 2.2×10-2 2.2×10-2 1.3×10-2 5.7×10-2 

 ６０Ｃｏ 2.5×10-1 2.6×10-1 2.6×10-1 7.7×10-1 

  ３Ｈ  5.4×10-2 5.5×10-1 5.5×10-2 6.6×10-1 

合       計 4.2×10 0 

 

第3-1表 直接線及びスカイシャイン放射線による実効線量の計算に用いる建家のパラメータ 

施 設 名 直接線（側壁） スカイシャイン放射線(天井) 

ＪＭＴＲ 

キャプセル 
水             300cm 

コンクリート   350cm 

水              290cm 

沸騰水キャプセル 
水             300cm 

コンクリート   350cm 

水              310cm 

ラビット 
鉛              15cm 

コンクリート    20cm 

鉛               15cm 

キャプセル（カナル

内保管時） 

水               0cm 

コンクリート   350cm 

水              500cm 

ＨＴＴＲ コンクリート    80cm コンクリート     20cm 

ホットラボ 

コンクリートNo.1、2

セル 

重コンクリート 110cm 

コンクリート    20cm 

重コンクリート  100cm 

コンクリートNo.3セ

ル 

重コンクリート 100cm 

コンクリート    20cm 

重コンクリート   75cm 

コンクリート     25cm 

コンクリートNo.4、5

セル 

重コンクリート 100cm 

コンクリート    20cm 

重コンクリート   45cm 

コンクリート     80cm 

コンクリートNo.6～

8セル 

重コンクリート  55cm 

コンクリート    65cm 

コンクリート    125cm 

顕微鏡鉛No.1～4セ

ル 

鉛            17.8cm 

コンクリート    20cm 

鉄             25cm 

燃料研究棟 
貯蔵室 

ステンレス     0.5cm 

鉄             0.2cm 

コンクリート    30cm 

ステンレス        1cm 

鉄              0.2cm 

コンクリート     15cm 

グローブボックス コンクリート    18cm コンクリート     15cm 

 

 

 

 

 

 

第1.2-3表 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1.3-1表 直接線及びスカイシャイン放射線による実効線量の計算に用いる建家のパラメータ 

施 設 名 直接線（側壁） スカイシャイン放射線(天井) 

 

 

 

 

ＪＭＴＲ 

 

 

 

カナル 

(照射済核燃料物質) 
－注1) 水              500cm 

ＨＴＴＲ コンクリート    80cm コンクリート     20cm 

ホットラボ 

コンクリートNo.1、2

セル 

重コンクリート 110cm 

コンクリート    20cm 

重コンクリート  100cm 

コンクリートNo.3セ

ル 

重コンクリート 100cm 

コンクリート    20cm 

重コンクリート   75cm 

コンクリート     25cm 

コンクリートNo.4、5

セル 

重コンクリート 100cm 

コンクリート    20cm 

重コンクリート   45cm 

コンクリート     80cm 

コンクリートNo.6～

8セル 

重コンクリート  55cm 

コンクリート    65cm 

コンクリート    125cm 

顕微鏡鉛No.1～4セ

ル 

鉛            17.8cm 

コンクリート    20cm 

鉄             25cm 

燃料研究棟 
貯蔵室 

ステンレス     0.5cm 

鉄             0.2cm 

コンクリート    30cm 

ステンレス        1cm 

鉄              0.2cm 

コンクリート     15cm 

グローブボックス コンクリート    18cm コンクリート     15cm 

注1）線源が地下にあるため考慮しない。 

 

 

 

 

 

表番号の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表番号の適正化 

 

 

 

照射設備の運転等を行わ

ないため設備に係るパラ

メータを削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－３０ 

 

変更前 変更後 変更理由 

第3-2表 核燃料物質使用施設に係る直接線及びスカイシャイン放射線による年間の実効線量 

(μSv/y)  

（評価地点：燃料研究棟 北側 102 m ） 

 

注）年間予定使用量が微量であるため直接線及びスカイシャイン放射線による年間の実効線量は

極めて少ない。 

 

第4-1表 大洗研究所（北地区）及び同研究所（南地区）の全原子炉施設及び全核燃料物質使用施設

並びに大洗研究所廃棄物管理施設による実効線量 

(μSv/y) 

被ばく経路 原子炉施設 核燃料物質使用施設 廃棄物管理施設 

気
体
廃
棄
物 

放射性希ガス等による外部被

ばく 5.3×100 5.0×10-1 8.1×10-6 

地表沈着による外部被ばく －注2) 1.3×10-1 －注2) 

放射性ヨウ素及び粒子状物質

等による内部被ばく 2.1×100 2.5×100 2.5×10-2 

液体廃棄物による内部被ばく注1) 5.1×100 3.9×100 －注2) 

直接線、スカイシャイン放射線に

よる外部被ばく －注2) 8.2×101 －注2) 

小     計 1.3×101 8.9×101 2.5×10-2 

合     計 1.1×102 

注1）大洗研究所（北地区）の液体廃棄物による線量評価は、原子炉施設（北地区）と核燃料物質

使用施設（北地区）で重複しており、原子炉施設（北地区）側で集計している。 

 

 

注2）原子炉変更許可申請書及び廃棄物管理事業(変更)許可申請書において評価が行われていないた

め、評価対象外とした。 

 

 

施 設 名 直接線による実効線量 スカイシャイン放射線による実効線量 

ＪＭＴＲ      2.0×10-3 4.3×10-4 

ＨＴＴＲ      2.0×10-6 1.9×10-6 

ホットラボ      5.9×10-1 2.3×10-1 

燃料研究棟      5.4×10 0 1.2×10 0 

安全管理棟                       -      注） 

合   計             7.5×100 

第1.3-2表 核燃料物質使用施設に係る直接線及びスカイシャイン放射線による年間の実効線量 

(μSv/y)  

（評価地点：燃料研究棟 北側 102 m ） 

注1）線源が地下にあるため考慮しない。 

注2）年間予定使用量が微量であるため直接線及びスカイシャイン放射線による年間の実効線量は

極めて少ない。 

 

第1.4-1表 大洗研究所（北地区）及び同研究所（南地区）の全原子炉施設及び全核燃料物質使用施

設並びに大洗研究所廃棄物管理施設による実効線量 

(μSv/y) 

被ばく経路 原子炉施設 核燃料物質使用施設 廃棄物管理施設 

気
体
廃
棄
物 

放射性希ガス等による外部被

ばく 5.3 5.0×10-1 7.4×10-6 

地表沈着による外部被ばく －注2) 1.3×10-1 1.6 

放射性ヨウ素及び粒子状物質

等による内部被ばく 2.0 2.3 1.8 

液体廃棄物による内部被ばく注1) 5.1 3.9 － 

直接線、スカイシャイン放射線に

よる外部被ばく －注2) 8.2×101 3.4×101 

小     計 1.3×101 8.9×101 3.8×101 

合     計 1.4×102 

注1）大洗研究所（北地区）の液体廃棄物による線量評価は、原子炉施設（北地区）、核燃料物質

使用施設（北地区）及び廃棄物管理施設で重複しており、原子炉施設（北地区）側で集計し

ている。 

 

注2）原子炉変更許可申請書において評価が行われていないため、評価対象外とした。 

 

 

 

施 設 名 直接線による実効線量 スカイシャイン放射線による実効線量 

ＪＭＴＲ       －注1) 2.2×10-12 

ＨＴＴＲ      2.0×10-6 1.9×10-6 

ホットラボ      5.9×10-1 2.3×10-1 

燃料研究棟       5.4 1.2 

安全管理棟                      －注2) 

合   計                7.5 

表番号の適正化 

 

 

線量評価値の見直し 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

記載の適正化 

 

 

表番号の適正化 

 

 

 

 

線量評価値及び表記の見

直し 

 

令和2年6月3日に許可を受

けた（北地区）原子炉設置

変更許可申請書の内容を

反映 

 

 

 

 

 

廃棄物管理施設について

も原子炉施設（北地区）側

で集計していることから

記載の追加 

平成30年8月22日に許可を

受けた廃棄物管理事業許可

書にて評価を実施してい

るため削除 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－３１ 

 

変更前 変更後 変更理由 

 

【添１－１６ページから記載場所の移動】 

表１ 固体廃棄施設に起因する重畳実効線量評価結果 

施設名称 実効線量（mSv/y） 

ＪＭＴＲ １．６×１０－６ 

ＨＴＴＲ    ― 注１） 

ホットラボ １．３×１０－３ 

燃料研究棟 １．４×１０－５ 

合 計 １．３×１０－３ 

       重畳評価点は、燃料研究棟の北側約１０２ｍである。 

       注１）固体廃棄施設が地下にあり、天井の遮蔽が十分厚いことなどから 

   評価に係る値は無視できるほど小さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1表 固体廃棄施設に起因する重畳実効線量評価結果 

施設名称 実効線量（μSv/y） 

ＪＭＴＲ １．７×１０－3 

ＨＴＴＲ ― 注１） 

ホットラボ １．３ 

燃料研究棟 １．４×１０－2 

合 計 １．３ 

       重畳評価点は、燃料研究棟の北側約１０２ｍである。 

       注１）固体廃棄施設が地下にあり、天井の遮蔽が十分厚いことなどから 

   評価に係る値は無視できるほど小さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載場所の移動 

表番号の適正化 

線量評価値及び表記の見

直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－３４ 

 

変更前 変更後 変更理由 

【添１－１８ページから記載場所の移動】 

 

 

 

図１ 大洗研究所における重畳評価点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３図 大洗研究所における重畳評価点 

 

 

記載場所の移動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図番号の適正化 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添１－３５ 

 

変更前 変更後 変更理由 

廃棄物管理施設  

一般排水溝  

燃  料 
研究棟  

 

常陽

 

HTTR
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国

 

道

 

51

 

号

 

線

 

鹿 

島 
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安全情報  
交  流  棟  

南門  

 　　気象
　　観測塔
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安全管理棟  
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[  ] ：ガンマ線モニタ(P-1～P-8、P11～P16)

：ダストモニタ(P-2、P-6)

：一般排水管

：廃液輸送管

：常陽系統配管

：周辺監視区域境界

：排水監視施設（大洗研究開発センター（南地区）、排水監視ポンド）
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第３図 環境監視概要図 
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第４図 環境監視概要図 

 

障害対策書から記載の移

動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

図番号の適正化 

 

【添付１ 障害対策書より移動 】 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添２－１ 

 

変更前 変更後 変更理由 

添付書類２ 

 

 

変更後における使用施設等の操作上の過失、機械

又は装置の故障、地震、火災、爆発等があつた場

合に発生すると想定される事故の種類及び程度

並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止

の措置に関する説明書 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類２ 

 

 

変更後における使用施設等の操作上の過失、機械

又は装置の故障、地震、火災、爆発等があつた場

合に発生すると想定される事故の種類及び程度

並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止

の措置に関する説明書 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添２－２ 

 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

共通編 

 

 

 

 施設編（施設毎の変更許可申請書に添付） 

 

 

  １ ＪＭＴＲ 

 

  ２ ホットラボ 

 

  ３ 燃料研究棟 

 

  ４ ＨＴＴＲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通編 

  

 

 

 施設編（施設ごとの変更許可申請書に添付） 

 

 

  １ ＪＭＴＲ 

 

  ２ ホットラボ 

 

  ３ 燃料研究棟 

 

  ４ ＨＴＴＲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添２－３ 

 

変更前 変更後 変更理由 

添付書類２ 

 

 

変更後における使用施設等の操作上の過失、機械

又は装置の故障、地震、火災、爆発等があつた場

合に発生すると想定される事故の種類及び程度

並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止

の措置に関する説明書 

 

（共通編） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類２ 

 

 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

本申請において、該当する

項目はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添３－１ 

 

変更前 変更後 変更理由 

添付書類３ 

 

 

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能

力に関する説明書 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類３ 

 

 

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能

力に関する説明書 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添３－２ 

 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

共通編 

 

 

 

 施設編（施設毎の変更許可申請書に添付） 

 

 

 

  １ ＪＭＴＲ 

 

  ２ ホットラボ 

 

  ３ 燃料研究棟 

 

  ４ ＨＴＴＲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通編 

 

 

 

 施設編（施設ごとの変更許可申請書に添付） 

 

 

 

  １ ＪＭＴＲ 

 

  ２ ホットラボ 

 

  ３ 燃料研究棟 

 

  ４ ＨＴＴＲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添３－３ 

 

変更前 変更後 変更理由 

添付書類３ 

 

 

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能

力に関する説明書 

 

（共通編） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類３ 

 

 

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能

力に関する説明書 

 

（共通編） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添３－４ 

 

変更前 変更後 変更理由 

 

核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

説明 大洗研究所（北地区）は、昭和42年12月にＪＭＴＲＣフィッションチェン

バーの使用に関して核燃料物質の使用に係る許可を取得して以来、ＪＭＴ

Ｒ、ホットラボ、燃料研究棟、ＨＴＴＲ等の設計及び工事の経験を有してい

る。また、核燃料物質使用施設等（以下「使用施設等」という。）の管理、

核燃料物質の管理、放射線管理、廃棄物管理等を行う者は、長年にわたり核

燃料物質に関する試験研究及び施設の運転及び保守に従事しており、使用施

設等の運転及び保守に関する経験を有している。 

さらに、使用施設等（政令第41条該当施設）においては、理事長が品質保

証計画を定め、使用施設等の設備機器の更新・改造に伴う設計及び工事並び

に運転及び保守に係る品質保証活動を実施している。 

使用施設等以外では、昭和43年3月のＪＭＴＲ初臨界後、昭和43年9月に原

子炉設置に関する書類の届出で原子炉施設の設置許可を取得して以来、平成

2年11月にＨＴＴＲ原子炉施設の設置にかかる設置変更許可を取得する等、

長年にわたり原子炉施設の運転及び保守に関する経験を有している。また、

平成4年3月には使用施設等及び原子炉施設から廃棄施設の一部を分離し、廃

棄物管理の事業の許可を得ている。 

平成30年12月現在における大洗研究所（北地区）及び同研究所全体の技術

者数及び経験年数は次のとおりである。 

経験年数 
技術者数 

北地区 研究所全体 

５年未満 44名 104名 

５年以上１０年未満 36名 67名 

１０年以上 154名 313名 
 

 

組織図 大洗研究所（北地区）においては、使用施設等の設計、工事、運転及び保

守、核燃料物質の管理、放射線管理、廃棄物管理等を的確に遂行するための

組織を定めている。 

大洗研究所（北地区）において核燃料物質使用施設を運営管理する組織図

を第1図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

説明 大洗研究所（北地区）は、昭和42年12月にＪＭＴＲＣフィッションチェン

バーの使用に関して核燃料物質の使用に係る許可を取得して以来、ＪＭＴ

Ｒ、ホットラボ、燃料研究棟、ＨＴＴＲ等の設計及び工事の経験を有してい

る。また、核燃料物質使用施設等（以下「使用施設等」という。）の管理、

核燃料物質の管理、放射線管理、廃棄物管理等を行う者は、長年にわたり核

燃料物質に関する試験研究及び施設の運転及び保守に従事しており、使用施

設等の運転及び保守に関する経験を有している。 

 

 

 

使用施設等以外では、昭和43年3月のＪＭＴＲ初臨界後、昭和43年9月に原

子炉設置に関する書類の届出で原子炉施設の設置許可を取得して以来、平成

2年11月にＨＴＴＲ原子炉施設の設置に係る設置変更許可を取得する等、長

年にわたり原子炉施設の運転及び保守に関する経験を有している。また、平

成4年3月には使用施設等及び原子炉施設から廃棄施設の一部を分離し、廃棄

物管理の事業の許可を得ている。 

令和2年6月現在における大洗研究所（北地区）及び同研究所全体の技術者

数及び経験年数は次のとおりである。 

経験年数 
技術者数 

北地区 研究所全体 

５年未満 43名 107名 

５年以上１０年未満 31名 59名 

１０年以上 156名 309名 
 

 

組織図 大洗研究所（北地区）においては、使用施設等の設計、工事、運転及び保

守、核燃料物質の管理、放射線管理、廃棄物管理等を的確に遂行するための

組織を定めている。 

大洗研究所（北地区）において核燃料物質使用施設を運営管理する組織図

を添付書類４の第１図及び第２図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品質管理に係る記載は、添

付書類４に記載するため

削除 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

最新状況への見直し 

 

 

 

最新状況への見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安管理組織図を添付書

類４に移動することに伴

う記載の適正化 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添３－５ 

 

変更前 変更後 変更理由 

 

有資格者数 平成30年12月における大洗研究所（北地区）及び同研究所全体の有資格者
数は次のとおりである。 

資 格 名 称 
有資格者数 

北地区 研究所全体 

原子炉主任技術者 5名 10名 

核燃料取扱主任者 8名 19名 

放射線取扱主任者（第1種） 56名 99名 

技術士（原子力・放射線部門） 4名 11名 
 

 

保安教育・訓練 大洗研究所（北地区）においては、使用施設等に係る技術者等に対して、

関係法令、使用施設等の保安及び放射線管理に係る教育・訓練を計画的に

実施し、技術能力の維持及び資質の向上に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有資格者数 令和2年6月における大洗研究所（北地区）及び同研究所全体の有資格者数
は次のとおりである。 

資 格 名 称 
有資格者数 

北地区 研究所全体 

原子炉主任技術者 7名 10名 

核燃料取扱主任者 12名 20名 

放射線取扱主任者（第1種） 66名 111名 

技術士（原子力・放射線部門） 6名 12名 
 

 

保安教育・訓練 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新状況への見直し 

 

 

 

最新状況への見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添３－６ 

 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 大洗研究所（北地区）の使用施設等の保安管理組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載場所の移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安管理組織図の記載を

添付書類４に移動 
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事
長 

統括監査の職 
（監査プロセスの管理責任者） 

 

 中央安全審査・品質保証委員会 安全・核セキュリティ統括部長 
（本部（監査プロセスを除く。）の管理責任者） 

 

 
大洗研究所担当理事 
（大洗研究所の管理責任者） 

 

大洗研究所長 

使用施設等安全審査委員会 
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  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添４―１ 

 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類４ 

 

 

変更後における使用施設等の保安のための業務

に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説

明書 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法令改正に伴う添付書類

の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添４―２ 

 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通編 

 

 

 施設編（施設ごとの変更許可申請書に添付） 

 

 

  １ ＪＭＴＲ 

 

  ２ ホットラボ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類の構成を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添４―３ 

 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類４ 

 

 

変更後における使用施設等の保安のための業務

に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説

明書 

 

（共通編） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通編の添付書類の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添４―４ 

 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．保安活動における品質管理に必要な体制 

大洗研究所（北地区）の使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設（以下「使用施設等」という。）に

おける保安管理組織を第１図に示す。 

大洗研究所（北地区）の使用施設等（政令第４１条該当施設）における保安活動は、大洗研究

所（北地区）核燃料物質使用施設等保安規定（以下「保安規定」という。）に基づき、材料試験

炉部がＪＭＴＲ及びホットラボの、燃料材料開発部が燃料研究棟の、高温工学試験研究炉部がＨ

ＴＴＲの、放射線管理部が各施設等に係る放射線管理施設の管理を担当しており、それらに係る

設計及び工事並びに運転及び保守についても各担当部において実施する。また、使用施設等に関

する保安活動、品質マネジメント活動等の統括に関する業務は、保安管理部が担当する。 

これらの保安管理組織に基づき、保安活動の計画、実施、評価及び継続的な改善を行う。 

さらに、保安規定の適用を受けない使用施設等（政令第４１条非該当施設）である安全管理棟

における保安管理組織を第２図に示す。当該施設については、原子力の安全を確保することの重

要性を認識し、保安のための個別業務に関して、必要な品質管理を実施し、継続的な改善を実施

する。 

 

２．設計、運転等に係る品質マネジメント活動 

 (1) 品質マネジメント活動の確立と実施 

大洗研究所（北地区）では、使用施設等の安全性及び信頼性の確保を最優先事項と位置付け、

「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」に適合する

ように策定した保安規定に定める品質マネジメント計画並びに「大洗研究所原子炉施設等品質マ

ネジメント計画書」（以下「品質マネジメント計画書」という。）に基づき、使用施設等の安全

に係る品質マネジメントシステム（安全文化を育成及び維持するための活動を含む。）を確立し、

文書化し、実施し、維持するとともに、その有効性について継続的に改善する。 

 

(2) 品質マネジメント体制及び役割分担 

大洗研究所（北地区）では、保安規定に基づく保安管理組織に従い、理事長をトップマネジメ

ントとした品質マネジメント体制の下、以下のように品質マネジメント活動を実施する。 

理事長は、使用施設等の設計、運転等に係る品質マネジメント活動のトップマネジメントとし

て、品質マネジメント計画書に基づき責任及び権限を明確にして体系的な活動を実施する。また、

使用施設等の設計、運転等に係る品質マネジメント活動を総理し、内部監査を実施するとともに、

品質マネジメントシステムの有効性と改善の必要性を評価するマネジメントレビューを実施して

品質マネジメント活動を継続的に改善する。 

管理責任者は、使用施設等の設計、運転等に係る品質マネジメント活動の品質マネジメントシ

ステムに必要なプロセスの確立、実施及び維持を確実にする。また、その実施状況及び改善の必

要性について理事長へ報告するとともに、業務に従事する要員に対して安全文化を育成及び維持

すること、関係法令を遵守すること及び原子力の安全を確保することの認識を高めることを確実

にする。 

中央安全審査・品質保証委員会は、設計、運転等の根拠となる核燃料物質の使用の許可及びそ

の変更許可に関する重要事項を審議する。 

所長は、大洗研究所（北地区）における使用施設等の設計、運転等に係る品質マネジメント活

動を統括する。 

使用施設等安全審査委員会は、使用施設等の設計、運転等に係る安全性等に関する事項を審議

する。 

保安に係る各組織は、それぞれ所掌する業務に関してプロセスの確立、実施及び有効性の継続

的改善を行う。また、業務に従事する要員の使用施設等に対する要求事項についての認識を深め

させるとともに、成果を含む実施状況について評価する。さらに原子力の安全のためのリーダー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添４―５ 
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原子炉等規制法に基づき事業者が行う使用前検査は、検査の中立性及び信頼性が損なわれない

よう検査する要員の独立性を確保するため、検査プロセスを管理する責任者の下に検査体制を整

備し、適切な段階で実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添４―６ 
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【添付書類３より移動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 大洗研究所（北地区）の使用施設等の保安管理組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 大洗研究所（北地区）の使用施設等の保安管理組織図（政令第41条関係) 
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  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

添４―７ 
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第２図 大洗研究所（北地区）の使用施設等の保安管理組織図（政令第41条非該当施設) 
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  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

障対－１ 

 

変更前 変更後 変更理由 
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  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

障対－２ 

 

変更前 変更後 変更理由 
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  施設編（施設毎の変更許可申請書に添付） 
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  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

障対－３ 

 

変更前 変更後 変更理由 
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  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

障対－４ 

 

変更前 変更後 変更理由 

添付２．障害対策書（41条該当施設） 

障害対策書 Ⅰ 核燃料物質使用施設周辺の一般公衆の実効線量評価 

（省略） 

 

Ⅱ 周辺環境の放射線管理 

（省略） 

 

Ⅲ 放射性廃棄物の廃棄物管理施設への引渡し 

（省略） 

 

 

 

参 考 文 献 

（省略） 

 

第1-1表  放射性物質の年間放出量 

（省略） 

 

第1-2表 施設別の放出条件等 

（省略） 

 

第1-3表 排気筒から周辺監視区域境界までの距離 

（省略） 

 

第1-4(1)表 吸入摂取及び経口摂取による実効線量係数(1)  

（省略） 

 

第1-4(2)表  葉菜・米・牛乳摂取による実効線量の計算に用いるパラメータ 

（省略） 

 

第1-4(3)表 内部被ばく実効線量の計算に用いる各種パラメータ 

（省略） 

 

第1-5表  気体廃棄物中の放射性物質による内部被ばく実効線量 

（省略） 

 

第1-6(1)表 気体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく実効線量の計算に用いるパラメータ 

（省略） 

 

添付２．障害対策書（41条該当施設） 

障害対策書 （削る） 

 

 

（削る） 

 

 

Ⅰ 放射性廃棄物の廃棄物管理施設への引渡し 

（変更なし） 
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（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

添付書類１に移動 

 

 

添付書類１に移動 

 

 

項番号の繰上げ 

 

 

 

 

添付書類１に移動 

 

 

添付書類１に移動 

 

 

添付書類１に移動 

 

 

添付書類１に移動 

 

 

添付書類１に移動 

 

 

添付書類１に移動 

 

 

添付書類１に移動 

 

 

添付書類１に移動 

 

 

添付書類１に移動 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編 

障対－５ 

 

変更前 変更後 変更理由 

第1-6(2)表 気体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく実効線量の計算に用いるパラメータ(1)  

（省略） 

 

第1-7表  気体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく実効線量 

（省略） 

 

第2-1表 液体廃棄物中の放射性物質の年間放出量及び海水中の年平均濃度 

（省略） 

 

第2-2表 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量の計算に用いるパラメ－タ及び換算係数(１)  

（省略） 

 

第2-3表 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量 

（省略） 

 

第3-1表 直接線及びスカイシャイン放射線による実効線量の計算に用いる建家のパラメータ 

（省略） 

 

第3-2表 核燃料物質使用施設に係る直接線及びスカイシャイン放射線による年間の実効線量 

（省略） 

 

第4-1表 大洗研究所（北地区）及び同研究所（南地区）の全原子炉施設及び全核燃料物質使用施設

並びに大洗研究所廃棄物管理施設による実効線量 

（省略） 

 

第１図 直接線及びスカイシャイン放射線による線量計算のためのモデル図（１） 

（省略） 

 

第２図 直接線及びスカイシャイン放射線による線量計算のためのモデル図（２） 

（省略） 

 

第３図 環境監視概要図 

（省略） 
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添付書類１に移動 

 

 

添付書類１に移動 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編  

安対－１ 

変更前 変更後 変更理由 

添付２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更後における安全対策書 
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  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編  

安対－２ 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

共通編 

 

 

 

  施設編（施設毎の変更許可申請書に添付） 

 

  １ ＪＭＴＲ 

 

  ２ ホットラボ 

 

  ３ 燃料研究棟 

 

  ４ ＨＴＴＲ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通編 

   

 

 

  施設編（下記の施設ごとの変更許可申請書に添付） 

 

  １ （欠番） 

 

  ２ （欠番） 

 

  ３ 燃料研究棟 

 

  ４ ＨＴＴＲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

施設編ＪＭＴＲ及びホッ

トラボの安全対策書削除

に伴う記載の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編  

安対－３ 

変更前 変更後 変更理由 

添付２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更後における安全対策書 
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（共通編） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  変更箇所について、変更部分を     、     で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）共通編  

安対－４ 

変更前 変更後 変更理由 

（省略） 

 

（変更なし） 

 

 



別添２ 

核燃料物質使用変更許可申請書 

大洗研究所（北地区） 

新旧対照表 

本文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本 －１～４４ 

添付書類１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添１－１～５０

添付書類２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添２－１～９

添付書類３・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添３－１～２

添付書類４・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添４－１～２

障害対策書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・障対－１～２

安全対策書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安対－１～２

施設編 

ＪＭＴＲ(施設番号１) 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-１ 

変更前 変更後 変更理由 

【取扱注意】 

(原子力機構 大洗研究所) 

本書には、核物質防護情報が含まれています。 

当機構の同意なく、本書の全部又は一部を 

複写及び第三者に開示することを禁止します。 

核燃料物質使用変更許可申請書 

大洗研究所(北地区)施設編 

ＪＭＴＲ(施設番号１)

【取扱注意】 

(原子力機構 大洗研究所) 

本書には、核物質防護情報が含まれています。 

当機構の同意なく、本書の全部又は一部を 

複写及び第三者に開示することを禁止します。 

核燃料物質使用変更許可申請書 

大洗研究所(北地区)施設編 

ＪＭＴＲ(施設番号１)



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-２ 

変更前 変更後 変更理由 

1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

（省略） 

2. 使用の目的及び方法

整理番号 使用の目的 

1 照射試験 

2 中性子束の測定 

3 使用済核燃料物質の貯蔵 

整理番号 使用の方法 

1 

取扱設備・機器： 

照射試験は、次の各照射装置を用いて行う。 

(1) キャプセル照射装置

任意の照射孔でさまざまな種類の試料をそれぞれの照射条件に応じて

照射できる照射装置である。 

(2) 水力ラビット照射装置

原子炉運転中に試料の挿入及び取出しができる照射装置である。 

(3) インパイルループＯＳＦ－１照射装置（以下「ＯＳＦ－１照射装置」

という。） 

原子炉の圧力容器と隔離する炉内管を持ち、キャプセル照射装置と組み

合わせて使用する。原子炉の運転中にキャプセルの挿入及び取出しができ

る照射装置である。 

(4) ヘリウム－３出力制御型沸騰水キャプセル照射装置（以下「ＢＯＣＡ

照射装置」という。） 

軽水炉燃料のふるまい及び出力急昇性能を調べるキャプセル照射装置

の１つであり、ＯＳＦ－１照射装置を利用して照射試験を行う。 

取扱核燃料物質：「3. 核燃料物質の種類」に示すとおり。 

取扱数量：表2-1 照射設備の核燃料物質挿入限度量に示すとおり。 

取扱方法： 

核燃料物質を各照射装置の照射試料としてＪＭＴＲ原子炉本体で照射す

る。 

照射済燃料試料は、各照射装置から取出され、所定の場所で必要期間の冷

却を行い、照射後試験若しくは詰替えのためホットラボ（施設番号２。以下

同じ。）に引渡すか又は依頼者に返却する。 

図2-1に燃料試料の取扱方法を示す。 

核燃料物質の使用に伴って発生する核燃料物質によって汚染された固体物

の取扱いは以下のとおり。 

1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

（変更なし） 

2. 使用の目的及び方法

整理番号 使用の目的 

1 核燃料物質の貯蔵 

（削る） （削る） 

（削る） （削る） 

整理番号 使用の方法 

1 

取扱設備・機器： 

核燃料物質は、貯蔵設備に貯蔵する。 

取扱核燃料物質：「3. 核燃料物質の種類」に示すとおり。 

取扱数量：表8-1 貯蔵設備の核的制限値及び貯蔵制限値に示すとおり。 

取扱方法： 

核燃料物質は照射済核燃料物質（使用を終了した核分裂計数管を含む。）

及び未照射核燃料物質に分けられる。照射済核燃料物質はホットラボ（施設

番号２。以下同じ。）に引渡すまでの間、貯蔵設備に貯蔵する。また、未照

射核燃料物質は、核燃料物質の集約施設へ搬出するまでの間、貯蔵設備に貯

蔵する。 

核燃料物質は密封された状態で貯蔵していることから汚染された固体物は

発生しない。ただし、作業の際に発生する放射性廃棄物は、所定の容器（カ

照射試験削除及び原子炉

廃止に伴う記載の見直し

（1～3を1つに整理） 

照射試験削除及び原子炉

廃止に伴う記載の見直し 

照射試験を行わないこと

及び使用の核燃料物質に

よる汚染がないことから

照射設備を削除する。な

お、照射設備及び中性子束

の測定設備の撤去は原子

炉の廃止措置に基づき実

施する。 

今後、照射試験及び中性子

束の測定を行わないこと

から挿入限度量を貯蔵制

限値に変更 

核燃料物質を貯蔵する期

間の追記 

図の削除 

核燃料物質による放射性

廃棄物の記載の見直し 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-３ 

変更前 変更後 変更理由 

① 高放射化物及び大型の汚染物は、原子炉建家内に保管する。保管する

際は、本許可の遮蔽に係る管理区分の甲区域（常時放射線業務従事者が

作業する所で、自由に立入できる場所）の管理基準である線量当量率20

μSv/h以下となるよう必要に応じて遮蔽体を設ける。また、必要に応じ

て汚染の広がりを防止する措置を講ずる。これらの保管物は、解体分別

後、汚染部位は、放射性廃棄物として、専用の鋼製容器（ドラム缶、角

型容器等）に収納し、施設内の保管廃棄施設に保管後、又は直接、大洗

研究所の廃棄物管理施設に引渡す。 

② ①以外の物は、発生の都度、汚染の広がりを防止する措置を講じた上

で、金属容器に収納する。これらは、適宜、放射性廃棄物として、所定

の容器（カートンボックス、ペール缶等）に収納又はプラスチック包装

し、施設内の保管廃棄施設に保管後、大洗研究所の廃棄物管理施設に引

渡す。 

2 

取扱設備・機器：核分裂計数管を用いて中性子束の測定を行う。 

取扱核燃料物質：濃縮ウラン(20％以上) 主な化学形：Ｕ3Ｏ8 ，性状：固体 

取扱数量：最大40ｇ（235Ｕ量 40ｇ） 

取扱方法： 

ＪＭＴＲ原子炉施設の運転管理に必要な原子炉の出力レベルの測定のた

め、濃縮ウランを用いた核分裂計数管を炉内の所定位置で使用する。 

3 

取扱設備・機器： 

使用済核燃料物質の貯蔵は、ＣＦ室及び燃料倉庫で行う。 

取扱方法： 

使用目的を終了したＪＭＴＲの使用設備で使用していた核燃料物質を廃棄

物として大洗研究所の廃棄物管理施設に移送して引渡すまでの間、貯蔵設備

に保管する。 

平和の目的に限る。 

3. 核燃料物質の種類（省略）

4. 使用の場所（省略）

5. 予定使用期間及び年間予定使用量（省略）

ートンボックス、ペール缶等）に収納し、施設内の保管廃棄施設に保管後、

大洗研究所の廃棄物管理施設に引渡す。 

① （削る）

② （削る）

（削る） （削る） 

（削る） （削る） 

平和の目的に限る。 

3. 核燃料物質の種類（変更なし）

4. 使用の場所（変更なし）

5. 予定使用期間及び年間予定使用量（変更なし）

1に移動 

1に移動 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-４ 

変更前 変更後 変更理由 

6. 使用済燃料の処分の方法

使用済燃料の

処分の方法 

照射試験に使用した照射済燃料試料は、照射後試験若しくは詰替えのため

ホットラボ施設に引渡すか又は依頼者に返却する。

中性子束測定に使用した核燃料物質及びその他の使用目的を終了した核

燃料物質は、最終的に廃棄物として大洗研究所の廃棄物管理施設に移送し

て引渡す。 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備

7.1 使用施設の位置 

使用施設の位置 使用施設周辺 

（省略） 

使用施設の名称、使用の場所、用途 

(1) 原子炉建家（ホットラボ建家の一部を含む。）

原子炉建家は、地上１階（一部３階）、地下４階建の鉄筋コンクリート

造（屋根は鋼管造鉄板貼球面構造）円筒形構築物であって、南側に鉄筋

コンクリート造地上１階建のカナル室を配置する。原子炉建家の中央に

は炉プールを設ける。カナルは、炉プールからカナル室を経てホットラ

ボ建家のコンクリートセルまでを結ぶ水路で水密ゲートによって３つに

仕切られる。 

同建家内には、照射試験を行うための各種照射装置が設置される。ま

た、１階のＣＦ制御室及びＣＦ室において未照射キャプセル等の組立及

び炉心装荷前準備作業を行う。 

カナルでは、原子炉での照射試験を終えて各照射装置から取出された

照射済燃料試料の冷却とホットラボへの引渡しに使用される。また、照

射済核燃料物質を廃棄物として廃棄物管理施設に移送して引渡すまでの

間、カナル内に保管する。 

炉プールには、核燃料物質を照射する原子炉本体の圧力容器があり、

中性子束測定のための濃縮ウランを用いた核分裂計数管が設置される。 

図7.1-1、図7.1-2に原子炉建家の断面図を、図7.1-3から図7.1-10に原

子炉建家各階の平面図を示す。 

(2) 居室実験室建家

居室実験室建家は、鉄筋コンクリートラーメン構造２階建の構築物で

あり、原子炉建家東側に設けられるエアロック通路によって原子炉建家

とつながり、北西端は照射準備室建家とつながっている。本建家１階の

北西端にはＸ線装置室、南隅にはホット実験室及び放射線管理室を設け

る。 

Ｘ線装置室ではキャプセル等の検査を行う。 

ホット実験室では照射試験に係る水分析等を、放射線管理室では放射

線管理に係る線量測定等を行う。いずれの部屋にもフードを設置する。 

6. 使用済燃料の処分の方法

使用済燃料の

処分の方法 

照射済核燃料物質は、ホットラボに引渡す。 

未照射核燃料物質は、核燃料物質の集約施設へ搬出するまで貯蔵設備に

貯蔵する。 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備

7.1 使用施設の位置 

使用施設の位置 使用施設周辺 

（変更なし） 

使用施設の名称、使用の場所、用途 

(1) 原子炉建家（ホットラボ建家の一部を含む。）

原子炉建家は、地上１階（一部３階）、地下４階建の鉄筋コンクリート

造（屋根は鋼管造鉄板貼球面構造）円筒形構築物であって、南側に鉄筋

コンクリート造地上１階建のカナル室を配置する。原子炉建家の中央に

は炉プールを設ける。カナルは、炉プールからカナル室を経てホットラ

ボ建家のコンクリートセルまでを結ぶ水路で水密ゲートによって３つに

仕切られる。 

（削る） 

カナルは、照射済核燃料物質をホットラボに引渡すまでの間、カナル

内に貯蔵し、カナル水を放射線遮蔽体として使用する。また、ホットラ

ボへの引渡し時の作業場所として使用する。 

炉プールには、原子炉本体の圧力容器が設置されている。 

図7.1-1、図7.1-2に原子炉建家の断面図を、図7.1-3から図7.1-10に原

子炉建家各階の平面図を示す。 

(2) 居室実験室建家

居室実験室建家は、鉄筋コンクリートラーメン構造２階建の構築物で

あり、原子炉建家東側に設けられるエアロック通路によって原子炉建家

とつながり、北西端は照射準備室建家とつながっている。本建家１階の

南隅にはホット実験室及び放射線管理室を設ける。 

（削る） 

ホット実験室では水分析等を、放射線管理室では放射線管理に係る線

量測定等を行う。いずれの部屋にもフードを設置する。 

照射済核燃料物質の引渡

しに関する記載の見直し 

未照射核燃料物質につい

て追記 

照射試験及び中性子束測

定を行わないことから記

載の見直し 

照射試験を行わないこと

から、Ｘ線装置室の記載の

削除  

照射試験削除に伴う記載

の見直し 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-５ 

変更前 変更後 変更理由 

図7.1-11に居室実験室建家１階平面図を示す。 

(3) 照射準備室建家

照射準備室建家は、居室実験室建家の北西端から西に延びた建家であ

り、原子炉建家の北側に位置し、トラック通路によってつながっている。 

照射準備室建家では、未照射の核燃料物質の受入れ作業を行う。 

図7.1-12に照射準備室建家平面図を示す。 

(4) 機械室建家（省略）

7.2 使用施設の構造 

使用施設の名称 構造 床面積 設計仕様 

原子炉建家 （省略） － （省略） 

原子炉建家２階 

原子炉制御室 

（省略） 約360m2 

原子炉建家１階 

各照射設備機器等

設置スペース 

ＣＦ制御室 

ＣＦ室 

（省略） 約1165m2 

原子炉建家地下１階 

各照射設備機器等

設置スペース 

約844m2 

原子炉建家地下２階 

低圧配電盤、ダクト

スペース等

約325m2 

原子炉建家地下３階 

各照射設備機器等

設置スペース 

約1077m2 

炉プール （省略） － （省略） 

炉プール水と炉プール壁

は、照射済燃料試料等の取扱

い及び保管時の放射線しゃへ

い体となる。 

（省略） 

図7.1-11に居室実験室建家１階平面図を示す。 

(3) 照射準備室建家

照射準備室建家は、居室実験室建家の北西端から西に延びた建家であ

り、原子炉建家の北側に位置し、トラック通路によってつながっている。 

（削る） 

図7.1-12に照射準備室建家平面図を示す。 

(4) 機械室建家（変更なし）

7.2 使用施設の構造 

使用施設の名称 構造 床面積 設計仕様 

原子炉建家 （変更なし） － （変更なし） 

原子炉建家２階 

原子炉制御室 

（変更なし） 約360m2 

原子炉建家１階 

（削る） 

ＣＦ制御室 

ＣＦ室 

（変更なし） 約1165m2 

原子炉建家地下１階 

（削る） 

約844m2 

原子炉建家地下２階 

低圧配電盤、ダクト

スペース等

約325m2 

原子炉建家地下３階 

（削る） 

約1077m2 

炉プール （変更なし） － （変更なし） 

炉プール水と炉プール壁

は、照射済核燃料物質の取扱

い及び保管時の放射線遮蔽体

となる。 

（変更なし） 

照射試験を行わないこと

から、未照射核燃料物質の

受入れ作業の記載の削除 

照射試験削除に伴う照射

設備の削除 

照射試験削除に伴う照射

設備の削除 

照射試験削除に伴う照射

設備の削除 

核燃料物質の記載の見直

し 記載の適正化 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-６ 

変更前 変更後 変更理由 

カナル （省略） － （省略） 

カナルは、照射済燃料試料

等の保管及び取扱いに十分な

放射線しゃへい能力を有す

る。 

居室実験室建家 （省略） － （省略） 

ホット実験室 約63m2 

放射線管理室 約33m2 

Ｘ線装置室 約26m2 

照射準備室建家 （省略） 約790m2 （省略） 

機械室建家 （省略） 約1750m2 （省略） 

7.3 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

照射設備 

キャプセル照射

装置 

１式 

照射設備の核燃料物質挿入限度量を表2-1に示す。 

キャプセル照射装置は、キャプセル及び計測制御装置並びに接続箱

及び案内管または接続ユニットからなる。キャプセルには、無計測キ

ャプセルと計測付キャプセルがある。無計測キャプセルはキャプセル

本体のみ、計測付キャプセルはキャプセル本体及び保護管で構成する。 

キャプセル照射装置で使用する核燃料物質は、被覆を施し、原子炉

一次冷却水及び大気に対して直接接することがない構造とする。また、

プルトニウムの場合は、原子炉一次冷却水及び大気に対して二重の隔

壁を有する構造とする。 

本装置は、独立した冷却設備を有せず、照射中に発生する熱は原子

炉一次冷却水によって除熱される。 

表7.3-1にキャプセル照射装置の温度制御方式、図7.3-1にキャプセ

ル照射装置全体配置図（例)､図7.3-2に計測付キャプセル本体外形図

（例)､図7.3-3に計測付キャプセル装荷状態図（例）、図7.3-4にキャ

プセル照射装置の分類（例）を示す。 

臨界管理： 

本装置において使用する臨界管理にかかる核燃料物質の質量は、

キャプセル１本当たり２３５Ｕは100g以内、２３９Ｐuと２３３Ｕ(Ｔh照射によ

り生成される２３３Ｕを含む。）は併せて50g以内、最大でも合計150g

とする。さらにキャプセルの移送・挿入・取出し・保管等の各作業

において同時に取扱う核燃料物質の質量は、TID-7016 [Nuclear Sa

fety Guide,U.S.Atomic Energy Commission (1961)]に示された臨

界質量管理に関する勧告値の内、金属の勧告値の最小質量である2.

6kg以内に制限し、臨界に至ることのないよう管理する。 

カナル （変更なし） － （変更なし） 

カナルは、照射済核燃料物

質の保管及び取扱いに十分な

放射線遮蔽能力を有する。 

居室実験室建家 （変更なし） － （変更なし） 

ホット実験室 約63m2 

放射線管理室 約33m2 

（削る） （削る） 

照射準備室建家 （変更なし） 約790m2 （変更なし） 

機械室建家 （変更なし） 約1750m2 （変更なし） 

7.3 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

（削る） 

（削る） （削

る） 

（削る） 

（削る） 

核燃料物質の記載の見直

し 

記載の適正化 

照射試験を行わないこと

から、Ｘ線装置室の記載の

削除 

照射試験削除に伴う照射

設備等の記載の削除 

照射試験を行わないこと

及び使用の核燃料物質に

よる汚染がないことから

照射設備を削除する。な

お、照射設備の撤去は原子

炉の廃止措置に基づき実

施する。 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-７ 

変更前 変更後 変更理由 

閉じ込め機能： 

キャプセル本体が破損し、核燃料物質等が漏れだした場合でも、

核燃料物質等は原子炉の一次系内に閉じ込められるため、閉じ込め

機能が損なわれることはない。また、計測付キャプセルにあっては、

ガス状の放射性物質が燃料試料から真空温度制御装置の排気ガスま

たは保護管内充填ガス中に漏れだした場合でも、これらのガスは照

射実験用排気設備のフィルタでろ過してから大気中に放出するた

め、閉じ込め機能が損なわれることはない。 

しゃへい機能： 

照射済のキャプセル本体は、炉プール及びカナルの壁並びに炉プ

ール及びカナルの水をしゃへい体として取り扱うため、十分なしゃ

へい能力がある。 

耐震設計： 

キャプセル本体、保護管、案内管、接続箱及び接続ユニットは、

水平震度(KH)0.6、鉛直震度(KV)0.3 の水平地震力及び鉛直地震力が

同時に作用しても耐える設計とする。 

概略仕様： 

(1) キャプセル

① キャプセル本体

キャプセル本体の外筒内には、照射試験の内容に応じて、燃料

試料（核燃料物質は、必要に応じて内筒に封入する。）、熱媒体、

ヒータ、センサー、計測制御用配線及び配管等が組み込まれる。

外筒は、原子炉一次冷却水に直接接するため、有害な腐食、剥

離、溶解等が生じない材料を使用する。また、密封型の無計測キ

ャプセル及び計測付キャプセルについては、原子炉一次冷却水に

対し、十分な耐圧及び水密を有する構造とする。 

最高使用圧力 1.76MPa（外圧・密封型の無計測キャプセル及び

計測付キャプセルの外筒） 

最高使用温度 原子炉一次冷却水が沸騰しないこと。 

材    質 ステンレス鋼、インコネル、アルミニウム合金等

② 保護管

保護管は、計測制御用配線及び配管を原子炉一次冷却水から隔

離して圧力容器外へ取り出すためのステンレス鋼管であり、キャ

プセル本体から圧力容器上蓋の直上までの部分である。 

最高使用圧力  1.76MPa（外圧）、1.76MPa（内圧） 

最高使用温度  90℃ 

材 質  ステンレス鋼



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-８ 

変更前 変更後 変更理由 

(2) 案内管、接続箱及び接続ユニット

① 案内管及び接続箱

案内管は、保護管と接続し、計測制御用配線及び配管を炉プー

ル水から隔離して接続箱まで導く管である。

接続箱は、炉プールから炉廻り架台下に引き出された案内管の

端部に取り付け、保護管及び案内管内の気密を保った状態で計測

制御用配線及び配管を取り出し、計測制御装置に接続するための

端子箱である。 

最高使用圧力  1.76MPa（内圧） 

最高使用温度  90℃ 

材 質  ステンレス鋼

② 接続ユニット

接続ユニットは、圧力容器上蓋直上の保護管端部に直接取り付

け、保護管内の気密を保った状態で計測制御用配線及び配管を取

り出すための気密型コネクタである。取り出された計測制御用配

線及び配管は、水密性を有するフレキシブルチューブを用いて炉

プール水から隔離して、計測制御装置に接続する。 

最高使用圧力  1.76MPa（内圧） 

最高使用温度  90℃ 

材 質  ステンレス鋼

(3) 計測制御装置

計測制御装置は、照射試験の要求に応じて、計測制御のための機

器が使用される。このうち、真空温度制御装置は、キャプセル本体

の外筒内のガスギャップの圧力を調整することによって照射試料の

温度をコントロールするもので、真空排気装置に接続される。真空

排気装置は、真空ポンプ及び真空ヘッダからなり、その排気は、放

射線モニタ装置で監視しながら照射実験用排気設備を経て、排気筒

から大気中に放出する。 

(4) 警報装置

真空排気装置モニタ高：真空排気装置の排気ガスのモニタリング

で放射線量の異常を検出した時に発報する。 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-９ 

変更前 変更後 変更理由 

水力ラビット

照射装置 

１基 水力ラビット照射装置は、原子炉の運転中に水流力によってラビッ

トを炉心へ挿入し、任意の時間照射した後、炉心から取出すことがで

きる照射装置であり、、水力ラビット１号機（以下、「ＨＲ－１」と

いう。）及び水力ラビット２号機（以下、「ＨＲ－２」という。）が

設けられる。 

本照射装置は、冷却系及び移送系からなる。冷却系は、冷却水循環

ポンプ、炉内管、挿入装置、取出装置、崩壊タンク、配管、弁類等か

らなる。移送系は、移送ポンプ、配管、弁類、放射線モニタ及びキャ

スク設備等からなり、ＨＲ－1・ＨＲ－２で共用する。

照射済ラビットは、カナル水中のラビット水中ラックで必要時間冷

却した後、移送系でキャスク設備に移送して依頼者に引渡すか、また

はラビット水中ラックを使用してカナル水中を運搬し、ホットラボ施

設に引渡す。 

図7.3-5に水力ラビット照射装置フローシート、図7.3-6にラビット

断面図（例）及び図7.3-7にキャスク設備概略図を示す。 

臨界管理： 

本装置において使用する臨界管理にかかる核燃料物質の質量は、

同時に照射するラビット試料当たり 235Ｕが5g以内、239Ｐuと233Ｕ（Ｔ

h照射により生成される233Ｕを含む。）が併せて5g以内、合計でも10g

以内に制限する。また、ラビットに封入される核燃料物質は被覆を

施し、冷却水に対して二重の隔壁を有する構造とする。 

閉じ込め機能： 

ラビットが破損し、核燃料物質等が漏れだしても、水力ラビット

照射装置の冷却系内に閉じ込められる。また、水力ラビット照射装

置の運転中は冷却水モニタにより放射性物質の漏えいを監視してお

り、異常を検出した場合は、カナル水を汚染しないよう、冷却系内

の水を廃棄設備である第２排水系貯槽に排水できる設計となってお

り、閉じ込め機能が損なわれることはない。 

しゃへい機能： 

照射済のラビットは、炉プール及びカナルの壁並びに炉プール及

びカナルの水をしゃへい体として取り扱うため、十分なしゃへい能

力がある。また、キャスク設備にラビットを移送する時は、カナル

水中モニタでラビットの線量当量率を測定し、キャスク設備（しゃ

へい厚さ：鉛150mm）に移送した場合のキャスク設備表面の線量当量

率を推定することにより移送の可否を判断し、作業員の被ばくを防

止する。 

（削る） （削

る） 

（削る） 照射試験削除に伴う照射

設備等の記載の削除 

照射試験を行わないこと

及び使用の核燃料物質に

よる汚染がないことから

照射設備を削除する。な

お、照射設備の撤去は原子

炉の廃止措置に基づき実

施する。 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-１０ 

変更前 変更後 変更理由 

耐震設計： 

炉内管は、水平震度(KH)0.6、鉛直震度(KV)0.3の水平地震力及び

鉛直地震力が同時に作用しても耐える設計とする。その他の主要な

設備については水平震度(KH)0.4、鉛直震度(KV)0.2の水平地震力及

び鉛直地震力が同時に作用しても耐える設計とする。 

概略仕様： 

(1) 冷却系

構成機器等 ＨＲ－１ ＨＲ－２ 

炉内管 

最高使用圧力 

（内圧／外圧） 

最高使用温度 

材質 

循環ポンプ 

数量 

容量 、揚程 

0.98／1.76MPa 

100℃ 

ステンレス鋼

２台 

(うち１台予備) 

16.8m3/h、120m 

1.96／1.76MPa 

150℃ 

ステンレス鋼

２台 

（うち１台予備） 

12m3/h、90m 

流体 

最高使用圧力 

最高使用温度 

材質（接液部） 

主要な配管 

最高使用圧力 

材質 

主要な機器、弁類等 

最高使用圧力 

最高使用温度 

主要部材質 

純水 

1.47MPa 

90℃ 

ステンレス鋼

1.96MPa 

ステンレス鋼

0.98MPa 

90℃ 

ステンレス鋼

純水 

1.96MPa 

90℃ 

ステンレス鋼

1.96MPa 

ステンレス鋼

1.96MPa 

90℃ 

ステンレス鋼

(2) 移送系

移送系は、照射済ラビットをホットラボ建家にあるキャスク設備

に移送するための系で、冷却系とは独立している。 

キャスク設備

形式、数量  円筒型、１基 

主 要 材 質  鉛(接液部はステンレス鋼張り） 

しゃへい厚さ  鉛 150mm 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-１１ 

変更前 変更後 変更理由 

(3) ラビット

仕様 ＨＲ－１ ＨＲ－２ 

形式 密封型ラビット 

寸法（直径） 

  （長さ） 

約φ32mm 

約150mm 

約φ32mm 

約150mm又は約120mm 

材質 アルミニウム、アルミニウム合金又はス

テンレス鋼

同 照射が可能なラ

ビット本数 ３個 

５個(ただし、同 時照射

するラビットの総全長

は約600mm以内とす

る。） 

(4) 計装装置

水力ラビット照射装置は、安全、確実、容易に運転し、かつ、総

合的な運転管理を行い、可能な限り１か所で機器の起動・停止が行

えるように現場盤を設ける。 

(5) 警報装置

冷却水流量低   ：冷却水流量が、ＨＲ－１は8.2m3/h以下になっ

た時、ＨＲ－２は6.1 m3/h以下になった時に

警報を発報する。 

冷却水モニタ高 ：冷却水モニタの指示値が、ＨＲ－１は30ｓ-1 以

上になった時、ＨＲ－２は150ｓ-1以下になっ

た時に警報を発報する。 

ＯＳＦ－１照

射装置 

１基 ＯＳＦ－１照射装置は、炉内管、流路仕切管、冷却系、キャプセル

交換機及び計測制御系からなる。 

本装置は、炉内管が原子炉の一次冷却水バウンダリを形成すること

により、原子炉運転中であっても、炉内管内への燃料試料の挿入、取

出しが可能であり、原子炉の冷却系とは完全に独立した冷却系を備え、

燃料試料からの発熱を除去する。 

なお、装荷する照射試料は、キャプセル照射装置又はＢＯＣＡ照射

装置のキャプセルとする。 

キャプセルの挿入・取出は､キャプセル交換機を用いて、遠隔操作で

行う。 

図7.3-8にＯＳＦ－１照射装置概要図、図7.3-9にＯＳＦ－１機器配

管配置図、図7.3-10にＯＳＦ－１炉内管概略図を示す。 

（削る） （削

る） 

（削る） 照射試験削除に伴う照射

設備等の記載の削除 

照射試験を行わないこと

及び使用の核燃料物質に

よる汚染がないことから

照射設備を削除する。な

お、照射設備の撤去は原子

炉の廃止措置に基づき実

施する。 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-１２ 

変更前 変更後 変更理由 

閉じ込め機能： 

キャプセルの外筒が破損し、核燃料物質等が漏れだしても、ＯＳ

Ｆ－１照射装置の冷却系内に閉じ込められる。また、ＯＳＦ－１照

射装置の運転中は水モニタにより放射性物質の漏えいを監視してお

り、異常を検出した場合は、キャプセルを炉心外へ引き上げ、キャ

プセルの発熱量を低下させる。ガス状の放射性物質が流出した場合

でも、照射実験用排気設備を経て大気中に放出するため、閉じ込め

機能が損なわれることはない。 

しゃへい機能： 

照射済の燃料試料の取扱いは、遠隔で操作できるキャプセル交換

機等を用いて行い、炉プール及びカナルの壁並びに炉プール及びカ

ナルの水をしゃへい体として取り扱うため、十分なしゃへい能力が

ある。 

耐震設計： 

炉内管は、水平震度(KH)0.6、鉛直震度(KV)0.3の水平地震力及び

鉛直地震力が同時に作用しても耐える設計とする。その他の主要な

設備については水平震度(KH)0.4、鉛直震度(KV)0.2の水平地震力及

び鉛直地震力が同時に作用しても耐える設計とする。 

概略仕様： 

① 炉内管

最高使用圧力  （内圧）1.76MPa 

（外圧）1.76MPa 

通常運転圧力  （内圧）0.49MPa 

（外圧）1.37MPa 

最高使用温度  90℃ 

材 質  ステンレス鋼及びジルコニウム合金又はステン

レス鋼

寸 法  約φ69mm(炉心部外径)×約7900mm(全長) 

シール機構  Ｕパッキング水封方式 

ロック機構 メカニカルロック方式

② 流路仕切管

最高使用圧力  （内圧）4.41MPa 

（外圧）1.76MPa 

通常運転圧力  （内圧）0.29～4.02MPa[abs] 

（外圧）0.49MPa 

最高使用温度   95℃ 

材 質  ステンレス鋼及びジルコニウム合金又は

ステンレス鋼及びアルミニウム合金又は

ステンレス鋼



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-１３ 

変更前 変更後 変更理由 

寸 法  約φ39mm(炉心部外径)×約6900mm(全長) 

冷却水流速  約5m/s（キャプセル本体表面） 

③ 冷却系

最高使用圧力  （内圧）1.76MPa 

通常運転圧力  （内圧）0.49MPa 

最高使用温度  90℃ 

循環ポンプ  キャンドモータポンプ ２台並列運転

流 量  約2m３/h 

精  製  塔  混床式非再生型イオン交換塔１基、容量 

約40 ℓ（樹脂容量） 

サージタンク  縦型円筒式 １基、容量 約70 ℓ 

ディケイタンク 縦型円筒式 １基、容量 約150 ℓ 

熱 交 換 器  シェルアンドチューブ型 １基

主 要 配 管  外径 約34mm、材質 ステンレス鋼 

④ キャプセル交換機

キャプセル交換機は、炉プール及びカナル上を移動できる電動車

であり、遠隔操作によってキャプセルの挿入、取出及び移動を行

うことができる。使用しない時は所定の場所に保管する。 

基          数   １基 

⑤ 計測制御系

計測制御系は、ＯＳＦ－１照射装置の各部の圧力、流量、放射

能等を計測し、これらの信号を基に装置を最適に制御し、装置に

異常が生じた場合は警報の発信、或いは安全動作を行って安全を

確保する。 

⑥ 警報装置

冷却水流量低    ：冷却水流量が1.5m3/h以下になった時に警報を

発報する。 

炉内管入口圧力低：炉内管入口圧力が294kPa以下になった時に警

報を発報する。 

炉内管入口圧力高：炉内管入口圧力が490kPa以上になった時に警

報を発報する。 

炉内管出口圧力低：炉内管出口圧力が78kPa以下になった時に警報

を発報する。 

炉内管出口圧力高：炉内管出口圧力が343kPa以上になった時に警

報を発報する。 

水モニタ高  ：水モニタの指示値が10000ｓ-1以上になった時

に警報を発報する。 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-１４ 

変更前 変更後 変更理由 

ＢＯＣＡ照射

装置 

１基 ＢＯＣＡ照射装置は、軽水炉と同等の圧力､温度条件下で軽水炉燃料

の出力急昇試験を行うことができる照射装置であり、ＯＳＦ－１照射

装置を利用して照射試験を行う。 

本照射装置は、沸騰水キャプセル、キャプセル制御装置及び計測制

御系からなる。 

キャプセルに封入する燃料試料には最大燃焼度110GWd/t-U、冷却日

数180日相当の放射能量の再照射燃料を含むものとする。再照射燃料試

料のキャプセルへの組み込みはホットラボ施設で行い、カナル水中を

移送して照射試験に供する。 

図7.3-11にＢＯＣＡ照射装置フローシート、図7.3-12にＢＯＣＡ照

射装置概要図を示す。 

臨界管理： 

本装置において使用する臨界管理にかかる核燃料物質の質量は、

キャプセル１本当たり235Ｕを16g以内に制限する。また、キャプセル

の移送・保管作業時における最大取扱本数は４本であり、これらの

作業によって臨界に至ることはない。 

閉じ込め機能： 

照射試験によって燃料試料が破損し、核分裂生成物(以下、ＦＰと

いう。)が漏れだした場合、水モニタによりＦＰの漏えいを検出し、

キャプセル側に汚染した水を閉じ込める。汚染した水は高圧給水系

から排水処理系へ導びき、イオン交換塔によって汚染を取り除く。

また、ガス状のＦＰは、照射実験用排気設備のチャコールフィルタ

でろ過して大気中に放出するため、閉じ込め機能が損なわれること

はない。 

しゃへい機能： 

放射線しゃへいを考慮し、キャプセル制御装置のうち、接続ボッ

クスは炉プール内に、その他の主要機器は周囲をコンクリート壁等

で囲ってあるキュービクル内に設置する。また、必要に応じ、タン

ク、配管等にしゃへいを施し、しゃへい能力を確保する。

照射済の燃料試料は、炉プール及びカナルの壁並びに炉プール及

びカナルの水をしゃへい体として取り扱うため、十分なしゃへい能

力がある。また、ホットラボ施設にキャプセルを引渡す時は、カナ

ル水中で適切な期間保管し、放射能を減衰させてから作業を行うこ

とにより、作業員の被ばくを防止する。 

耐震設計： 

主要な設備については水平震度(KH)0.4、鉛直震度(KV)0.2の水平

地震力及び鉛直地震力が同時に作用しても耐える設計とする。 

キャプセル構成図（例）を示す。

（削る） （削

る） 

（削る） 照射試験削除に伴う照射

設備等の記載の削除 

照射試験を行わないこと

及び使用の核燃料物質に

よる汚染がないことから

照射設備を削除する。な

お、照射設備の撤去は原子

炉の廃止措置に基づき実

施する。 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-１５ 

変更前 変更後 変更理由 

概略仕様： 

① 沸騰水キャプセル

沸騰水キャプセルは、沸騰水キャプセル本体、保護管及び案内

管から構成される。 

図7.3-13に沸騰水キャプセル構成図（例）を示す。 

(ｲ) 沸騰水キャプセル本体

沸騰水キャプセル本体は、外筒内に燃料試料と計装品を組み込

み、高圧水を流せるようにした試験部位である。外筒の設計仕様

は次のとおりである。 

主要部寸法  外径 約30mm×長さ約910mm 

最高使用圧力  内圧8.83MPa(運転圧力：7.16±0.20MPa) 

外圧1.76MPa(運転圧力：1.37MPa） 

最高使用温度  200℃（最高線出力時の外筒内面温度） 

材 質 ステンレス鋼

(ﾛ) 保護管

保護管は、外筒の上部端栓部から炉内管頂部の間の計装用部

品、配管等を冷却水と隔離する管である。 

最高使用圧力  外圧 1.76MPa 

最高使用温度  100℃ 

材 質  ステンレス鋼

(ﾊ) 案内管

案内管は、炉内管頂部の保護管からキャプセル制御装置までの

計装用部品、配管等を炉プール水から隔離する塩化ビニール製フ

レキシブルチューブである。

② キャプセル制御装置

キャプセル制御装置は、沸騰水キャプセル本体に高圧水を供給

し、沸騰水キャプセル本体内を軽水炉条件に模擬して照射試験を

するための装置である。 

高圧給水ポンプから供給される高圧水は沸騰水キャプセル本体

を通過した後、高圧水放出弁によって減圧される。この水はイオ

ン交換塔を経て給水タンクに戻るか又は排水処理系を経て第２排

水系貯槽に排水される。 

燃料試料からＦＰが漏えいした場合は、沸騰水キャプセルから

の戻り水を監視している水モニタによって放射能を検出し、直ち

に遮断弁を閉じ、ＦＰを含む水の流出を防止する。沸騰水キャプ

セル本体を炉心部から引上げた後、ＦＰを含む水を排水処理系に

導き、イオン交換塔で精製し、第２排水系貯槽へ排水する。また、

排水前の水のサンプリング装置を設ける。 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-１６ 

変更前 変更後 変更理由 

放射線しゃへいを考慮し、接続ボックスは炉プール内に、その

他の主要機器はキュービクル内に設置する。キャプセル制御 

装置の運転中は、キュービクル内は負圧に保たれる。 

(ｲ) 高圧給水系

最高使用圧力  17MPa（運転圧力）7.16±0.20MPa 

最高使用温度  50℃ 

通常運転流量  約1～2cm3/ｓ 

高圧給水ポンプ  最大吐出圧力：15.5MPa 

遮  断  弁  １個  

給 水 タ ン ク   １基 

イオン交換塔 イオン交換樹脂 約5ℓ ２基並列

(ﾛ) 排水処理系

最高使用圧力  0.5MPa 

最高使用温度  50℃ 

イオン交換塔 イオン交換樹脂 約1 ℓ ２基

貯留タンク容積  約7 ℓ 2基(並列) 

(ﾊ) 接続ボックス

接続ボックスは沸騰水キャプセルの計測制御用配線及び配管

を炉プール内で接続し、気密を保った状態で計測制御用配線及

び配管を計測制御系に接続するためのものである。 

③ 計測制御系

計測制御系は、ＢＯＣＡ照射装置の安全、確実、かつ、安定な

運転を行うために設け、各部の圧力、流量、放射能等を計測し、

これらの信号を基に装置を最適に制御し、装置に異常が生じた場

合は警報の発信、或いは安全動作を行って安全を確保する。 

④ 警報装置

高圧給水系圧力高：高圧給水系圧力が7.65MPa以上になった時に警

報を発報する。 

高圧給水系圧力低：高圧給水系圧力が6.77MPa以下になった時に警

報を発報する。 

水モニタ高  ：水モニタの指示値が200ｓ-1以上になった

時に警報を発報する。 

放射線管理設備 １式 （省略） 

表7.3-2、表7.3-3及び表7.3-4に放射線管理設備を示す。また、図4-1

及び図7.1-4から図7.1-10に放射線管理設備の配置を示す。 

放射線管理設備 １式 （変更なし） 

表7.3-1、表7.3-2及び表7.3-3に放射線管理設備を示す。また、図4-1

及び図7.1-4から図7.1-10に放射線管理設備の配置を示す。 
表番号の見直し 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-１７ 

変更前 変更後 変更理由 

電源設備 １式 電源設備は、構内受電所から6.6kVで受電する商用電源設備及びＪＭ

ＴＲの非常用電源設備で構成する。 

商用電源設備は、ＪＭＴＲのすべての負荷に供給できる容量を有し

ている。 

非常用電源設備は、ディーゼル発電機２台からなり、照射設備の運

転時（原子炉施設とともに運転）には、そのうちの１台を常時運転す

ることで、安全上重要な設備及び機器に電源を供給し、商用電源の喪

失に対して各設備の安全が確保できるようにしている。 

図7.3-14に電源設備主要系統図を示す。 

ディーゼル発電機仕様 

台  数  ２台（うち１台予備） 

電気出力  ３相×6.6kV×1750kVA／台 

主要負荷  非常用排気設備、照射設備計測制御装置、放射

線管理設備等 

消火設備 １式 （省略） 

通報連絡設備 １式 （省略） 

その他の設備 （省略） 

天井旋回クレ

ーン 

１基 （省略） 

天井走行クレ

ーン 

１基 （省略） 

キャスク台車 １基 キャスク台車は、バッテリーを用いた移動台車に電動ホイストを取

り付けたもので、炉プール及びカナル上を移動でき、キャプセル等の

運搬に用いられる。 

積 載 荷 重  15トン 

電動ホイスト  定格荷重 ２トン（床上操作式） 

切断装置 ２基 照射済キャプセルの保護管をカナル水中で切断する装置である。 

形  式  ギロチン切断方式 

ハンドリング

ツール

１式 炉プール及びカナル水中において、照射済キャプセル等の照射試料

を取り扱う際、作業員の放射線被ばくを低減するための遠隔操作治具

である。 

材  質  アルミニウム又はアルミニウム合金（掴部はステン

レス鋼）

電源設備 １式 電源設備は、構内受電所から6.6kVで受電する商用電源設備で構成す

る。 

商用電源設備は、ＪＭＴＲのすべての負荷に供給できる容量を有し

ている。 

（削る） 

図7.3-1に電源設備主要系統図を示す。 

（削る） 

消火設備 １式 （変更なし） 

通報連絡設備 １式 （変更なし） 

その他の設備 （変更なし） 

天井旋回クレ

ーン 

１基 （変更なし） 

天井走行クレ

ーン 

１基 （変更なし） 

キャスク台車 １基 キャスク台車は、バッテリーを用いた移動台車に電動ホイストを取

り付けたもので、炉プール及びカナル上を移動でき、照射済核燃料物

質の運搬に用いられる。 

積 載 荷 重  15トン 

電動ホイスト  定格荷重 ２トン（床上操作式） 

（削る） （削

る） 

（削る） 

ハンドリング

ツール

１式 炉プール及びカナル水中において、照射済核燃料物質を取り扱う際、

作業員の放射線被ばくを低減するための遠隔操作治具である。 

材  質  アルミニウム又はアルミニウム合金（掴部はステン

レス鋼）

原子炉運転、照射試験を行

わないこと及び核燃料物

質を今後使用せず、密封の

貯蔵のみとなることから、

非常用電源設備の記載の

削除 

図番号の見直し 

原子炉運転、照射試験を行

わないこと及び核燃料物

質を今後使用せず、密封の

貯蔵のみとなることから、

非常用電源設備の記載の

削除 

記載の見直し 

照射試験を行わないこと

から、切断装置の記載の削

除 

核燃料物質の記載の見直

し 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-１８ 

変更前 変更後 変更理由 

キャプセル運

搬台車 

１台 キャプセル運搬台車は、照射準備室建家及び原子炉建家内において

未照射キャプセルの運搬に使用する。 

構  造  鉄骨トラス型 

概略寸法  (縦）約500mm×(横）約500mm×(長さ）約9220mm 

材  質  普通鋼 

フード ３台 フードは、ホット実験室に２台、放射線管理室に１台設ける。ホッ

ト実験室では照射試験に係る水分析等を、放射線管理室では放射線管

理に係る線量測定等を行う。 

各室のフードの配置を図7.1-11に示す。 

（ホット実験室用）

寸 法  (横幅)約1800mm×(奥行)約900mm×(高さ)約2350mm 

材 質  骨格 防錆処理冷間圧延鋼板 

外装 樹脂塗装、 内装 ステンレス鋼板張り 

排気量  約19m3/min（窓半開時の面速 約0.5m/s） 

（放射線管理室用） 

寸 法  (横幅)約1650mm×(奥行)約965mm×(高さ)約2350mm 

材 質  骨格 型鋼枠組、木製板張り 

内装 アクリル板張り 

排気量  約19m3/min（窓半開時の面速 約0.5m/s） 

8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備

8.1 貯蔵施設の位置 

（削る） （削

る） 

（削る） 

フード ３台 フードは、ホット実験室に２台、放射線管理室に１台設ける。ホッ

ト実験室では水分析等を、放射線管理室では放射線管理に係る線量測

定等を行う。 

各室のフードの配置を図7.1-11に示す。 

（ホット実験室用）

寸 法  (横幅)約1800mm×(奥行)約900mm×(高さ)約2350mm 

材 質  骨格 防錆処理冷間圧延鋼板 

外装 樹脂塗装、 内装 ステンレス鋼板張り 

排気量  約19m3/min（窓半開時の面速 約0.5m/s） 

（放射線管理室用） 

寸 法 (横幅)約1650mm×(奥行)約965mm×(高さ)約2350mm 

材 質  骨格 型鋼枠組、木製板張り 

内装 アクリル板張り 

排気量  約19m3/min（窓半開時の面速 約0.5m/s） 

8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備

8.1 貯蔵施設の位置 

照射試験削除に伴いキャ

プセル運搬台車の削除 

照射試験削除に伴う記載

の見直し 

記載の適正化 

記載の適正化 

記載の見直し 

核燃料物質等の記載の見

直し 記載の適正化 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-１９ 

変更前 変更後 変更理由 

8.2 貯蔵施設の構造（省略） 

8.3 貯蔵施設の設備 

(1) 未照射核燃料物質の貯蔵設備

(2) 照射済核燃料物質の貯蔵設備

8.2 貯蔵施設の構造（変更なし） 

8.3 貯蔵施設の設備 

(1) 未照射核燃料物質の貯蔵設備

(2) 照射済核燃料物質の貯蔵設備

照射試験削除に伴う記載

の見直し 

記載の見直し 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-２０ 

変更前 変更後 変更理由 

9. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備

9.1 気体廃棄施設（省略） 

9.2 液体廃棄施設（省略） 

9.3 固体廃棄施設 

(1) 固体廃棄施設の位置

固体廃棄施設の

位置 

固体廃棄施設は、原子炉建家（カナル室及びホットラボ建家の一部を含

む。以下同じ。）、居室実験室建家及びタンクヤードからなる。図4-1に

施設内の配置を示す。図7.1-6及び図7.1-9に保管廃棄設備の設置場所を示

す。 

固体廃棄施設の名称、使用の場所、用途 

（省略） 

(2) 固体廃棄施設の構造（省略）

9. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備

9.1 気体廃棄施設（変更なし） 

9.2 液体廃棄施設（変更なし） 

9.3 固体廃棄施設 

(1) 固体廃棄施設の位置

固体廃棄施設の

位置 

固体廃棄施設は、原子炉建家であり、図4-1に原子炉建家の配置を示す。

図7.1-6及び図7.1-9に保管廃棄設備の設置場所を示す。 

固体廃棄施設の名称、使用の場所、用途 

（変更なし） 

(2) 固体廃棄施設の構造（変更なし）

記載の見直し 

記載の見直し 

記載の見直し 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-２１ 

変更前 変更後 変更理由 

(3) 固体廃棄施設の設備

固体廃棄設備の名称 個数 仕様 

保管廃

棄設備 

廃棄物保管庫 １基 （省略） 

廃棄物保管室 １基 奥行約6m、幅約5m、高さ約3.8m、床はコンクリート、

壁及び天井はフレキシブルボードの鉄骨造り。床及び

腰に普通鋼のライニング。主にフィルター、ドラム缶、

角型容器等を収納する。 

表2-1 照射設備の核燃料物質挿入限度量 

装置名 
核燃料物質挿入限度量 

２３５Ｕ ２３９Ｐｕ Ｔｈ ２３３Ｕ 

キャプセル照射装置 100g/本 50g/本 *2 *3

水力ラビット 
照射装置 

ＨＲ－１  5g 5g *2 *3

ＨＲ－２  5g 5g *2 *3

ＢＯＣＡ照射装置 16g/本*1 0g/本 0g/本 0g/本 

ＯＳＦ－１照射装置 *4 0g/本 0g/本 0g/本 

*1 再照射試験を行う照射済燃料は、最大燃焼度110GWd/t-U、冷却日数180日相当の放射能量の

ものとする。 

*2 Ｔhの装荷量は、中性子照射量により定まる生成２３３Ｕ量に換算する。

*3 ２３３Ｕは、２３９Ｐuよりも安全側であるので２３９Ｐuとして計算する。

*4 装荷するキャプセル照射装置（ＢＯＣＡ照射装置を含む。）に依存する。

表7.3-1 キャプセル照射装置の温度制御方式 

型 式 温 度 制 御 方 式 

真 空 温 度 制 御 型 
試料を入れた内筒と外筒の間隙のHeガス層真空度を調

節することによって、試料を所定の温度に制御する。 

ヒ ー タ 温 度 制 御 型
真空温度制御型の代わりにヒータを取り付け、試料を所

定の温度に制御する。 

真空・ヒータ温度制御併用型 

真空温度制御により試料温度を上げ、かつ、多段ヒータ

温度制御により軸方向の温度調整を行い、試料全体を一定

温度に制御する。 

(3) 固体廃棄施設の設備

固体廃棄設備の名称 個数 仕様 

保管廃

棄設備 

廃棄物保管庫 １基 （変更なし） 

廃棄物保管室 １基 奥行約6m、幅約5m、高さ約3.8m、床はコンクリート、

壁及び天井はフレキシブルボードの鉄骨造り。床及

び腰に普通鋼のライニング。主にフィルタ、ドラム

缶、角型容器等を収納する。 

１０． 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整

備に関する事項 

共通編に記載 

表2-1 （削る） 

表7.3-1 （削る） 

記載の適正化 

令和2年4月22日付けの届

出により追加 

照射試験削除に伴う照射

設備の表の削除 

照射試験削除に伴う照射

設備の表の削除 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-２２ 

変更前 変更後 変更理由 

表7.3-2 放射線管理設備（連続監視用モニタ等） 

（省略） 

表7.3-3 放射線管理設備（サーベイメータ等） 

（省略） 

表7.3-4 プロセスモニタ（連続監視用モニタ等） 

（省略） 

表8-1 貯蔵設備の核的制限値及び貯蔵制限値 

（省略） 

表7.3-1 放射線管理設備（連続監視用モニタ等） 

（変更なし） 

表7.3-2 放射線管理設備（サーベイメータ等） 

（変更なし） 

表7.3-3 プロセスモニタ（連続監視用モニタ等） 

（変更なし） 

表8-1 貯蔵設備の核的制限値及び貯蔵制限値 

（変更なし） 

表番号の見直し 

表番号の見直し 

表番号の見直し 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-２３ 

未照射燃料試料

組立

検査

保管

準備作業

炉内装荷

照射

取出

保管 保管

炉内挿入

詰替 照射後試験 詰替 検査

組立

再照射燃料試料搬出

ホットラボ施設

変更前 変更後 変更理由 

図2-1 燃料試料の取扱方法 

図4-1 ＪＭＴＲ施設全体配置図（省略） 

図7.1-1 原子炉建家縦断面図（南北方向）（省略） 

図7.1-2 原子炉建家縦断面図（東西方向）（省略） 

図7.1-3 原子炉建家平面図（３階）（省略） 

図7.1-4 原子炉建家平面図（２階）（省略） 

図7.1-5 原子炉建家平面図（中２階）（省略） 

図2-1 （削る） 

図4-1 ＪＭＴＲ施設全体配置図（変更なし） 

図7.1-1 原子炉建家縦断面図（南北方向）（変更なし） 

図7.1-2 原子炉建家縦断面図（東西方向）（変更なし） 

図7.1-3 原子炉建家平面図（３階）（変更なし） 

図7.1-4 原子炉建家平面図（２階）（変更なし） 

図7.1-5 原子炉建家平面図（中２階）（変更なし） 

核燃料物質の取扱方法は

貯蔵から搬出のみとなる

ため削除 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-２４ 

変更前 変更後 変更理由 

図
7.
1-
6　

原
子
炉

建
家
平

面
図
（
１
階
）

照射試験削除に伴う照射

設備の削除 

図
7
.
1
-
6
　

原
子

炉
建

家
平

面
図

（
１

階
）



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-２５ 

変更前 変更後 変更理由 

図7.1-8 原子炉建家平面図（地下２階）（省略） 

図
7.
1-
7　

原
子
炉

建
家
平

面
図
（
地

下
１
階
）

図7.1-8 原子炉建家平面図（地下２階）（変更なし） 

照射試験削除に伴う照射

設備の削除 

記載の適正化 

図
7
.1
-
7　

原
子

炉
建
家

平
面
図

（
地
下

１
階
）



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-２６ 

変更前 変更後 変更理由 

図7.1-10 原子炉建家平面図（地下４階）（省略） 

図
7.
1-
9　

原
子
炉
建

家
平
面

図
（
地
下
３
階
）

図7.1-10 原子炉建家平面図（地下４階）（変更なし） 

照射試験削除に伴う照射

設備の削除 

図
7
.
1
-
9
　
原
子
炉
建
家
平
面
図
（
地
下
３
階
）



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-２７ 

変更前 変更後 変更理由 

図
7.
1-
11
　
居

室
実

験
室
建

家
１
階

平
面

図

記載の適正化 

記載の適正化 

図
7.

1-
11

　
居
室

実
験
室

建
家
１
階

平
面
図



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-２８ 

変更前 変更後 変更理由 

図7.1-13 機械室建家平面図（省略） 

図7.2-1 圧力容器の概要図（省略） 

シャッター シャッター

N

トラック通路

消火設備
：消火器
：消火栓

図7.1-12　 照射準備室建家平面図

間仕切り

間仕切り

UP

照
射
準
備
室

ガス供給設備

:管理区域を示す

（X線装置室）

居室実験室建家1階

図7.1-13 機械室建家平面図（変更なし） 

図7.2-1 圧力容器の概要図（変更なし） 

記載の適正化 

シャッター シャッター

N

トラック通路

居室実験室建家１階

消火設備
：消火器
：消火栓

図7.1-12 照射準備室建家平面図

間仕切り

間仕切り

UP

照
射
準
備
室

ガス供給設備

:管理区域を示す



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-２９ 

変更前 変更後 変更理由 

図7.3-1 （削る） 照射試験削除に伴う照射

設備（キャプセル照射装

置）の図の削除 

図
7
.
3
-
1
　
キ
ャ
プ
セ
ル
照
射
装
置
全
体
配
置
図
（
例
）



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-３０ 

変更前 変更後 変更理由 

図7.3-2 （削る） 照射試験削除に伴う照射

設備（計測付キャプセル）

の図の削除 

（単位：mm）

スペーサブロック

キャプセル本体

炉心中心

反射体上面

ツバ
保護管

（φ25又はφ34、t=1.5）

（４２５）

Ｌ

挿 入 孔 Ｄ 寸法 Ｌ　寸法

1 孔反射体要素用（φ67 用） 65 約 1025～1250

1 孔反射体要素用（φ62 用） 60 約 1025～1250

1 孔反射体要素用（φ42 用） 40 約 1025～1250

4 孔反射体要素用（φ32 用） 30 約 955～1250

ベ リ リ ウ ム 枠 用 40 約 925～1250

各種キャプセル本体主要部寸法（単位：mm）

図7.3-2　計測付キャプセル本体外形図（例）

Ｄ



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-３１ 

図
7.
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3　

計
測

付
キ

ャ
プ
セ

ル
装
荷

状
態
図

（
例
）
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数
が
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殊
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計
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う
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な
ど
に
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さ
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る
。

変更前 変更後 変更理由 

図7.3-3 （削る） 照射試験削除に伴う照射

設備（計測付キャプセル）

の図の削除 



    変更箇所を    、    で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-３２ 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7.3-4 キャプセル照射装置の分類（例） 

 

 

 

 

 

 

 

図7.3-4 （削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照射試験削除に伴う照射

設備（キャプセル照射装

置）の図の削除 
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変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-３３ 

変更前 変更後 変更理由 

図7.3-5 水力ラビット照射装置フローシート 

図7.3-5 （削る） 照射試験削除に伴う照射

設備（水力ラビット照射装

置）の図の削除 

第２排水系貯槽
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変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-３４ 

変更前 変更後 変更理由 

図7.3-6 （削る） 照射試験削除に伴う照射

設備（ラビット）の図の削

除 
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変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-３５ 

変更前 変更後 変更理由 

図7.3-7 （削る） 照射試験削除に伴う照射

設備（水力ラビット照射装

置）の図の削除 
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変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-３６ 

変更前 変更後 変更理由 

図7.3-8 ＯＳＦ－１照射装置概要図 

図7.3-8 （削る） 照射試験削除に伴う照射

設備（OSF-1照射装置）の

図の削除 
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変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-３７ 

変更前 変更後 変更理由 

図7.3-9 ＯＳＦ－１機器配管配置図 

図7.3-9 （削る） 照射試験削除に伴う照射

設備（OSF-1機器配管）の

図の削除 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-３８ 

変更前 変更後 変更理由 

図7.3‐10 ＯＳＦ－１炉内管概略図 

図7.3-10 （削る） 照射試験削除に伴う照射

設備（OSF-1炉内管）の図

の削除 
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変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-３９ 

変更前 変更後 変更理由 

図7.3-11 （削る） 照射試験削除に伴う照射

設備（BOCA照射装置）の図

の削除 
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変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-４０ 

変更前 変更後 変更理由 

図7.3-12 （削る） 照射試験削除に伴う照射

設備（BOCA照射装置）の図

の削除 
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変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-４１ 

変更前 変更後 変更理由 

図7.3-13 沸騰水キャプセル構成図（例） 

図7.3-13 （削る） 照射試験削除に伴う照射

設備（沸騰水キャプセル）

の図の削除 
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変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-４２ 

変更前 変更後 変更理由 

図8.1-1 燃料管理室建家平面図（省略） 

図9.1-1 排風機室及びフィルタバンク平面図（省略） 

図9.1-2 ホット機械室平面図（省略）

図9.1-3 ＪＭＴＲ換気設備概要図（省略） 
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核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-４３ 

変更前 変更後 変更理由 
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変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

本-４４ 

変更前 変更後 変更理由 

図9.2-3 第３排水系貯槽建家平面図（省略） 
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変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

添１-１ 

変更前 変更後 変更理由 

添付書類１ 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６

号）第５３条第２号に規定する使用施設等の位

置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する

説明書（事故に関するものを除く。） 

（施設編） 

ＪＭＴＲ 

添付書類１ 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６

号）第５３条第２号に規定する使用施設等の位

置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する

説明書（事故に関するものを除く。） 

（施設編） 

ＪＭＴＲ 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

添１-２ 

変更前 変更後 変更理由 

障害対策書 

2. 閉じ込め機能の確保

2.1 概要 

本施設では、放射性物質の異常な漏えいを防止するため、各照射試験で発生する放射性物質

の種類、性状に応じた閉じ込め機能を確保する。閉じ込め機能の確保は、閉じ込めの境界を形

成する閉じ込め障壁とその機能を補助する気体廃棄施設からなる。 

2.2 閉じ込め障壁 

2.2.1 使用済核燃料物質の貯蔵 

使用済核燃料物質は、強度及び耐食性のある材料で密封されており、閉じ込め機能を損なう

ことはない。 

2.2.2 核燃料物質を完全密封状態で取り扱う照射設備の閉じ込め障壁 

キャプセル照射装置及び水力ラビット照射装置では、核燃料物質を被覆管で密封した上、強

度、耐食性を有する材料を用いたキャプセル外筒又はラビット容器によって二重に密封して取

り扱うため、閉じ込め機能を損なうことはない。 

2.2.3 ＢＯＣＡ照射装置の閉じ込め障壁 

本装置は、照射試験によって燃料試料の被覆管が破損し、微量のＦＰが高圧水中に漏出して

くることを想定した装置であり、高圧水を内蔵する配管、機器等は十分な強度及び耐食性を有

する材料を使用して閉じ込め障壁を確保し、漏えいを防止する。また、高圧水中に漏出した微

量のＦＰについては、イオン交換樹脂等によって取り除く。さらに、これらＦＰを処理するた

めの配管、機器等は、炉室地下 1階にあるコンクリート壁で囲われたキュービクル内に配置し、

気体廃棄施設によってキュービクル内を負圧に維持することで万一の漏れに対する閉じ込め

機能を確保する。 

本施設における安全上重要な施設の有無について 

本施設においては、核燃料物質の使用等に関する規則（昭和32 年総理府令第84 号）に規定

する安全上重要な施設に該当する構築物、系統及び機器の特定に係る評価の結果１）を上回る事

象は無く、安全機能が喪失した場合においても周辺監視区域周辺の公衆の被ばく線量が５mSv 

を超えるおそれがないことから安全上重要な施設は存在しない。 

１）「独立行政法人日本原子力研究開発機構における核燃料物質の使用等に関する規則（昭和3

2年総理府令第84号）第１条第２項第８号に規定する「安全上重要な施設」に該当する構築物、

系統及び機器を特定した結果について（報告）」（平成26年12月17日付け26原機（安）101（修

正版：平成27年1月19日付け26原機（安）106）及び平成28年3月31日付け27原機（安）061（修

正版：平成28年5月31日付け28 原機（安）012）） 

1. 閉じ込めの機能

第二条 

使用施設等は、放射性物質を限定された区域に適切に閉じ込めることができるものでなければ

ならない。 

1.1 概要 

本施設では、放射性物質の異常な漏えいを防止するため、閉じ込めの境界を形成する閉じ込

め障壁とその機能を補助する気体廃棄施設により、閉じ込め機能を確保する。 

1.2 閉じ込め障壁 

核燃料物質は、核燃料物質との相互作用による損傷又は腐食しにくい材料により密封し、閉

じ込め機能を確保する。 

（削る） 

（削る） 

 

追加（安全上重要な施設の

評価に係る記載の追加） 

許可基準規則への適合性

による見直し 

（以下、同じ） 

項番号の見直し 

照射試験削除に伴う記載

の見直し 記載の適正化 

項番号の見直し 

核燃料物質の記載の見直

し 

照射試験削除に伴う照射

設備等の記載の削除 

照射試験削除に伴う照射

設備等の記載の削除 
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核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

添１-３ 

変更前 変更後 変更理由 

2.3 気体廃棄施設 

閉じ込め障壁に加えて、閉じ込め機能を確保するため、原子炉建家及び居室実験室建家には

換気設備を設け、放射性物質の放出を抑制する。 

障害対策書 

3. 放射線業務従事者の外部被ばく対策

3.1 概要 

従事者の線量は、個人線量計を用いて、法令に定められた線量限度を超えないよう管理する

とともに、作業時間の制限及び適切なしゃへいを講ずることにより被ばくの低減を図る。 

本施設においては、照射済燃料試料を炉プール、カナル等の水（水深約 6m）をしゃへい体と

して取り扱うため、十分な放射線しゃへい能力がある。その他の場所にあっては、各設備の線

源強度に応じて必要なしゃへい体を設ける。従事者が通常立ち入る可能性のある場所について

は、１週間当りの線量を１mSv以下として、合理的に達成できる限り低減する。 

本施設の管理区域におけるしゃへい設計にあたっては、場所及び作業をそれぞれ甲、乙、丙

に区分し、基準線量当量率と設計目標値を表 3-1のとおり定める。また、表 3-2に場所の区分、

表 2-3に作業の区分を示す。これらは原則であって、その中の特別の部分又は特別な場合につ

いてはこれらの区分に対する許容値を超過することがある。また、照射設備等の完成後の試験

の結果によってはその区分の一部を変更することがある。 

表3-1 しゃへい区分 

区
分 区域 内容 

立入り又は 

作業の頻度 
基準線量当量率 設計目標値 

場
所

甲区

域

常時放射線業務従事者

が作業する所で、自由

に立入りできる場所 

48h/週 20μSv/h以下 2μSv/h以下 

乙区

域

常時放射線業務従事者

が作業する所ではない

が、随時或いは定期的

に立入ることがある場

所で立入り時間等につ

いて適当な管理をしな

ければならない場所 

2～10h/週 

原則として 

100μSv/h以下 

特別の場合でも 

500μSv/h以下 

原則として 

10μSv/h以下 

特別の場合でも 

50μSv/h以下 

丙区

域

事故、故障、修理及び

まれな作業以外には放

射線業務従事者が立入

らない場所で、立入り

時間を厳重に管理しな

ければならない場所 

まれ 
特に規定せず、立入り時間で 

管理する 

1.3 気体廃棄施設 

閉じ込め障壁に加えて、閉じ込め機能を確保するため、「22.1 気体廃棄施設」に記載のあ

る気体廃棄設備により、放射性物質の放出を抑制する。 

2. 遮蔽

第三条 

使用施設等は、放射性物質からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものでなければなら

ない。 

2.1 概要 

放射線業務従事者の線量は、個人線量計を用いて、法令に定められた線量限度を超えないよ

う管理するとともに、作業時間の制限及び適切な遮蔽を講ずることにより被ばくの低減を図

る。 

本施設において、照射済核燃料物質は炉プール、カナル等の水（水深約 6m）を遮蔽体として

取り扱うため、十分な放射線遮蔽能力がある。その他の場所にあっては、各核燃料物質の線源

強度に応じて必要な遮蔽体を設ける。放射線業務従事者が通常立ち入る可能性のある場所につ

いては、１週間当りの線量を１mSv以下として、合理的に達成できる限り低減する。 

本施設の管理区域における遮蔽設計にあたっては、場所及び作業をそれぞれ甲、乙、丙に区

分し、基準線量当量率と設計目標値を表 2-1のとおり定める。また、表 2-2に場所の区分、表

2-3に作業の区分を示す。これらは原則であって、その中の特別の部分又は特別な場合につい

てはこれらの区分に対する許容値を超過することがある。（削る） 

表2-1 遮蔽区分 

区
分 区域 内容 

立入り又は 

作業の頻度 
基準線量当量率 設計目標値 

場
所

甲区域 

常時放射線業務従事者

が作業する所で、自由

に立入りできる場所 

40h/週 25μSv/h以下 2μSv/h以下 

乙区域 

常時放射線業務従事者

が作業する所ではない

が、随時或いは定期的

に立入ることがある場

所で立入り時間等につ

いて適当な管理をしな

ければならない場所 

2～10h/週 

原則として 

100μSv/h以下 

特別の場合でも 

500μSv/h以下 

原則として 

10μSv/h以下 

特別の場合でも 

50μSv/h以下 

丙区域

事故、故障、修理及び

まれな作業以外には放

射線業務従事者が立入

らない場所で、立入り

時間を厳重に管理しな

ければならない場所 

まれ 
特に規定せず、立入り時間で管理

する 

項番号の見直し 

記載の見直し 

項番号の見直し 

記載の適正化 

記載の適正化 

核燃料物質の記載の見直

し 記載の適正化 照射

試験削除に伴う線源の記

載の見直し 記載の適正

化 

記載の適正化 

表番号の見直し 

照射試験削除に伴う照射

設備等の記載の削除 

表番号の見直し 記載の

適正化 

線量当量率の見直し 
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核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

添１-４ 

変更前 変更後 変更理由 

作
業

甲作

業

常時行う日常の作業で

過度の放射線を受ける

おそれのない作業 

48h/週 20μSv/h以下 
原則として 

２μSv/h以下 

乙作

業

特に放射線に注意し、

作業時間等を適当に管

理して行わなければな

らない作業 

1～4回/月 

原則として 

1mSv/回以下 

特別の場合でも 

4mSv/回以下 

原則として 

100μSv/回以下 

特別の場合でも 

400μSv/回以下 

丙作

業

事故、故障、修理等の

場合にまれに行う作業

で、線量当量率を測定

し作業時間を厳重に管

理して行う作業 

まれ 
特に規定せず、立入り時間で管理

する 

表 3-2 放射線のしゃへい：場所の区分 

場所 炉運転時 炉停止時 

炉室地上階 甲 甲 

炉室地階一般 乙 甲 

プール・カナル上

面 
乙（ただし、カナル上面は甲） 甲 

炉下室 丙 丙 

ただし､設計目標値６

時間後で400μSv/h

以下とする 

制御棒 動装置室 丙 
ただし､設計目標値天井

面で1mSv/h程度以下 
乙 

ループキュービクル 乙（ただし、ループ停止中） 乙 

主循環系統機器室 丙 乙 

精製系統機器室 乙（ただし、人の立ち入る部分） 甲 

地下４階ポンプ室 
原則と

して乙 

ただし、第１排水系貯

槽に汚染水を入れた

場合を除く 

同左 

第３排水系貯槽

(Ⅱ) 
乙 乙 

作
業

甲作業 

常時行う日常の作業で

過度の放射線を受ける

おそれのない作業 

40h/週 25μSv/h以下 
原則として 

２μSv/h以下 

乙作業

特に放射線に注意し、

作業時間等を適当に管

理して行わなければな

らない作業 

1～4回/月 

原則として 

1mSv/回以下 

特別の場合でも 

4mSv/回以下 

原則として 

100μSv/回以下 

特別の場合でも 

400μSv/回以下 

丙作業 

事故、故障、修理等の

場合にまれに行う作業

で、線量当量率を測定

し作業時間を厳重に管

理して行う作業 

まれ 
特に規定せず、立入り時間で管理

する 

表 2-2 放射線の遮蔽：場所の区分 

場所 （削る） 炉停止時 

炉室地上階 （削る） 甲 

炉室地階一般 （削る） 甲 

プール・カナル上

面 
（削る） 甲 

炉下室 （削る） 丙 

ただし､設計目標値６

時間後で400μSv/h

以下とする 

制御棒駆動装置室 （削る） 乙 

ループキュービクル （削る） 乙 

主循環系統機器室 （削る） 乙 

精製系統機器室 （削る） 甲 

地下４階ポンプ室 （削る） 乙 

第３排水系貯槽

(Ⅱ) 
（削る） 乙 

線量当量率の見直し 

表番号の見直し 記載の

適正化 原子炉運転を行

わないことから記載の削

除 

記載の適正化 

記載の適正化 
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添１-５ 

変更前 変更後 変更理由 

表3-3 放射線のしゃへい：作業の区分 

作 業 区 分 

燃 料 交 換 

ループ内試料交換

ループ交換（上部）

ループ交換（炉下室） 

カナル内運搬作業

ループ、冷却系保守

制御棒駆動装置保守 

乙 

乙 

乙 

丙 

原則として 甲 

乙 （炉停止後）

乙 （炉停止後）

3.2 線量当量率の計算 

照射設備及び第３排水系貯槽の機器、配管に対するしゃへい、照射済燃料試料の取り扱い時

のしゃへいについて線量当量率の計算を行い、従事者の外部被ばくが線量限度を下回ることを

検討する。 

障害対策書 

4. 放射線業務従事者の内部被ばく対策

本施設において、核燃料物質は密封構造の容器に封入して取り扱い、照射済試料は必要期間

冷却したのち、照射後試験のためホットラボ施設に引き渡すこととし、施設内で試料の解体を

行うことはない。 

特殊なものとして、燃料試料の破損を検出するための高圧水を炉外装置に導き出すＢＯＣＡ

照射装置がある。本装置は、高圧水中にＦＰが漏出してくることを想定した装置であるため、

高圧水を内蔵する配管機器等は、十分な品質管理の基に製作、試験・検査、据付けを行ってお

り、ＦＰが系外に漏れだすことはない。さらに、ＦＰを処理するための配管、機器等は、炉室地

下１階にあるコンクリート壁で囲われたキュービクル内に配置し、気体廃棄施設によってキュービ

クル内を負圧に維持するため、万一の漏れがあっても従事者の作業エリアにＦＰが漏れ出ること

はない。 

各種設備の点検、保守等を行うために密封系を開放する場合は、系内の洗浄或いはガス置換

を十分に行うとともに、汚染の程度に応じて適切な防護具及び呼吸用保護具を着用して、作業

を実施する。さらに、密封系を開放する部位は、局所排気が行えるように囲いを設ける等の処

置を行って、従事者の内部被ばく及び作業エリア外への汚染拡大の防止対策を施す。 

したがって、本施設における核燃料物質の取扱い作業中、従事者が内部被ばくをするおそれは

ない。 

障害対策書 

3.2.1 照射設備及び第３排水系貯槽のしゃへい 

(1) ＢＯＣＡ照射装置のしゃへい

イ．線源評価

表2-3 放射線の遮蔽：作業の区分 

作 業 区 分 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

カナル内運搬作業

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

原則として 甲 

（削る） 

（削る） 

2.2 線量当量率の計算 

第３排水系貯槽の機器、配管に対する遮蔽及び照射済核燃料物質をホットラボへ引渡す際の

取り扱い時の遮蔽並びに保管廃棄施設に固体廃棄物を保管した時の遮蔽について線量当量率

の計算を行い、放射線業務従事者の外部被ばくが線量限度を下回ることを検討する。 

（削る） 

なお、照射済核燃料物質は密封されており、ホットラボに引渡すまで本施設において貯蔵す

ることから、施設内で解体を行わない。 

（削る） 

したがって、本施設における照射済核燃料物質の取扱い作業中、放射線業務従事者が内部被ば

くをするおそれはない。 

2.2.1 第３排水系貯槽の遮蔽 

（削る） 

表番号の見直し 記載の

適正化 

照射試験を行わないこと

から記載の削除（今後、燃

料試料の交換は実施しな

い） 

照射試験を行わないこと

から記載の削除 

項番号の見直し 

照射試験削除に伴う照射

設備等の記載の削除 照

射済核燃料物質の記載の

追加 記載の適正化 

核燃料物質の記載の見直

し 記載の適正化 

照射試験削除に伴う照射

設備等の記載の削除 

核燃料物質の記載の見直

し 

項番号の見直し 記載の

適正化 照射試験削除に

伴う照射設備等の記載の
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核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

添１-６ 

変更前 変更後 変更理由 

(ｲ) しゃへい計算条件

a. 発電炉において以下の条件で照射された燃料試料がＪＭＴＲにて線

出力600W/cmで60日間照射した直後に破損するものとする。 

燃焼度：約110GWd/t-U 

冷却時間：180日 

b. 被覆管からのＦＰ漏えいは、計算上瞬時に被覆管を経て100％外筒内に放出されるもの

とする。 

c . 外 筒 内 に 漏 え い し た Ｆ Ｐ は 瞬 時 に 外 筒 内 の 水 と 均 一 に 混 合 し 、 

2cm3/sの流量で炉室地下1階キュービクル内のキャプセル制御装置へ運ばれるものとす

る。 

d. この経路において、希釈管でＦＰの濃度が実験値に従って希釈されるものとする。

e. 希釈管で希釈された排水は、一定時間後にキャプセル制御装置に設置されている水モ

ニタで放射能が検出される。放射能レベルが一定値を超えた時、キャプセル制御装置内

の遮断弁の閉止により、排水は停止される。 

f. 排水停止後、OSF-1のキャプセル交換機を用いて炉内管より1.1m引抜き、キャプセル内

の水圧動作弁を「閉」とし、破損処置として水圧動作弁から水モニタ間の残留水をキャ

プセル制御装置内に送水する。 

(ﾛ) しゃへい計算

計算コード「QAD-CGGP2」により、計算を行った。 

(ﾊ) ＦＰ放出量の計算

a. 表3-4にORIGEN-2コードにより計算した燃料試料内に生成されるＦＰの量を核種毎に

示す。 

b. ＦＰのガンマ線エネルギースペクトルをORIGEN-2コードを用いて計算した。結果を表3

-5に示す。

c. 燃料試料から流出したＦＰが外筒内の水(395 cm3)に均一に混合するものとすると、Ｆ

Ｐ濃度は1.52×1012Bq/cm3になる。 

d. 外筒内の水は2cm3/sで希釈管へ流出し、希釈水は排水管を通り約15秒後に水モニタに達

し、水モニタの放射能「高」の信号により直ちに遮断弁が閉止する。 

e.高圧給水系出口側ラインに流出するＦＰの量は、破損処置による残留水の約30cm3となる

が、本計算においては、水モニタでの検出から放射能「高」を発信するまでの遅れ時間

等を考慮し保守的に100cm3が高圧給水系出口側ラインに流出するものとする。 

従って、希釈管実験の希釈係数3.0×10－５を使用して高圧給水系出口側ラインに流出す

るＦＰ濃度は4.55×107Bq/cm3となる。 

表 3-4に核種毎のＦＰの量を示す。この際、クリプトン、キセノン以外はイオン交換

塔で 99.8％が吸着されるとした。 

削除 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

添１-７ 

変更前 変更後 変更理由 

表3-4 ＦＰのペレット内蓄積量と流出量 

核種 
ペレット内蓄積量 

(Bq) 

高圧水系出口側ラインへ

の流出量 

(Bq) 

貯留タンクへの流入量 

(Bq) 

８３ｍKr 1.98×1012 1.50×107 同左 

８５Kr 2.27×1011 1.72×106 〃 

８５ｍKr 3.57×1012 2.71×107 〃 

８７Kr 6.38×1012 4.85×107 〃 

８８Kr 8.72×1012 6.62×107 〃 

１３１ｍXe 2.89×1011 2.19×106 〃 

１３３Xe 4.64×1013 3.52×108 〃 

１３３ｍXe 1.42×1012 1.08×107 〃 

１３５Xe 4.63×1012 3.52×107 〃 

１３５ｍXe 1.01×1013 7.69×107 〃 

１３８Xe 3.76×1013 2.86×108 〃 

１３１Ｉ 2.47×1013 1.87×108 3.75×105 

１３２Ｉ 3.58×1013 2.72×108 5.44×105 

１３３Ｉ 4.81×1013 3.65×108 7.31×105 

１３４Ｉ 5.31×1013 4.04×108 8.07×105 

１３５Ｉ 4.63×1013 3.52×108 7.03×105 

８４Br 3.04×1012 2.31×107 4.62×104 

１３７Cs 3.74×1012 2.84×107 5.68×104 

１３８Cs 4.22×1013 3.20×108 6.41×105 

９９Mo 4.35×1013 3.30×108 6.60×105 

９９ｍTc 3.84×1013 2.91×108 5.83×105 

１３９Ba 4.16×1013 3.16×108 6.32×105 

８８Rb 9.01×1012 6.84×107 1.37×105 

８９Rb 1.11×1013 8.41×107 1.68×105 

１３２Te 3.48×1013 2.64×108 5.29×105 

１４０La 4.22×1013 3.20×108 6.41×105 

合計 5.99×1014 4.55×109 9.29×108 
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核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

添１-８ 

変更前 変更後 変更理由 

表 3-5 ガンマ線エネルギースペクトル 

№ 
放出エネルギー

（MeV） 

原子炉運転中 

燃料試料破損直後 

(ｓ-1) 

原子炉停止中 

２日間冷却後 

(ｓ-1) 

１ 1.00 ×10-2 1.57 ×107 1.09 ×106 

２ 2.50 ×10-2 1.63 ×107 4.95 ×106 

３ 3.80 ×10-2 1.92 ×108 1.58 ×108 

４ 5.80 ×10-2 2.15 ×105 5.23 ×104 

５ 8.50 ×10-2 1.35 ×108 1.20 ×108 

６ 1.25 ×10-1 1.06 ×106 3.78 ×105 

７ 2.25 ×10-1 1.92 ×108 1.86 ×107 

８ 3.75 ×10-1 1.15 ×108 5.60 ×105 

９ 5.75 ×10-1 7.27 ×107 1.88 ×106 

10 8.50 ×10-1 2.75 ×107 7.68 ×105 

11 1.25 ×100 1.89 ×107 9.14 ×104 

12 1.75 ×100 6.77 ×107 5.71 ×105 

13 2.25 ×100 1.07 ×108 1.26 ×104 

14 2.75 ×100 7.22 ×106 2.16 ×104 

15 3.50 ×100 2.71 ×105 1.68 ×102 

16 5.00 ×100 5.91 ×102 1.96 ×10-3 

17 7.00 ×100 － － 

18 9.50 ×100 － － 

合計 9.68×108 3.06×108 

ロ．しゃへい計算

(ｲ) 計算条件

a. 配管の計算モデルは、流出量100 cm3に相当する配管長さとし、設計寸法よりも安全側

に丸め、長さ8000mm、内径4mm、肉厚0.5mmの円柱形状とした。 

b. イオン交換塔の計算モデルは、設計寸法よりも安全側に丸め、長さ500mm、内径50mm、

肉厚3mm及びしゃへい厚さ150mmの円柱形状としFPが均一に分布するものとした。 

c. 貯留タンクの計算モデルは、設計寸法よりも安全側に丸め、長さ800mm 、内径100mm、

肉厚5mm及びしゃへい厚さ150mmの円柱形状としFP流入量100 cm3が貯留されているものと

した。 

d. キュービクル壁は、重コンクリート製で厚さ670mmとした。

e. ガンマ線線量当量率は、線源である配管機器等がキュービクル内に入れられているこ

とを考慮し、原子炉運転中に従事者が巡視点検等で立入る作業エリアのキュービクル外



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

添１-９ 

変更前 変更後 変更理由 

壁面での値を求めた。線源は、保守的に作業エリアのキュービクル壁の裏面にすべて配

置した。また、原子炉停止後のキュービクル内への立入を考慮しイオン交換塔表面の値

を求めた。なお、イオン交換塔の樹脂は適宜交換を実施するものとする。図3-1に計算モ

デルを示す。 

f. しゃへい区分は、設計上「甲区域」に設定した。また、原子炉運転中はキュービクル

内に立入らないものとする。 

(ﾛ) 計算結果

キュービクル外壁面の線量当量率を表3-6に、イオン交換塔表面の線量当量率を表3-7に

示す。 

(ﾊ) 結論

キュービクル外壁面の線量当量率は最大で7.6×10-3μSv/h、イオン交換塔表面の線量当

量率は7.4×10-1μSv/hであり、甲区域の設計目標値2μSv/h以下である。 

表3-6 キュービクル外壁面の線量当量率 

項目 
しゃへい 

区 分 
原子炉 線  源 

線量当量率

（μSv/h） 

キュービクル外壁面 甲 運転中 

イオン交換塔 3.7×10-5

貯 留 タ ン ク 1.6×10-5 

配 管 7.6×10-3 

表3-7 イオン交換塔表面の線量当量率 

項目 
しゃへい

区 分 
原子炉 線  源 

線量当量率

(μSv/h） 

イオン交換塔表面 甲 停止中 イオン交換塔 7.4×10-1 
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変更前 変更後 変更理由 

イオン交換塔 貯留タンク 

 

配管        (単位：mm) 

図3-1 しゃへい計算モデル 

キュービクル外壁面
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添１-１１ 

変更前 変更後 変更理由 

(2) ＯＳＦ－１照射装置のしゃへい

本設備の冷却水中に含有する放射性腐食生成物に対するしゃへい計算を行う。 

放射線源は、冷却系構成材中の含有元素の放射化による放射性核種とする。中性子束は炉

内管炉心部の平均中性子束を用いる。 

イ．線源評価

(ｲ) 放射性腐食生成物の量

(a) 炉内管炉心部材中で生成する放射性核種の原子個数 Ｎｂ

dＮｂ 
＝ＷＱｃσφ－ λ＋ 

ＣＲ Ａｃ 
Ｎｂ ················· (3) 

dｔ Ｗ 

(b) 冷却水中の腐食生成物の原子個数 Ｎａ

dＮａ 
＝ＣＲ Ａｓ ＱＳ－ 

Ｑ 
＋σφ 

Ｖｃ 
Ｎｂ ··········· (4) 

dｔ Ｖｗ Ｖｗ 

(c) 冷却水中の放射性核種の原子個数 ＮＷ

dＮW 
＝ 

ＣＲ Ａｃ 
Ｎｂ ＋σφ 

Ｖｃ 
Ｎａ－ λ＋ 

Ｑ 
Ｎｂ ··· (5) 

dｔ Ｗ Ｖｗ Ｖｗ 

(d) 精製塔の放射性核種の原子個数 ＮＴ

dＮT 
＝ 

Ｑ 
Ｎｗ －λＮＴ ······························· (6) 

dｔ Ｖｗ 

Ｗ ：炉内管炉心部材の重量 （g) 

Ｑｃ ：炉内管炉心部材１ｇ中の親核種の原子個数 （g-1) 

Ｑｓ ：ＯＳＦ－１冷却系材料１ｇ中の親核種の原子個数 （g-1) 

σ ：反応断面積 （cm2） 

φ ：炉内管炉心部平均中性子束 （cm-2･s-1) 

λ ：崩壊定数 （s-1) 

ＣＲ ：腐食率 （g/cm2･s) 

Ａｃ ：炉内管炉心部接液面積 （cm2） 

Ａｓ ：ＯＳＦ－１冷却系全接液面積 （cm2） 

Ｖｃ ：炉内管炉心部冷却水全体積 （cm3） 

Ｖｗ ：ＯＳＦ－１冷却水全体積 （cm3） 

Ｑ ：ＯＳＦ－１精製系体積流量 （cm3/s） 

(ﾛ) 計算条件

a. 精製塔流量は冷却系流量の50％とし、腐食生成物の精製効率は1.0とする。

b. 精製塔の樹脂は適宜交換するものとし、計算上125日運転後の放射性腐食生成物の量を

算出する。 

(ﾊ) 計算結果

計算結果を表3-8に示す。 

（削る） 照射試験削除に伴う照射

設備等の記載の削除 
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φＰ１= Ｓv Ｒ02　
4(Ｒ+ｔc)

〔Ｆ(θ2 ,μｔ+μcｔc)-Ｆ(θ1 ,μｔ+μcｔc)〕…(7)

φＰ２= Ｓv Ｒ02　
4(Ｒ+ｔc)

〔Ｆ(θ2 ,μｔ+μcｔc)-Ｆ(θ1 ,μｔ+μcｔc)〕…(8)

φＰ= Ｓv

2μc { Ｅ2(μｔ)-Ｅ2(μｔ+μcＨＬ)

Ｅ2　(μｔ+μcＨＬ)　1+〔 Ｒ
Ｒ0 2)( 〕

Ｒ
Ｒ0 2)(1+

-

Ｅ2 μｔ+　1+〔 Ｒ
Ｒ0 2)( 〕

Ｒ
Ｒ0 2)(1+ ｝

+

変更前 変更後 変更理由 

ロ．しゃへい計算の方法

しゃへい計算には、しゃへい計算コード“ＳＤＣ”を用いた。これはガンマ線の透過計

算コードで Ray-Analysis 法に基づくものであり、基本的には次式を解いている。 

(ｲ) 円柱状体積線源側面方向計算

Ｐ1点について 

Ｐ２点について 

ここで 

Ｓv ：単位体積当たり線源強度 

μ，μc ：ガンマ線減衰係数 

Ｒ０ ：線源半径 

Ｒ ：線源から計算点までの距離 

ｔｃ ：円柱状体積線源と等価な 

 線源と円柱体表面との距離 

ｔ ：しゃへい体厚さ 

Ｆ ：Ｆ函数 

(ﾛ) 円柱状体積線源底面方向計算

Ｐ点について 

····························· (9)

ここで 

ＨＬ ：線源長さ 

Ｅ２ ：Ｅ２函数 

ハ．しゃへい計算の結果

(ｲ) 配管のしゃへい計算

a. 計算条件

配管寸法 (長さ)5m×(内径)2.8cm×(肉厚)0.3cm 

b. 結果

配管表面Ｐ点における線量当量率は0.6μSv/hとなる。 

R 0

tc

t

R

P 1

P 2

θ2

θ1

θ1

θ2

R0

μc

t

P

R

ＨＬ



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

添１-１４ 

変更前 変更後 変更理由 

c. 結論

配管表面の線量当量率は設計目標値の10μSv/h以下であり、安全である。 

(ﾛ) サージタンクのしゃへい計算

a. 計算条件

右図のようにサージタンクを円筒にモデル化する。 

肉厚  0.6cm 

内半径 15.3cm 

保有水高 80cm 

b. 結果

サージタンク表面Ｐ点における線量当量率は

5.2μSv/hとなる。 

c. 結論

サージタンク表面の線量当量率は設計目標値の10μSv/h以下であり、安全である。

(ﾊ) 熱交換器のしゃへい計算

a. 計算条件

右図のように熱交換器を円筒にモデル化する。 

肉厚 0.85cm 

内半径 12.7cm 

保有水高 120cm 

b. 結果

熱交換器表面Ｐ点における線量当量率は 

4.6μSv/hとなる。 

c. 結論

熱交換器表面の線量当量率は設計目標値の10μSv/h以下であり、安全である。 

(ﾆ) 精製塔のしゃへい計算

a. 計算条件

精製塔には、人が近接する側面に鉛しゃへい体を設置する。これを次図のような円筒

にモデル化する。 

精製塔内半径 15.3cm 

 〃 高さ 55cm 

しゃへい鉛厚さ  8cm 

b. 結果

精製塔しゃへい体表面Ｐ点における線量当量率は 

5.3μSv/hとなる。 

c. 結論

精製塔しゃへい体表面の線量当量率は設計目標値の10μSv/h以下であり、安全である。 

サージタンク円筒断面図

80cm 15.3cm 0.6cm 

Ｐ 

熱交換器断面図 

120cm 12.7cm 

Ｐ 

精製塔断面図 

15.3cm 

8cm 

Ｐ

18.7cm 

55cm 
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変更前 変更後 変更理由 

(3) 第３排水系貯槽（Ⅱ）のしゃへい

第３排水系貯槽（Ⅱ）の建家の１階及び地階における従事者等の被ばくについて、計算に

よって評価する。 

イ．計算条件

線源形状 ：均質体積線源 

放射能強度 ：8.14×10２Bq/cm3 

核種 ：６０Ｃo 

エネルギー ：1.17MeV 及び 1.33MeV 

貯槽形状 ：貯槽の幾何形状は図 3-2に示すとおり。 

貯槽コンクリート ：普通コンクリート(厚さ)50cm、比重 2.2 

貯槽貯蔵能力 ：140m3 

ロ．計算方法

線量当量率の計算は、点減衰核積分法による計算コード“ＱＡＤ－ＣＧ”を用いて行

う。本コードは、線源内のある点から測定点まで透視線（Line of sight path）に沿っ

て、散乱されないと見做して計算するものであり、ガンマ線しゃへい計算に広く用いら

れている。 

ハ．計算結果

建家地階貯槽表面、建家１階床面鉛直方向及び建家１階床水平方向の線量当量率の計

算結果を表3-9の①～③に示す。 

ニ．評価

計算結果、貯槽表面Ａ点、Ｂ点及びＥ点の線量当量率が高く、6.16×10-12μSv/h/Bqで

あり、当該貯槽の最大貯蔵能力140m3の廃樹脂を貯蔵した時の表面における線量当量率は

0.7μSv/hとなる。 

第３排水系貯槽（Ⅱ）に従事者が立ち入るのは、一時的に行う漏水点検或いは機器等

の保守作業で、表3-1によれば立ち入り時間は10ｈ/週以内であり、従事者の線量当量は

７μSv/週となる。 

したがって、第３排水系貯槽（Ⅱ）表面の線量当量率は設計目値の10μSv/h以下であ

り、安全である。 

表 3-9 第３排水系貯槽各部の線量当量率計算結果 

（省略） 

図3-2 貯槽幾何形状図 

（省略） 

(1) 第３排水系貯槽（Ⅱ）の遮蔽

第３排水系貯槽（Ⅱ）の建家の１階及び地階における放射線業務従事者等の被ばくについ

て、計算によって評価する。 

イ．計算条件

線源形状 ：均質体積線源 

放射能強度 ：8.14×10２Bq/cm3 

核種 ：60Co 

エネルギー ：1.17MeV 及び 1.33MeV 

貯槽形状 ：貯槽の幾何形状は図 2-1に示すとおり。 

貯槽コンクリート ：普通コンクリート(厚さ)50cm、比重 2.2 

貯槽貯蔵能力 ：140m3 

ロ．計算方法

線量当量率の計算は、点減衰核積分法による計算コード“QAD-CG”を用いて行う。本

コードは、線源内のある点から測定点まで透視線（Line of sight path）に沿って、散

乱されないと見做して計算するものであり、ガンマ線遮蔽計算に広く用いられている。 

ハ．計算結果

建家地階貯槽表面、建家１階床面鉛直方向及び建家１階床水平方向の線量当量率の計

算結果を表2-4の①～③に示す。 

ニ．評価

計算結果、貯槽表面Ａ点、Ｂ点及びＥ点の線量当量率が高く、6.16×10-12μSv/h/Bqで

あり、当該貯槽の最大貯蔵能力140m3の廃樹脂を貯蔵した時の表面における線量当量率は

0.7μSv/hとなる。 

第３排水系貯槽（Ⅱ）に放射線業務従事者が立ち入るのは、一時的に行う漏水点検或

いは機器等の保守作業で、表2-1によれば立ち入り時間は10ｈ/週以内であり、放射線業

務従事者の線量当量は７μSv/週となる。 

したがって、第３排水系貯槽（Ⅱ）表面の線量当量率は設計目標値の10μSv/h以下で

あり、安全である。 

表 2-4 第３排水系貯槽各部の線量当量率計算結果 

（変更なし） 

図2-1 貯槽幾何形状図 

（変更なし） 

番号の見直し 記載の適

正化 

記載の適正化 

図番号の見直し 

記載の適正化 

記載の適正化 

表番号の見直し 

記載の適正化 

表番号の見直し 記載の

適正化 

記載の適正化 

表番号の見直し 

図番号の見直し 
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変更前 変更後 変更理由 

3.2.2 照射済核燃料物質の取扱い時のしゃへい 

本施設において照射済核燃料物質は、炉プール及びカナルの水をしゃへい体として取り扱

い、所定期間冷却後、ホットラボ施設或いは利用者に引き渡す。各照射装置において取り扱

う放射性物質の放射能強度を表3-10に示す。 

表3-10 照射設備の放射性物質の放射能強度 

注）*1 ２３３Ｕは、２３９Ｐuよりも安全側であるので２３９Ｐuとして計算する。 

*2 Ｔhの装荷量については、中性子照射量により定まる生成２３３Ｕ量に換算する。

*3 再照射試験を行う照射済燃料は、最大燃焼度110GWd/t-U、冷却日数180日相当の放射能量

のものとする。 

*4 キャスク設備表面における線量当量率が2mSv/h以下になるまで冷却する。

*5 放射能強度の評価において、表記の有効桁数への寄与がない。

*6 燃料試料破損時の評価を含む。

*7 装荷するキャプセル照射装置(ＢＯＣＡ照射装置を含む。)に依存する。

2.2.2 照射済核燃料物質の取扱い時の遮蔽 

本施設において照射済核燃料物質は、炉プール及びカナルの水を遮蔽体として取り扱い、

ホットラボに引き渡す。

本評価では、                                              照射済燃料試料（3体）を

点線源とみなし評価を行う。照射済燃料試料（3体）の計算条件を表2-5に示す。 

項番号の見直し 記載の

適正化 貯蔵設備に保管

中の照射済燃料試料の取

扱い時の記載の追加・見直

し 記載の適正化 

照射試験削除に伴う照射

設備等の表（放射性物質の

放射能強度）の削除 
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変更前 変更後 変更理由 

(1) キャプセル照射装置

イ．照射済試料の取扱い手順

ロ．照射済キャプセル取扱い時のしゃへい

(ｲ) 計算条件

図3-3に示す作業状態における炉プール水のしゃへい計算を行う。 

表2-5 照射済燃料試料の計算条件 

（削る） 

表（照射済燃料試料の計算

条件）の追加 

照射試験削除に伴う照射

設備等の記載の削除 
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Ｐ

(h) 500

キャプセル本体

下段サポートリング

（単位：mm）

圧力容器

θ１

θ2

作業水位　
▽ 炉プール水

29
00

80
0

50

保護管

変更前 変更後 変更理由 

図3-3 キャプセル取扱い時の位置関係図 

(ﾛ) しゃへい計算式

φｒ＝ 
ＳＬ(θ2-θ1) 

Ａ1ｅ
-(1+α1)μhsecθ2＋Ａ1ｅ

-(1+α2)μhsecθ1  ···· (10)
4πh 

Ｄ＝0.0508Ｅｒ・φｒ・μａ ·············································· (11) 

ここで、 

φｒ ：ガンマ線束 （cm-2･s-1） 

ＳＬ ：線源の強さ （cm-2･s-1） 

μ ：水の吸収係数（cm-1） 

μａ ：空気の吸収係数；3.5×10-5（cm-1） 

Ｅｒ ：ガンマ線エネルギー （MeV） 

Ｄ ：Ｐ点における線量当量率（μSv/h） 

Ａ１、Ａ２、α１、α２は build up factor の係数であり、表3-11に示す。同表中のＳＬ

値は表3-10に示すキャプセル取出し時の放射能強度をエネルギー別に区分した値である。

また、θ１、θ２、ｈは図3-3のとおりである。 
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変更前 変更後 変更理由 

表3-11 build up factor 係数値 

エネルギー(MeV) Ａ１ Ａ２ α１ α２ μ(cm-1) ＳＬ(cm
-2･s-1) 

1 11 -10 0.14 0.03 0.07 4.6 ×1014 

2 6.5 - 5.5 0.075 0.093 0.049 4.86×1013 

3 5.2 - 4.2 0.062 0.107 0.039 8.77×1011 

4 4.5 - 3.5 0.045 0.116 0.034 7.85×109 

(ﾊ) 計算結果

図3-3のＰ点における線量当量率の計算結果を表3-12に示す。 

表3-12 照射済キャプセルからの線量当量率 

エネルギー(MeV) １ ２ ３ ４ 合計 

ガンマ線束(cm-2･s-1) 4.36×103 4.15×104 3.26×103 1.17×102 － 

Ｐ 点 の 線 量 当 量 率 ( μ

Sv/h) 
77.5 1040 174 112 1403.5 

(ﾆ) 検討

a. 照射済キャプセル取扱い時の作業位置における線量当量率は約1.4mSv/hである。キャ

プセル1本当たりの引抜き作業と 移送作業に要する合計時

間は約30分であり、従事者の線量は約0.7mSvとなる。年間 大20本のキャプセルを取り

扱うものとするが、この作業は数人のグループで必要に応じて各人が分担して行い、１

従事者の線量が5mSv/年を超えないようにするため、線量限度50mSv/年及び100mSv/5年を

十分に下まわる。 

b. 

被ばくするおそれはない。 

(2) 水力ラビット照射装置 （削る） 照射試験削除に伴う照射

設備等の記載の削除 
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変更前 変更後 変更理由 

ロ．キャスク設備のしゃへい

キャスク設備の鉛しゃへい厚さは15cmである。キャスク設備の表面線量当量率を2mSv/h

以下に制限するため、ラビット移送に先立ちカナルに設置したチェック用水中モニタで線

量当量率を測定し、キャスク表面線量当量率を推定する。 

(ｲ) 計算モデル

水中モニタ及びキャスク設備を図3-4に示すようにモデル化し、計算する。 

(ﾛ) 計算方法

しゃへい計算は、計算コード“QAD-CGGP2”を用いて、ガンマ線エネルギー0.5MeV～5MeV

を0.5MeV間隔で10ケースについて行う。 

(ﾊ) 計算結果

エネルギー別に求めた水中モニタ位置及びキャスク設備表面における線量当量率から、

キャスク設備の表面線量当量率(2mSv/h)に対応する水中モニタ指示値を算定し、図3-5に

示す。 

ラビット移送に当たっては、ラビット試料の生成核種と有為なガンマ線放出エネルギー

を推定し、図3-5によって移送可能な水中モニタ指示値を評価する。 
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変更前 変更後 変更理由 

図3-4 水中モニタ及びキャスク設備の計算モデル 

図3-5 ラビット移送基準（水中モニタ指示値） 

（Ｎo.１カナル水中モニタ） （Ｎo.２カナル水中モニタ） （キャスク設備）
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変更前 変更後 変更理由 

(3) ＢＯＣＡ照射装置

ロ．照射済試料の取扱い時のしゃへい

沸騰水キャプセルの取扱いは、ＯＳＦ－１のキャプセル交換機等を用いて炉プール及び

カナル水中を移動する。移動中の水面上部の線量当量率を求め、従事者の線量を評価する。 

a. 計算条件

燃料試料 

発電炉において以下の条件で照射された燃料試料をＪＭＴＲにて線出力600W/cmで60日

間照射したものとする。 

燃焼度  ：約110GWd/t-U 

冷却時間：180日 

上記の燃料試料について、照射試験中に破損したものとし、１時間冷却後のＦＰ放射線

強度及びガンマ線エネルギースペクトルを計算コード「ORIGEN-2」によって求め、炉プー

ル水面上での線量当量率を計算コード「QAD-CGGP2」によって求める。なお、計算モデル

は、試料の取扱い状態、従事者の位置関係等から図3-6のとおりとする。 

b. 計算結果

ＪＭＴＲで照射後、照射試料のＦＰ生成量は4.83×10１4Bq、ＦＰ放射線強度を表3-13に、

ガンマ線エネルギースペクトルを表3-14に示す。計算結果、点Ｐにおける線量当量率は75

0μSv/hである。 

c. 評価

沸騰水キャプセル取扱い作業の作業毎に、線量（バックグランドを含む）を算定した。

結果を図3-7の作業フローチャートに示す。 

同図から沸騰水キャプセル1本当たりの作業に係る最大線量を求めると、382μSvとなる。

年間最大24本の沸騰水キャプセルを取り扱うものとするが、この作業は数人のグループで

必要に応じて各人が分担して行い、１従事者の線量が5mSv/年を超えないようにするため、

従事者の線量限度50mSv/年及び100mSv/5年を十分に下まわる。 

（削る） 

 

 

 

 

 

照射試験削除に伴う照射

設備等の記載の削除 
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表3-13 ＦＰ放射線強度 表3-14 ガンマ線エネルギースペクトル 

(単位：mm) 

図3-6 計算モデル 

№ 
放出エネルギー

（MeV） 

１時間冷却後 

(s-1) 

１ 1.00×10-2 5.25×1012 

２ 2.50×10-2 2.53×1013 

３ 3.80×10-2 3.24×1013 

４ 5.80×10-2 5.20×1012 

５ 8.50×10-2 1.84×1013 

６ 1.25×10-1 3.99×1013 

７ 2.25×10-1 5.93×1013 

８ 3.75×10-1 4.35×1013 

９ 5.75×10-1 1.54×1014 

10 8.50×10-1 1.45×1014 

11 1.25×100 7.66×1013 

12 1.75×100 6.01×1013 

13 2.25×100 1.05×1013 

14 2.75×100 3.97×1012 

15 3.50×100 3.20×1011 

16 5.00×100 1.88×1010 

17 7.00×100 － 

18 9.50×100 － 

合計 6.80×1014 

核種 
１時間冷却後 

(Bq) 
８３ｍKr 1.90×1012 
８５Kr 2.27×1011 

８５ｍKr 3.10×1012 
８７Kr 3.74×1012 
８８Kr 6.84×1012 

１３１ｍXe 2.89×1011 
１３３Xe 4.64×1013 

１３３ｍXe 1.42×1012 
１３５Xe 7.60×1012 

１３５ｍXe 6.86×1012 
１３８Xe 2.00×1012 
１３１Ｉ 2.47×1013 
１３２Ｉ 3.55×1013 
１３３Ｉ 4.72×1013 
１３４Ｉ 3.62×1013 
１３５Ｉ 4.17×1013 
８４Br 9.13×1011 

１３７Cs 3.74×1012 
１３８Cs 1.82×1013 
９９Mo 4.30×1013 
９９ｍTc 3.83×1013 
１３９Ba 2.84×1013 
８８Rb 7.57×1012 
８９Rb 8.85×1011 
１３２Te 3.45×1013 
１４０La 4.21×1013 

合計 4.83×1014 

炉プール

P
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0
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変更前 変更後 変更理由 

図3-7 沸騰水キャプセル取扱い作業フローチャート 

(1) 照射済燃料試料の引渡し時の手順

イ．ホットラボへ引渡し時の取扱い手順について

照射済核燃料物質のうち、照射済燃料試料（3体）は、

ロ．照射済燃料試料（3体）の取扱い時の遮蔽について

照射済燃料試料（3体）の取扱いは、

カナル水面における線量当

量率を求め、その値を放射線業務従事者が受ける線量として評価する。 

照射済核燃料物質の遮蔽

に関する記載の追加 
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なお、引渡しの際は貯蔵設備を3m以上の水深を保ちつつ移送するが、線量評価では1.5m

地点の水深に点状線源があると仮定し評価を行う。 

a. 計算条件

ＪＭＴＲで照射した照射済燃料試料（3体）の照射条件と冷却年数を表2-5に示す。この

条件を計算条件とする。 

上記の照射済燃料試料（3体）について、それぞれ放射線強度及びガンマ線エネルギー

スペクトルを計算コード「ORIGEN-JR」1）で、カナル水面上での線量当量率を計算コード

「QAD-CGGP2R（QAD-CGGP2のICRP Publication74対応版）」2）で求める。 

計算モデルの照射済燃料試料の取扱い状態を図2-2に示す。 

b. 計算結果

照射済燃料試料（3体）をそれぞれ2019年12月まで冷却した放射能強度を表2-6に、冷却

後のガンマ線エネルギースペクトルを表2-7に示す。 

点Ｐの線量当量率は43.6μSv/hとなる。 

c. 評価

ホットラボへの引渡し作業を3時間要すると仮定すると、引渡し1回当たりの作業に最大

線量130.8μSv被ばくすることとなる。この作業を年間最大3回実施すると仮定した場合 

0.4mSvとなり、１放射線業務従事者でも実効線量限度の5mSv/yを超えない。また、この作

業では数人のグループで実施し、各人が分担して行うため、さらに被ばく量は低減される。 

よってこの作業による被ばく量は、放射線業務従事者の線量限度50mSv/y及び100mSv/5y

を十分に下まわる。 

1) Kinji Koyama,Naoki Yamano and Shun-ich Miyasaka,“ORIGEN-JR: Computer code for

calculating radiation sources and analyzing nuclide",JAERI-M 8229(1979) 

2) Sakamoto.Y,et al.,“QAD-CGGP2 and G33-GP2 : Revised Versions of QAD-CGGP and G33-GP

(Codes with the Conversion Factors from Exposureto Ambient and Maximum Dose 

Equivalents)” ,JAERI-M 90-110,1990 
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変更前 変更後 変更理由 

表2-6 照射済燃料試料の放射能強度 

照射済燃料試料名 放射能量(Bq) 冷却後(Bq) 

A 2.02×1016 3.59×1011 

B 7.88×1016 3.03×1012 

C 1.71×1016 8.45×1012 

合計 ― 1.18×1013 

表2-7 冷却後のガンマ線エネルギースペクトル 

№ 
放出エネル

ギー（MeV） 

A 

(s-1) 

B 

(s-1) 

C 

(s-1) 

合計 

(s-1) 

１ 0.03 3.16×104 1.22×106 6.41×108 6.42×108 

２ 0.04 1.11×107 1.90×108 3.22×109 3.42×109 

３ 0.06 1.55×106 2.98×107 7.89×109 7.92×109 

４ 0.10 4.81×106 4.22×107 2.30×107 7.00×107 

５ 0.15 3.20×106 2.41×107 6.34×106 3.36×107 

６ 0.20 2.21×106 1.67×107 4.69×106 2.36×107 

７ 0.30 5.57×109 4.71×1010 1.15×1011 1.68×1011 

８ 0.63 9.18×1010 7.80×1011 1.98×1012 2.85×1012 

９ 1.10 4.04×108 2.39×109 5.81×1011 5.84×1011 

10 1.55 3.83×107 3.23×108 8.10×108 1.17×109 

11 1.99 1.16×106 9.80×106 2.33×107 3.43×107 

12 2.38 1.60×10-1 5.11 2.65×102 2.70×102 

13 2.75 5.86 1.89×102 1.28×104 1.30×104 

14 3.25 4.49×10-2 1.46 6.94×101 7.09×101 

15 3.70 2.89×10-2 9.35×10-1 4.46×101 4.56×101 

16 4.22 1.82×10-2 5.88×10-1 2.81×101 2.87×101 

17 4.70 8.64×10-3 2.79×10-1 1.33×101 1.36×101 

18 5.25 5.42×10-3 1.75×10-1 8.37 8.55 
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変更前 変更後 変更理由 

添付書類１ 

1. 遮蔽

1.1 概要 

ＪＭＴＲ施設の廃棄施設について、保管廃棄施設に固体廃棄物を保管した場合の実効線量を

計算し、遮蔽能力について評価する。 

本施設で発生する主な固体廃棄物は、キャプセル等の鋼材が照射試験により放射化したもの

及びキャプセル等の取扱作業で使用した手袋、靴カバー等の防護機材が放射化物によって汚染

した物である。 

1.2 線量評価 

(1) 前提条件

① 評価対象核種は、鋼材の放射化物のうち、主要なγ線放出核種である60Coで代表する。

② 線源は廃棄物容器の中心に位置することとし、点状等方線源とする。

③ 保管廃棄施設は、許可の遮蔽に係る管理区分の甲区域（常時放射線業務従事者が作業す

る所で、自由に立入できる場所）に設置するため、その場所の管理基準である線量当量率 

20μSv/h以下となるよう必要に応じて遮蔽体を設け保管廃棄施設境界の線量を管理するも

のとする。したがって、保管廃棄施設境界の線量が、約20μSv/hとなるような線源を用い

て評価する。 

④ 廃棄に係る遮蔽能力評価の計算条件を表１に示す。また、廃棄物保管位置と評価位置に

ついて図１に示す。保管廃棄施設の外壁とカートンボックス中心との距離は30cmとし、外

壁の鋼板は遮蔽体として考慮しない。 

⑤ 管理区域境界に係る評価は、保管廃棄設備と最短距離にある境界を評価点とする。

⑥ 周辺監視区域境界に係る評価は、本施設から周辺監視区域境界までの最短距離（170ｍ）

1
5
0
0

6
0
0
0

評価点P

単位：mm

水(コンクリート) (コンクリート)

図2-2 計算モデル 

（削る） 

2.2.3 保管廃棄施設に固体廃棄物を保管した時の遮蔽 

本施設で発生する主な固体廃棄物は、照射済核燃料物質の取扱作業で使用した手袋等であ

る。 

（下記に移動） 

（下記に移動） 

① 保管廃棄施設は、許可の遮蔽に係る管理区分の甲区域（常時放射線業務従事者が作業す

る所で、自由に立入できる場所）に設置するため、その場所の管理基準である線量当量率 

25μSv/h以下となるよう必要に応じて遮蔽体を設け保管廃棄施設境界の線量を管理するも

のとする。したがって、保管廃棄施設境界の線量が、約25μSv/hとなるような線源を用い

て評価する。 

② 評価対象核種は、照射済核燃料物質の取扱作業において付着が想定される核種のうち、

主要なγ線放出核種である60Coを代表とし、線源は廃棄物容器の中心に位置する点状等方線

源とみなし、評価を行う。

③ 廃棄に係る遮蔽能力評価の計算条件を表2-8に示す。また、廃棄物保管位置と評価位置に

ついて図2-3、図2-4に示す。保管廃棄施設の外壁とカートンボックス中心との距離は30cm

とし、外壁の鋼板は遮蔽体として考慮しない。 

④ 管理区域境界に係る評価は、保管廃棄設備と最短距離にある境界を評価点とする。

⑤ 周辺監視区域境界に係る評価は、本施設から周辺監視区域境界までの最短距離（170m）

記載の適正化 

項番号の見直し 記載の

適正化 

核燃料物質の記載の見直

し 

②に移動

②に移動

番号の見直し 

線量当量率の見直し 

線量当量率の見直し 

記載の見直し 

表番号の見直し 

図番号の見直し 
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にある地点と大洗研究所（北地区）の重畳評価点（340m）を評価点とする。 

⑦ 原子炉建家内の保管廃棄施設は、１階に設置するものを除けば、より遮蔽効果の高い地

下に設置するので、原子炉建家１階の保管廃棄施設の線量評価で代表とする。 

(2) 計算

計算は、線源を60Coで代表し、直接線は、点減衰各積算コードQAD を、スカイシャイン放射

線は、１回散乱点減衰核積分コードG33 を使用して行う。図1-1 及び図１-2 に評価モデル及

び評価位置を示す。 

(3) 保管廃棄施設に係る実効線量の計算結果

計算の結果は、以下のとおりである。また、詳細を表２に示す。 

① 人が常時立ち入る場所に係る実効線量（実効線量限度：1mSv/週）

8.0×10-1ｍSv/週（保管廃棄設備の側面） 

② 管理区域境界に係る実効線量（実効線量限度：1.3mSv/3月）

  1.5×10-2ｍSv/3月 

③ 周辺監視区域境界に係る実効線量（実効線量限度：1mSv/年）

  本施設からの最短距離（170ｍ）の地点：1.6×10-5ｍSv/年 

  大洗研究所（北地区）の重畳評価点（340m）：1.6×10-6ｍSv/年 

(4) 評価

廃棄物保管時における実効線量は、前記(3)に示すように60Co換算で5.5MBqの放射性同位元

素を保管した場合でも、法令に定める実効線量限度を超えることはない。 

表１ 保管廃棄施設に係る遮蔽能力評価の計算条件一覧 

評価場所 人が常時立ち入る場所 管理区域境界 周辺監視区域境界 

評価位置記号 Ｕ Ｖ Ｗ 

線源からの距離(ｍ) 0.30 2.0 170 

線源の強さ(MBq) 5.5 5.5 5.5 

遮蔽体厚さ(cm) － 40(コンクリート) 40(コンクリート)※ 

評価時間 40h/週 500h/3月 8760h/年 

※：スカイシャイン放射線の評価では考慮しない。 

表２ 保管廃棄施設に係る遮蔽能力評価の計算結果 

評価場所 実効線量 

人が常時立ち入る場所 2.0×10-2(mSv/ｈ) 8.0×10-1(mSv/週) 

管理区域境界 3.0×10-5(mSv/ｈ) 1.5×10-2(mSv/3月) 

周辺監視区域境界 

本施設からの最短距離（170ｍ） 1.8×10-9(mSv/ｈ) 1.6×10-5(mSv/年) 

大洗研究所（北地区）の重畳評価

点（340m） 
1.8×10-10(mSv/ｈ) 1.6×10-6(mSv/年) 

にある地点と大洗研究所（北地区）の重畳評価点（340m）を評価点とする。 

⑥ 原子炉建家内の保管廃棄施設は、１階に設置するものを除けば、より遮蔽効果の高い地

下に設置するので、原子炉建家１階の保管廃棄施設の線量評価で代表とする。 

イ．計算条件

線源形状 ：点状等方線源 

核種 ：60Co 

エネルギー ：1.17MeV 及び 1.33MeV 

評価位置 ：廃棄物保管位置と評価位置は図 2-3、図 2-4に示すとおり。 

距離 ：保管廃棄施設の外壁とカートンボックス中心 30cm 

外壁の鋼板は遮蔽体として考慮しない 

ロ．計算方法

計算は、線源を60Coで代表し、直接線は、点減衰各積算コードQAD を、スカイシャイン

放射線は、１回散乱点減衰核積分コードG33 を使用して行う。 

ハ．計算結果

人が常時立ち入る場所に係る実効線量（実効線量限度：1mSv/週）、管理区域境界に係

る実効線量（実効線量限度：1.3mSv/3月）及び周辺監視区域境界に係る実効線量（実効

線量限度：1mSv/y）の計算の結果を表2-9に示す。 

ニ．評価

廃棄物保管時における線量評価は、ハに示すように60Co換算で6.8MBqの放射性同位元素

を保管した場合でも、法令に定める実効線量限度を超えることはない。 

表2-8 保管廃棄施設に係る遮蔽能力評価の計算条件一覧 

評価場所 人が常時立ち入る場所 管理区域境界 周辺監視区域境界 

評価位置記号 Ｕ Ｖ Ｗ 

線源からの距離(ｍ) 0.30 2.0 170 

線源の強さ(MBq) 6.8 6.8 6.8 

遮蔽体厚さ(cm) － 40(コンクリート) 40(コンクリート)※ 

評価時間 40h/週 500h/3月 8760h/y 

※：スカイシャイン放射線の評価では考慮しない。 

表2-9 保管廃棄施設に係る遮蔽能力評価の計算結果 

評価場所 実効線量 

人が常時立ち入る場所 2.5×10-2(mSv/h) 1.0 (mSv/週) 

管理区域境界 3.2×10-5(mSv/h) 1.6×10-2(mSv/3月) 

周辺監視区域境界 

本施設からの最短距離（170ｍ） 2.0×10-9(mSv/h) 1.8×10-5(mSv/y) 

大洗研究所（北地区）の重畳評価

点（340m） 
1.9×10-10(mSv/h) 1.7×10-6(mSv/y) 

記載の見直し 

記載の見直し 

表番号の見直し 

線量当量率の見直し 

単位の見直し 

表番号の見直し 

線量当量率及び単位の見

直し 
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図1-1 保管廃棄に係る遮蔽能力評価位置（人が常時立ち入る場所及び管理区域境界） 

（省略） 

図1-2 保管廃棄に係る遮蔽能力評価位置（周辺監視区域境界） 

（省略） 

安全対策書 

2. 火災に対する考慮

2.1 基本方針 

(1) 火災の発生を防止するため、主要な建家、構築物及び機器は、鉄筋コンクリート、鉄骨、

スレート等の不燃性の材料又は難燃性の材料を主要構成材として用いる。

(2) 早期に火災を検知し迅速に消火を行うため、自動火災警報設備及び消火設備を設ける。

(3) 万一、火災が発生した場合は、初期消火ができるよう各所に各種消火器を配置する。

2.2 電気による火災 

漏電等の電気による火災等を防止するため、次の対策を行う。 

(1) 原子炉建家内に設置する変圧器、遮断器等の電気機器は、火災の原因となる油を使用しな

い乾式型とする。 

(2) 電線は、可能な限り不燃性又は難燃性のものを用いる。また、電線ダクトには延焼防止の

ため不燃性ペーストを塗布する。 

(3) 電源系統には過電流遮断器、地絡検出装置を設ける。

(4) 電気機器等の近傍には、可燃性のものをできるだけ置かないようにする。

(5) 終業時は、保安維持に必要な機器以外の給電を停止する。

(6) 電気設備は定期的に点検を行い、漏電、過熱等による火災発生を防止する。

2.3 可燃性物質による火災 

(1) 本施設内には木製、プラスチック製の内装物、備品類のほか、運転・保守に使用する油脂

類の可燃性物質がある。油脂類については、消防法等の関連法規に従って管理する。 

(2) 本施設内で火気を使用する場合、予測される火災の種類に応じた消火器を準備の上、作業

を行う。 

(3) 自然発火のおそれのあるものを使用する場合は、適切な発火防止策を講ずる。

2.4 火災拡大防止対策 

図2-3 保管廃棄に係る遮蔽能力評価位置（人が常時立ち入る場所及び管理区域境界） 

（変更なし） 

図2-4 保管廃棄に係る遮蔽能力評価位置（周辺監視区域境界） 

（変更なし） 

3. 火災等による損傷の防止

第四条 

使用施設等は、火災又は爆発によりその安全性が損なわれないよう、火災及び爆発の発生を防

止することができ、かつ、火災及び爆発の影響を軽減する機能を有するものでなければならな

い。 

2 使用前検査対象施設には、火災又は爆発によりその安全性が損なわれないよう、前項に定め

るもののほか、消火を行う設備（次項において「消火設備」という。）及び早期に火災発生を

感知する設備を設けなければならない。 

3 消火設備は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても安全上重要な施設の安全機能

を損なわないものでなければならない。 

3.1 火災に対する考慮 

3.1.1 基本方針 

(1) 火災の発生を防止するため、主要な建家、構築物及び機器は、鉄筋コンクリート、鉄骨、

スレート等の不燃性の材料又は難燃性の材料を主要構成材として用いる。

(2) 早期に火災を検知し迅速に消火を行うため、自動火災警報設備及び消火設備を設ける。

(3) 万一、火災が発生した場合は、初期消火ができるよう各所に各種消火器を配置する。

3.1.2 電気による火災 

漏電等の電気による火災等を防止するため、次の対策を行う。 

(1) 原子炉建家内に設置する変圧器、遮断器等の電気機器は、火災の原因となる油を使用しな

い乾式型とする。 

(2) 電線は、可能な限り不燃性又は難燃性のものを用いる。また、電線ダクトには延焼防止の

ため不燃性ペーストを塗布する。 

(3) 電源系統には過電流遮断器、地絡検出装置を設ける。

(4) 電気機器等の近傍には、可燃性のものをできるだけ置かないようにする。

(5) 終業時は、保安維持に必要な機器以外の給電を停止する。

(6) 電気設備は定期的に点検を行い、漏電、過熱等による火災発生を防止する。

3.1.3 可燃性物質による火災 

(1) 本施設内には木製、プラスチック製の内装物、備品類のほか、運転・保守に使用する油脂

類の可燃性物質がある。油脂類については、消防法等の関連法規に従って管理する。 

(2) 本施設内で火気を使用する場合、予測される火災の種類に応じた消火器を準備の上、作業

を行う。 

(3) 自然発火のおそれのあるものを使用する場合は、適切な発火防止策を講ずる。

3.1.4 火災拡大防止対策 

図番号の見直し 

図番号の見直し 

項番号の見直し 
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前項のように火災の発生を防止するために十分な対策を講じているので、火災発生の可能性

は極めて低いと考えられるが、万一の火災に備え以下の火災拡大防止対策を講ずる。 

(1) 建家は、鉄筋コンクリート造りの耐火構造とする。

(2) 給排気系の必要箇所にはダンパを設ける。

(3) 設備、機器等の材料は原則として不燃性又は難燃性のものを用いる。

(4) 消防法に基づき、建家内全域を対象とし消火器、屋内及び屋外消火栓並びに自動火災検知

器を設ける等、火災防止対策を講ずる。 

3. 爆発に対する考慮

化学薬品、ガス等による爆発事故を防止するため、以下の対策を講ずる。

3.1 化学薬品による爆発事故 

(1) 引火性又は爆発性の化学薬品の使用は極力避ける。万一、使用する場合は十分な換気を行

い、爆発限界濃度になることがないように管理する。 

(2) 化学薬品を入れた容器には内容物を明示する。

3.2 ガスによる爆発事故 

可燃性高圧ガスの使用は極力避ける。ただし、整備等のために使用する場合、必ず作業場所

の近傍に消火器を用意する等、関連法令に従って取り扱い、管理する。 

添付書類1 

2. 火災等による損傷の防止

本施設において発生した固体廃棄物及び固体廃棄物とする前段階のものについて以下のよう

な火災防止対策を講ずる。 

(1) 本施設において発生した固体廃棄物とする前段階のもののうち、可燃性の物は金属製容

器に収納するなどの防火対策を行う。 

(2) 本施設において発生した固体廃棄物のうち可燃性の物は鋼製容器又は鋼製保管箱に収納

するなどの防火対策を行う。 

前項のように火災の発生を防止するために十分な対策を講じているので、火災発生の可能性

は極めて低いと考えられるが、万一の火災に備え以下の火災拡大防止対策を講ずる。 

(1) 建家は、鉄筋コンクリート造りの耐火構造とする。

(2) 給排気系の必要箇所にはダンパを設ける。

(3) 設備、機器等の材料は原則として不燃性又は難燃性のものを用いる。

(4) 消防法に基づき、建家内全域を対象とし消火器、屋内及び屋外消火栓並びに自動火災検知

器を設ける等、火災防止対策を講ずる。 

3.2 爆発に対する考慮 

化学薬品、ガス等による爆発事故を防止するため、以下の対策を講ずる。 

3.2.1 化学薬品による爆発事故 

(1) 引火性又は爆発性の化学薬品の使用は極力避ける。万一、使用する場合は十分な換気を行

い、爆発限界濃度になることがないように管理する。 

(2) 化学薬品を入れた容器には内容物を明示する。

3.2.2 ガスによる爆発事故 

可燃性高圧ガスの使用は極力避ける。ただし、整備等のために使用する場合、必ず作業場所

の近傍に消火器を用意する等、関連法令に従って取り扱い、管理する。 

3.3 固体廃棄物等の火災等による損傷の防止 

本施設において発生した固体廃棄物及び固体廃棄物とする前段階のものについて以下のよう

な火災防止対策を講ずる。 

(1) 本施設において発生した固体廃棄物とする前段階のもののうち、可燃性の物は金属製容

器に収納するなどの防火対策を行う。 

(2) 本施設において発生した固体廃棄物のうち可燃性の物は鋼製容器又は鋼製保管箱に収納

するなどの防火対策を行う。 

4. 立入りの防止

第五条 

使用施設等には、人がみだりに管理区域内に立ち入らないように壁、柵その他の区画物及び標

識を設けなければならない。 

2 使用施設等には、業務上立ち入る者以外の者がみだりに周辺監視区域内に立ち入ることを制

限するため、当該区域の境界に柵その他の人の侵入を防止するための設備又は標識を設けなけ

ればならない。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合は、この限

りでない。 

人がみだりに管理区域に立ち入らないように管理区域境界を壁又は柵によって区画し、かつ、

標識を設ける。また、業務上立ち入る者以外の者がみだりに周辺監視区域に立ち入ることを制限

するため、当該区域の境界に柵又は標識を設ける。 

記載の見直し 
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安全対策書 

7. 臨界安全に対する考慮

ＪＭＴＲにおける核燃料物質の取扱いに関する臨界管理は、原則としてTID-7016（Nuclear

Safety Guide, TID-7016.(1961)）で示された基準に従って行う。核燃料物質を貯蔵するときは、

いかなる場合にも臨界にならないような状態で貯蔵する。 

7.1 臨界性の検討 

本施設内の貯蔵設備の臨界性の検討に当たっては、取扱う核燃料物質の性状が固体に限られ

ていることを考慮して臨界評価を行う。 

7.2 検討結果 

本施設内の貯蔵設備の臨界管理は、取扱う核燃料物質の性状が固体に限られていることを考

慮し、複数の種類の核燃料物質が混在しても臨界管理上の問題とならないよう、表7-1に示す 

TID-7016の各々の核燃料物質の臨界管理上の質量の勧告値のうち、金属の最小質量である２３９

Ｐuの勧告値を用いて管理する。 

本施設において核燃料物質の貯蔵を行う場合は、表7-2に示す貯蔵場所ごと又は貯蔵設備ご

との臨界管理に係る核的制限値以内で質量管理を行う。なお、複数基の設備で構成される貯蔵

設備にあっては、誤操作により、貯蔵設備を構成する設備のいづれか１基に核的制限値を超え

る核燃料物質が保管されることが無いよう、同一名称の貯蔵設備を単一ユニットとして管理す

る。従って、臨界の問題は起こらない。 

5. 自然現象による影響の考慮

第六条 

使用施設等（使用前検査対象施設を除く。）は、想定される自然現象による当該使用施設等へ

の影響を適切に考慮したものでなければならない。 

該当なし 

6. 核燃料物質の臨界防止

第七条 

使用前検査対象施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするため、核的に安全

な形状寸法にすることその他の適切な措置を講じたものでなければならない。 

2 使用前検査対象施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備を設

けなければならない。 

6.1 臨界安全に対する考慮 

ＪＭＴＲにおける核燃料物質の取扱いに関する臨界管理は、原則としてTID-7016（Nuclear 

Safety Guide, TID-7016.(1961)）で示された基準に従って行う。核燃料物質を貯蔵するときは、

いかなる場合にも臨界にならないような状態で貯蔵する。 

6.1.1 臨界性の検討 

本施設内の貯蔵設備の臨界性の検討に当たっては、取扱う核燃料物質の性状が固体に限られ

ていることを考慮して臨界評価を行う。 

6.1.2 検討結果 

本施設内の貯蔵設備の臨界管理は、取扱う核燃料物質の性状が固体に限られていることを考

慮し、複数の種類の核燃料物質が混在しても臨界管理上の問題とならないよう、表6-1に示す 

TID-7016の各々の核燃料物質の臨界管理上の質量の勧告値のうち、金属の最小質量である239Pu

の勧告値を用いて管理する。 

本施設において核燃料物質の貯蔵を行う場合は、表6-2に示す貯蔵場所ごと又は貯蔵設備ご

との臨界管理に係る核的制限値以内で質量管理を行う。なお、複数基の設備で構成される貯蔵

設備にあっては、誤操作により、貯蔵設備を構成する設備のいづれか１基に核的制限値を超え

る核燃料物質が保管されることが無いよう、同一名称の貯蔵設備を単一ユニットとして管理す

る。従って、臨界安全上の問題は起こらない。 
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表7-1 核燃料物質の臨界管理上の質量（TID-7016） 

分類 

２３３Ｕ ２３５Ｕ ２３９Ｐu 

勧告値 
最小 

臨界値 
勧告値 

最小 

臨界値 
勧告値 

最小 

臨界値 

質量 

(kg） 

溶液 

金属 

0.25 

3.2 

0.59 

7.5 

0.35 

10.0 

0.82 

22.8 

0.22 

2.6(α相) 

3.5(δ相) 

0.51 

5.6(α相) 

7.6(δ相) 

表7-2 貯蔵場所又は貯蔵設備の臨界管理に係る核的制限値 

種類及び制限量 
233Ｕ,235Ｕ,239Ｐuの総量 

2.6kg 

2.6kg 

2.6kg 

2.6kg 

2.6kg 

2.6kg 

2.6kg 

2.6kg 

7.3 臨界事故に対する考慮 

本施設の核燃料取扱いは質量制限により行っており、かつ、その管理は、施設管理者又は核

燃料取扱主務者を含む複数人により確認が行われる。また、各貯蔵設備で貯蔵できる最大質量

は、TID-7016の勧告値に基づいているため、誤操作により二重装荷があった場合においても最

小臨界質量に達しないため臨界安全は確保できる。 

複数の貯蔵設備が混在するカナルにおいては、照射済核燃料物質の貯蔵設備間は、TID-7016

の基準に従い面間距離を30cm以上取って保管するため、相互干渉による臨界安全は確保でき

る。 

以上のとおり、臨界防止策が講じられているので、本施設においては、臨界事故は起こらな

い。 

さらに、本施設においては、中性子モニタ及びγ線エリアモニタを設置しており、臨界及び

その継続性を検知できるようにしている。 

表6-1 核燃料物質の臨界管理上の質量（TID-7016） 

分類 

233U 235U 239Pu 

勧告値 
最小 

臨界値 
勧告値 

最小 

臨界値 
勧告値 

最小 

臨界値 

質量 

(kg） 

溶液 

金属 

0.25 

3.2 

0.59 

7.5 

0.35 

10.0 

0.82 

22.8 

0.22 

2.6(α相) 

3.5(δ相) 

0.51 

5.6(α相) 

7.6(δ相) 

表6-2 貯蔵場所又は貯蔵設備の臨界管理に係る核的制限値 

種類及び制限量 
233U,235U,239Puの総量 

2.6kg 

2.6kg 

2.6kg 

2.6kg 

2.6kg 

2.6kg 

2.6kg 

2.6kg 

6.1.3 臨界事故に対する考慮 

本施設の核燃料取扱いは質量制限により行っており、かつ、その管理は、施設管理者又は核

燃料取扱主務者を含む複数人により確認が行われる。また、各貯蔵設備で貯蔵できる最大質量

は、TID-7016の勧告値に基づいているため、誤操作により二重装荷があった場合においても最

小臨界質量に達しないため臨界安全は確保できる。 

複数の貯蔵設備が混在するカナルにおいては、照射済核燃料物質の貯蔵設備間は、TID-7016

の基準に従い面間距離を30cm以上取って保管するため、相互干渉による臨界安全は確保でき

る。 

以上のとおり、臨界防止策が講じられているので、本施設においては、臨界事故は起こらな

い。 

さらに、本施設においては、中性子モニタ及びγ線エリアモニタを設置しており、臨界及び

その継続性を検知できるようにしている。 
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安全対策書 

5. 自然現象に対する考慮

5.1 基本方針 

(1) 本施設は、浸水のおそれのない平坦な場所に建設する。

(2) 本施設の建家及び機器等は、地震力、台風、積雪等に対して安全なように設計する。

(3) 耐震設計については、施設の重要度に応じて設計する。

5.2 主要な施設の耐震設計 

耐震設計は、主要な施設の重要度に応じて、次の静的地震力に対する強度評価を行い、健全

性を確認し、異常の発生、拡大を防止する。 

(1) 原子炉建家

・水平震度 KH=0.3、鉛直震度 KV=0.15の地震力

・クレーン階以上は水平震度 KH=0.4、鉛直震度 KV=0.2の地震力

(2) その他の建家

・水平震度 KH=0.2の地震力

(3) 重要機器

7. 使用前検査対象施設の地盤

第八条 

使用前検査対象施設は、次条第二項の規定により算出する地震力（安全機能を有する使用前検

査対象施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放

射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの（以下この条及び次条において「耐震重要施

設」という。）にあっては、同条第三項の地震力を含む。）が作用した場合においても当該使

用前検査対象施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。 

2 耐震重要施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設

けなければならない。 

3 耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。 

本施設は、平坦な場所に建設され、安定した地層に支持されており、地滑り、陥没等のおそれ

はない。 

8. 地震による損傷の防止

第九条 

使用前検査対象施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。 

2 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある使用前検査対象施設の安全機能の

喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。 

3 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震に

よる加速度によって作用する地震力に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなけれ

ばならない。 

4 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して安全機

能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

8.1 基本方針 

（削る） 

（削る） 

耐震設計については、施設の重要度に応じて設計する。 

8.2 主要な施設の耐震設計 

耐震設計は、主要な施設の重要度に応じて、次の静的地震力に対する強度評価を行い、健全

性を確認し、異常の発生、拡大を防止する。 

(1) 原子炉建家

・水平震度 KH=0.3、鉛直震度 KV=0.15の地震力

・クレーン階以上は水平震度 KH=0.4、鉛直震度 KV=0.2の地震力

(2) その他の建家

・水平震度 KH=0.2の地震力

(3) 重要機器
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その損傷により公衆に対し直接又は放射線障害を及ぼすおそれのある構造物、機器及び配

管等（例えば、炉プール及びカナル並びに照射装置のうち原子炉の圧力容器に挿入される炉

内管等） 

・水平震度 KH=0.6、鉛直震度 KV=0.3の地震力

(4) 一般機器

・水平震度 KH=0.4、鉛直震度 KV=0.2の地震力

(5) キュービクル

・水平震度 KH=0.3、鉛直震度 KV=0.15の地震力

その損傷により公衆に対し直接又は放射線障害を及ぼすおそれのある構造物、機器及び配

管等（例えば、炉プール及びカナルのうち原子炉の圧力容器に挿入される炉内管等） 

・水平震度 KH=0.6、鉛直震度 KV=0.3の地震力

(4) 一般機器

・水平震度 KH=0.4、鉛直震度 KV=0.2の地震力

(5) キュービクル

・水平震度 KH=0.3、鉛直震度 KV=0.15の地震力

9. 津波による損傷の防止

第十条 

使用前検査対象施設は、その供用中に当該使用前検査対象施設に大きな影響を及ぼすおそれが

ある津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

ＪＭＴＲは、大洗研究所（北地区）の敷地内西部の標高約36ｍの台地に位置するため、津波に

よる被害を受けるおそれはない。 

10. 外部からの衝撃による損傷の防止

第十一条 

使用前検査対象施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。次項において同じ。）が

発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。 

2 安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定され

る自然現象により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計評価事故時に生ずる応力を適

切に考慮したものでなければならない。 

3 使用前検査対象施設は、工場等内又はその周辺において想定される当該使用前検査対象施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるもの

を除く。）に対して安全機能を損なわないものでなければならない。 

10.1 自然事象 

（1）降水・洪水

敷地は、太平洋に面した標高 35m～40m の鹿島台地にあり、ＪＭＴＲは標高約 36m に設置してい

る。敷地内には、窪地をせき止めて造成した夏海湖があり、水面は標高約 29m、最深部は約 6m

である。敷地に降った雨水等の表流水のほとんどが夏海湖に集まり、一般排水溝に流れる経路と

なるが、大雨等により万が一夏海湖が増水した場合にでも、地形的な関係から敷地北部の谷地を

流れる経路となり、谷地や水路を伝って涸沼に流れる。このような地形及び表流水の状況からみ

て降水・洪水によって施設の安全機能を損なうおそれはない。 

照射試験削除に伴う照射

設備の記載の削除 

本項目は「独立行政法人日

本原子力研究開発機構に

おける核燃料物質の使用

等に関する規則（昭和32

年総理府令第84号）第１条

第２項第８号に規定する

「安全上重要な施設」に該

当する構築物、系統及び機

器を特定した結果につい
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（2）風（台風）

施設の風荷重に対する設計は、日本最大級の台風を考慮した建築基準法に基づいて行ってお

り、風（台風）によって施設の安全機能を損なうおそれはない。 

（3）竜巻

施設の竜巻に対する建物の健全性評価は「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（5）」に示さ

れる方法に従って実施した。竜巻時に考慮すべきとされている設計荷重（風圧力、気圧差及び

飛来物による衝撃荷重の複合荷重）に対して、原子炉建家は保有水平体力が上回っており健全

であるが、カナル室は保有水平耐力が下回っており建物は損壊する。カナル室の建物は損壊す

るが、床面に位置するカナル（No.2）は水位を維持するため、施設の安全機能を損なうおそれ

はない。 

（4）凍結

屋外機器で凍結による安全機能に影響を与えるおそれのあるものは、凍結防止対策を行って

おり、凍結による被害を受けることはない。 

（5）積雪

建家は茨城県建築基準法等施行細則に定める垂直積雪量で設計を行っており、積雪によって

施設の安全機能を損なうおそれはない。 

（6）落雷

雷害防止として、建築基準法に基づき建家及び排気筒に避雷設備（避雷針）を設置しており、

落雷によって施設の安全機能を損なうおそれはない。 

（7）地滑り

ＪＭＴＲは平地に立地しているため地滑りによって施設の安全機能を損なうおそれはない。 

（8）火山の影響

「原子力発電所の火山影響評価ガイド」を参考に立地評価及び影響評価を行った結果、使用

施設の安全性に影響を与える可能性のある火山事象は降下火砕物のうち火山灰である。敷地内

ボーリング調査結果を用いた降下火砕物の敷地調査の結果及び降下火砕物の敷地周辺の文献調

査結果に基づき、降下火砕物の堆積厚さは最大約50cmと評価している。火山灰が施設に降灰す

る際は、火山灰除去を実施する等の対策を講じることが可能であるため、火山の影響によって

施設の安全機能を損なうおそれはない。 

（9）生物学的事象

ＪＭＴＲでは海水及び夏海湖からの取水を行っていないため、海生生物や微生物等による影

響はない。また、屋外に安全機能に影響を与える電源盤、制御盤がないため小動物等による影

響はない。そのため生物学的影響の考慮は要しない。 

（10）森林火災

「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」に準じて評価した。ＪＭＴＲは樹冠火発生しき

い値を上回らないため、樹冠火は発生しないが、保守的に評価するため、強制的に樹冠火が発

生する条件を想定して計算した。保守的に評価しても施設の外壁表面の温度は200℃を超えない

（最大176℃）ことから、森林火災によって施設の安全機能が損なわれるおそれはない。 

10.2 人為による事象 

（1）飛来物

ＪＭＴＲへの航空機落下確率を「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準につ

て（報告）」から必要事項

を抜粋し、記載した。 
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いて」に準じて評価したところ、8.8×10-8回/年との結果が得られた。このように航空機の落下

確率は、基準である10-7回/年を超えないことから、飛来物の考慮は要しない。 

（2）ダムの崩落

ＪＭＴＲ周辺地域のダムとしては、大洗研究所の敷地から北西方向約20kmの地点に楮川（こ

うぞがわ）ダムが存在するが、敷地との距離が十分離れていることから、ダムの崩壊による影

響はない。そのためダムの崩壊の考慮は要しない。 

（3）爆発

大洗研究所の敷地外10km以内には、爆発の発生事象となる石油コンビナート等特別防災区域

に指定される石油コンビナート施設はないことから、爆発による影響はない。そのため爆発の

考慮は要しない。 

（4）近隣工場等の火災

大洗研究所の近隣工場等として東側に国道51号を隔てた海側にごみ処理施設（大洗・鉾田・

水戸環境組合クリーンセンター）、西側に日本核燃料開発株式会社及び日揮株式会社があるが、

いずれも施設から十分離れており、これらの工場等の火災による熱影響はない。 

ＪＭＴＲ敷地内にある非常用電源等に使用する重油燃料を貯蔵する二つの重油タンク（50kl

と100kl）について火災影響の評価を行った結果、原子炉建家外壁の最高温度は約65℃となった。

また、航空機落下による火災の影響が最も厳しくなる条件にて評価を行った結果、原子炉建家

外壁温度及び重油タンク内重油温度は、それぞれ、約90℃及び約40℃まで上昇するが、それぞ

れの判定基準である200℃及び240℃（重油の発火点）を超えない。 

そのため近隣工場等の火災によって施設の安全機能が損なわれるおそれはない。 

（5）有毒ガス

大洗研究所の敷地外10km以内には、有毒ガスの発生事象となる石油コンビナート等特別防災

区域に指定される石油コンビナート施設はないことから、有毒ガスによる影響はない。そのた

め有毒ガスの考慮は要しない。 

（6）船舶の衝突

ＪＭＴＲは、港湾等を有しておらず大洗研究所の北方約5kmに大洗港があるが本施設からは十

分離れている。また、本施設は海水の取水を行っていないため、船舶の衝突や座礁により重油

等が流出したとしても影響はない。そのため船舶の衝突について考慮する必要はない。 

（7）電磁的障害

電磁的障害によって施設の安全機能が損なわれないようにノイズ対策等を施す。よって施設

の安全機能が損なわれるおそれはない。 

11. 使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止

第十二条 

使用前検査対象施設が設置される工場等には、使用前検査対象施設への人の不法な侵入、使用

前検査対象施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件

を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることを防止するための設備を設けなければならな

い。 

2 使用前検査対象施設が設置される工場等には、必要に応じて、不正アクセス行為（不正アク
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安全対策書 

6. 誤操作等に対する考慮

6.3 漏えい防止対策 

機器、配管からの漏えいを防止するため次の対策を講ずる。 

(1) 機器、配管の材料は、十分な耐食性を有するものを使用する。

(2) 機器、配管の製作、施工に当たっては、十分に実績のある工事の方法を採用し、かつ、厳

重な品質管理を行う。 

(3) 定期的に漏えい検査を行い、所期の性能が維持されていることを確認する。

(4) 万一の漏えいに備えて、予想される場所には堰を設けるとともに、漏水検知器を設け、異

常の拡大防止を図る。 

セス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正

アクセス行為をいう。）を防止するための設備を設けなくてはならない。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律第56条の3第2項（施行日：令和二年四

月一日）及び核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の10（施行日：令和二年四月一日）に基

づき、人の不法な侵入等の防止に必要な防護措置を講ずる。 

施設の運転管理に用いる計算機等は、外部の通信網に接続しない。 

12. 溢水による損傷の防止

第十三条 

使用前検査対象施設は、その施設内における溢水が発生した場合においても安全機能を損なわ

ないものでなければならない。 

施設内において上水配管及び工業用水配管の地震力による破損、消火系統の作動等による溢水

が生じた場合においても、安全機能を損なうことはなく、臨界安全管理についても質量や配置の

管理により十分になされており、臨界に達するおそれはない。 

なお、機器、配管からの漏えいを防止するため次の対策を講ずる。 

(1) 機器、配管の材料は、十分な耐食性を有するものを使用する。

(2) 機器、配管の製作、施工に当たっては、十分に実績のある工事の方法を採用し、かつ、厳

重な品質管理を行う。 

(3) 定期的に漏えい検査を行い、所期の性能が維持されていることを確認する。

(4) 万一の漏えいに備えて、予想される場所には堰を設けるとともに、漏水検知器を設け、異

常の拡大防止を図る。 

13. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止

第十四条 

使用前検査対象施設は、その施設内における化学薬品の漏えいが発生した場合においても安全

機能を損なわないものでなければならない｡ 

本施設内において安全機能を損なうおそれのある多量の化学薬品の取扱いはない。 

14. 飛散物による損傷の防止

第十五条 

使用前検査対象施設は、その施設内の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により、安全機能を損

なわないものでなければならない。 

本施設内の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により、安全機能を損なわないものとする。 

飛散物の発生原因としては、ガス爆発、クレーン等の重量物の落下、回転機器の破損に起因す

る飛散物が想定される。 

記載の適正化 
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(1) ガス爆発

「3. 火災等による損傷の防止」の「3.2 爆発に対する考慮」に記載した爆発を防止するため

の対策によって飛散物の発生を防止する。 

(2) クレーン等の重量物の落下

クレーンその他の搬送機器については、搬送物の落下防止や搬送機器の逸走防止対策のほか、

電源喪失時にも搬送物を安全に把持する構造とすること等により、飛散物が発生しないものと

する。 

(3) 回転機器の損壊

回転機器については、過回転を防止するための機構を設ける、ケーシングを設置する等の対

策によって、飛散物によって安全機能を喪失しないものとする。 

15. 重要度に応じた安全機能の確保

第十六条 

使用前検査対象施設は、その安全機能の重要度に応じて、その機能が確保されたものでなけれ

ばならない。 

2 安全上重要な施設は、機械又は器具の単一故障（単一の原因によって一つの機械又は器具が

所定の安全機能を失うこと（従属要因による多重故障を含む。）をいう。）が発生した場合に

おいてもその機能を損なわないものでなければならない。 

核燃料物質使用施設等における保安上重要な施設の設計、工事及び検査については、適切と認

められる規格及び基準によるものとする。 

16. 環境条件を考慮した設計

第十七条 

使用前検査対象施設は、通常時及び設計評価事故時に想定される全ての環境条件において、安

全機能を発揮することができるものでなければならない。 

本施設は、通常時及び設計評価事故時における設備・機器の設置場所の環境条件の変化（圧力、

温度、湿度及び放射線状況）を考慮し、設備・機器に期待する安全機能を発揮できるものとする。 

17. 検査等を考慮した設計

第十八条 

使用前検査対象施設は、当該使用前検査対象施設の安全機能を確認するための検査又は試験及

び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるものでなければならない｡ 
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安全対策書 

9. 共用に対する考慮

原子炉建家、換気設備、電源設備は、原子炉施設と共用しているが、これらはその機能、構造

等から必要な対策が施されており、本施設の安全性に支障を及ぼすことはない。 

安全対策書 

6. 誤操作等に対する考慮

6.1 誤操作による事故の防止対策 

誤操作による事故の発生を防止するため、次の防止対策を講ずる。 

(1) 運転員の誤操作を防止するため、指示計、スイッチ等には名称標示等を行う。

(2) 運転マニュアル、チェックシート等を整備するとともに、事前に十分な運転訓練を行って

誤操作の発生を防止する。 

(3) 警報、通信装置、表示ランプ等を設け、異常状態を速やかに検知し、適切な修正措置を取

ることによって異常の拡大を抑え、事故の発生を未然に防止する。表6-1に水力ラビット照

射装置、表6-2にＢＯＣＡ照射装置及び表6-3にＯＳＦ－１照射装置の警報一覧を示す。 

6.1.1 キャプセル取り扱い時 

キャプセル取り扱いは、ハンドリングツールを用いて放射線業務従事者が行う。圧力容器

上で行う照射済キャプセルの炉心からの取出し作業の際、引き抜き過ぎによる放射線被ばく

事故が考えられるため、必ず２人以上で線量を確認しながら引き抜きを実施することで放射

線被ばく事故は防止できる。 

6.1.2 水力ラビット照射装置 

弁等の誤操作によって冷却水流量低下に至ると試料温度の上昇による試料の破損が生ずる

おそれがあるため、冷却水流量「低」で原子炉への安全動作を作動させ、試料温度の異常な

上昇を防止する。 

6.1.3 ＢＯＣＡ照射装置 

弁等の誤操作によって高圧給水系圧力に異常が生じた場合、圧力の異常低下によって燃料

本施設の設備・機器については、安全機能を確認するための検査又は試験及び安全機能を維持

するための保守又は修理ができるような構造とする。 

18. 使用前検査対象施設の共用

第十九条 

使用前検査対象施設は、他の原子力施設又は同一の工場等内の他の使用施設等と共用する場合

には、使用前検査対象施設の安全性を損なわないものでなければならない。 

本施設の原子炉建家、換気設備、電源設備は、原子炉施設と、No.3カナルはホットラボと共用

しているが、これらはその機能、構造等から必要な対策が施されており、本施設の安全性に支障

を及ぼすことはない。 

19. 誤操作の防止

第二十条 

使用前検査対象施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければならない。 

2 安全上重要な施設は、容易に操作することができるものでなければならない。 

19.1 誤操作による事故の防止対策 

誤操作による事故の発生を防止するため、次の防止対策を講ずる。 

(1) 放射線業務従事者の誤操作を防止するため、指示計、スイッチ等には名称標示等を行う。 

(2) 作業マニュアル、チェックシート等を整備するとともに、事前に十分な作業についての教

育・訓練を行って誤操作の発生を防止する。 

(3) 表示ランプ等を設け、異常状態を速やかに検知し、適切な修正措置を取ることによって異

常の拡大を抑え、事故の発生を未然に防止する。 

19.1.1 照射済核燃料物質の取り扱い 

照射済核燃料物質の取り扱いは、キャスク台車及びハンドリングツールを用いて放射線業

務従事者が行う。取扱作業の際、カナル水面への引き上げ過ぎによる放射線被ばく事故が考

えられるため、必ず２人以上で線量を確認しながら引き上げを実施することで放射線被ばく

事故は防止できる。 

（削る） 

（削る） 

記載の適正化 

記載の適正化 

記載の適正化 

照射済核燃料物質の取り

扱いについての追加及び

記載の見直し 

照射試験削除に伴う照射

設備等の記載の削除 

照射試験削除に伴う照射
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変更前 変更後 変更理由 

試料の破損事故、圧力の異常上昇によってキャプセル外筒の破損事故の発生につながるおそ

れがある。 

このため、高圧給水系圧力「高」及び「低」で原子炉スクラムの安全動作を作動させ、こ

れらの破損事故の発生を防止する。 

6.1.4 ＯＳＦ－１照射装置 

弁等の誤操作によって冷却水圧力の異常低下或いは流量低下が生じた場合、キャプセルの

除熱が異常となり、燃料試料の破損事故の発生につながるおそれがある。 

このため、冷却水出入口圧力「低」及び冷却水流量「低」で原子炉スクラムの安全動作を作動

させ、燃料試料の破損事故の発生を防止する。 

6.2 汚染防止対策 

(1) 炉プール内の圧力容器上でキャプセル等の取り扱いを行う場合、炉プール水位を作業水

位まで下げて行う。この際、浸漬部分に対しては十分な除染を行う。 

(2) 炉プール等で使用後、ハンドリングツール等を水中から引き上げるときは、水切り及び

除染を十分に行い、さらに、先端掴み部はビニール袋で覆い、汚染の発生、拡大を防止す

る。 

(3) サンプリングボックス等のグローブは、必要に応じて交換し、破損による汚染発生を防

止する。 

表6-1 水力ラビット照射装置の警報一覧表 

動作 

項目 

警報 セットバック

作動 作動条件 安全動作 

 冷却水流量 低 ○ 
3.8m3/h以下に

なったとき 
セットバック

 冷却水放射能 高 ○ － － 

キャスク周辺モニタ  高
○ － － 

表6-2 ＢＯＣＡ照射装置の警報一覧表 

系
統

動作 

項目 

警報 
装置の 

インターロック
原子炉スクラム 

作動条件 作動条件 安全動作 作動条件 安全動作*1 

高
圧
給

水
系 高圧給水系圧力 高 

7.65MPa以

上になった

とき 

7.94MPa以

上になっ

たとき 

ポンプ 

停止 

8.24MPa以

上になった

とき 

原子炉スロ

ースクラム 

（削る） 

19.2 汚染防止対策 

(1) 炉プール作業及びカナル作業において、照射済核燃料物質の取り扱いを行う場合、ハン

ドリングツール等を水中から引き上げるときは、水切り及び除染を十分に行い、さらに、

先端掴み部はビニール袋で覆い、汚染の発生、拡大を防止する。また、浸漬部分に対して

は十分な除染を行う。 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

設備等の記載の削除 

照射試験削除に伴う照射

設備等の記載の削除 

項番号の見直し 

照射試験を行わないこと

から記載の見直し 

照射試験を行わないこと

から記載の削除 

照射試験削除に伴う照射

設備等の表の削除 

照射試験削除に伴う照射

設備等の表の削除 
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高圧給水系圧力 低 

6.77MPa以

下になった

とき 

6.57MPa以

下になっ

たとき 

ポンプ 

切換わり 

6.37MPa以

下になった

とき 

原子炉スロ

ースクラム、

遮断弁閉 

水モニタ 高 

通常指示値×

５以上になっ

たとき 

通常指示値×

10以上になっ

たとき 

*1 

遮断弁閉 
－ － 

水モニタ 故障 〇 － － － － 

キュービクル内負圧 異常 

負圧が維持

できなくな

ったとき 

－ － － － 

接続ボックス圧力 高 

0.02MPa以

上になっ

たとき 

－ － － － 

漏
水
検
出
系

給水ポンプ 漏水 〇 － － － － 

キュービクル 漏水 〇 － － － － 

接続ボックス 漏水 〇 － － － － 

*1：キースイッチ操作によりバイパス可能

表6-3 ＯＳＦ－１照射装置の警報一覧表 

動作 

項目 

警報 原子炉スクラム 

作動 作動 安全動作 

冷 却 水 流 量 低 ○ ○ 原子炉スロースクラム 

炉内管入口圧力  低 ○ ○ 
原子炉スロースクラム 

緊急弁 開 

炉内管出口圧力 低 ○ ○ 
原子炉スロースクラム 

緊急弁 開 

水 モ ニ タ 高 ○ － － 

漏 水 ○ － － 

（削る） 

20. 安全避難通路等

第二十一条 

使用前検査対象施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明 

三 設計評価事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用の 

電源 

使用前検査対象施設として次に掲げる設備を設ける。 

(1) 安全避難通路

本施設には、建築基準法、同法施行令及び同法施行規則に準拠し、安全避難通路を設ける。 

照射試験削除に伴う照射

設備等の表の削除 
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安全対策書 

10. その他の安全設備

10.2 避難誘導灯 

通常時、本施設建家内の照明装置は商用電源から給電されているが、一部の照明装置は非常

用電源から給電されている。したがって、照明がなくなることはなく、安全に避難できる。 

万一の場合を考慮して、さらに避難通路にはバッテリー内蔵の照明灯が備えられている。 

(2) 避難用の照明

1) 非常用照明灯

安全避難通路には、建築基準法、同法施行令及び同法施行規則に準拠し、本施設放射線業

務従事者等に継続的に使用される部屋及び区画からの避難を想定し、非常用照明灯を設置す

る。 

避難用照明の非常用照明灯は、商用電源から給電されている。全交流電源喪失時には非常

用照明灯内蔵の蓄電池又は非常灯用蓄電池から給電され、避難することができる明るさを有

するものとする。 

2)避難誘導灯

安全避難通路には、消防法、同法令施行令及び同法施行規則に準拠し、避難誘導灯又は誘

導標識を設置する。 

避難誘導灯は商用電源から給電されている。全交流電源喪失時には内蔵されている蓄電池か

ら給電され、屋内から直接地上へ通じる通路、出入口及び避難階段等へ誘導できるものとする。 

(3) 可搬式の仮設照明

設計評価事故等が発生した場合に用いる照明として、可搬型照明設備を配備する。 

21. 貯蔵施設

第二十三条 

貯蔵施設には、次に掲げるところにより、核燃料物質を貯蔵するための施設又は設備を設けな

ければならない。 

一 核燃料物質を貯蔵するために必要な容量を有するものであること。 

二 核燃料物質を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置を 

講じたものであること。 

三 標識を設けるものであること。 

2 貯蔵施設には、核燃料物質を冷却する必要がある場合には、冷却するために必要な設備を設

けなければならない｡ 

貯蔵施設は、核燃料物質を貯蔵するための十分な容量を有している。貯蔵施設には立入制限の

措置を講じている。 

22. 廃棄施設

第二十四条 

廃棄施設には、次に掲げるところにより、放射性廃棄物を処理するための施設又は設備を設け

なければならない。 

一 管理区域内の人が常時立ち入る場所及び周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度を

項番号の見直し 

記載の見直し 
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2. 閉じ込め機能の確保

2.3 気体廃棄施設 

閉じ込め障壁に加えて、閉じ込め機能を確保するため、原子炉建家及び居室実験室建家には

換気設備を設け、放射性物質の放出を抑制する。 

2.3.1 原子炉建家換気設備 

原子炉建家換気設備は給気設備と排気設備とからなる。原子炉建家内の空気は、以下に示す

各排気設備により高性能フィルタ等を通してろ過したのち、放射性物質の濃度を連続的に監視

しながら排気筒から放出する。 

(1) 通常排気設備

本設備は、原子炉建家内の排気を行い、外気に対し負圧に維持して放射性物質の漏えいを防

止する。 

(2) 照射実験用排気設備

照射設備の機器、配管等を納めるエリア及び同設備からの排気並びに原子炉一次冷却水の

脱気ガスの排気を行い、原子炉建家の負圧に比べ、更に高負圧維持して放射性物質等が漏れ

出ないようにする。 

(3) 非常用排気設備

非常用排気設備は、照射設備の運転中は、非常用電源で駆動し、商用電源喪失時において

も原子炉建家内の負圧を保ち、放射性物質等が漏れ出ないにようする。 

(4) 炉下室排気設備

炉下室及び制御棒駆動装置室の排気を行い、原子炉建家の負圧に比べ、更に高負圧に維持

して放射性物質等が漏れ出ないようにする。 

2.3.2 居室実験室建家換気設備 

居室実験室建家換気設備は、給気設備と排気設備からなり、ホット実験室及び放射線管理室

並びにフード内部の排気を行い、放射性物質等が漏れ出ないようにする。 

低減できるよう、使用施設等において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するものであ 

ること。ただし、空気中に放射性物質が飛散するおそれのないときは、この限りではない。 

二 周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を低減できるよう、使用施設等におい 

て発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するものであること。 

2 廃棄施設には、放射性廃棄物を保管廃棄する場合は、次に掲げるところにより、保管廃棄施

設を設けなければならない。 

一 放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有するものであること。 

二 外部と区画されたものであること。 

三 放射性廃棄物を冷却する必要がある場合には、冷却するために必要な設備を設けるものであ 

ること。 

四 放射性廃棄物を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置 

を講じたものであること。 

3 放射性廃棄物を廃棄するための施設又は設備には、標識を設けなければならない。 

22.1 気体廃棄施設 

原子炉建家及び居室実験室建家には換気設備を設け、放射性物質の放出を抑制する。 

22.1.1 原子炉建家換気設備 

原子炉建家換気設備は給気設備と排気設備とからなる。原子炉建家内の空気は、以下に示す

各排気設備により高性能フィルタ等を通してろ過したのち、放射性物質の濃度を連続的に監視

しながら排気筒から放出する。 

(1) 通常排気設備

本設備は、原子炉建家内の空気を浄化し、かつ、外気に対し原子炉建家内を負圧に維持して

放射性物質の漏えいを防止する。排気はプレフィルタ及び高性能フィルタでろ過し、排気筒か

ら大気中へ放出する。 

(2) 照射実験用排気設備

照射設備の機器、配管等を納めるエリア並びに原子炉一次冷却水の脱気ガスの排気を行い、

原子炉建家内を負圧に維持して放射性物質等の漏えいを防止する。排気はプレフィルタ、高

性能フィルタ及びチャコールフィルタでろ過し、排気筒から大気中へ放出する。 

(3) 非常用排気設備

非常用排気設備は、通常排気設備と同様に商用電源で駆動し、原子炉建家内の負圧を保ち、

放射性物質等が漏れ出ないようにする。排気にはプレフィルタ、高性能フィルタ及びチャコ

ールフィルタでろ過し、排気筒から大気中へ放出する。 

(4) 炉下室排気設備

炉下室及び制御棒駆動装置室の空気を浄化し、排気する設備である。原子炉建家内の負

圧に比べ、更に高負圧に維持して放射性物質等が漏れ出ないようにする。排気はプレフィル

タ及び高性能フィルタでろ過し、排気筒から大気中へ放出する。

22.1.2 居室実験室建家換気設備 

居室実験室建家換気設備は、給気設備と排気設備からなり、ホット実験室及び放射線管理室

並びにフード内部の排気を行い、放射性物質等が漏れ出ないようにする。気体廃棄物は、プレ
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5. 気体廃棄物管理

5.1 概要 

気体廃棄施設は、原子炉建家換気設備及び居室実験室建家換気設備からなる。 

5.1.1 原子炉建家換気設備 

原子炉建家換気設備の排気設備は次のとおりである。各排気設備の排気は、高性能フィル

タ等でろ過したのち、放射性物質の濃度を連続監視しながら排気筒から放出する。

(1) 通常排気設備

原子炉建家内空気を浄化し、排気する設備であり、かつ、外気に対して建家内を負圧に維

持する設備である。 

(2) 照射実験用排気設備

照射実験設備の排気ガス、原子炉一次冷却系統の脱気ガス、及びこれらの設備、系統等を

収容する部屋、ダクト、ボックス等からの排気を浄化し、排気する設備である。本設備によ

って原子炉建家内に比べ、収容部屋、ダクト、ボックス等は、さらに高い負圧に維持される。 

(3) 非常用排気設備

非常用排気設備は、非常用電源で常時運転されている。商用電源喪失時及び原子炉一次冷

却水中の放射性物質の濃度上昇時には、(1)、(2)及び(4)の排気設備は停止し、本設備のみ

の運転となる。なお、この場合においても原子炉建家内の負圧は保たれるため、放射性物質

の閉じ込め機能は維持される。 

(4) 炉下室排気設備

炉下室及び制御棒駆動装置室の排気を浄化し、排気する設備である。本設備によって原子

炉建家内に比べ、炉下室等は、さらに高い負圧に維持される。 

5.1.2 居室実験室建家換気設備 

ホット実験室、測定室及び放射線管理室の各室内空気並びにフードの空気を浄化し、排気

する。 

5.2 処理方法 

5.2.1 原子炉建家換気設備 

気体廃棄物は、原子炉建家換気設備である次の設備によって処理され、放射性物質の濃度

を監視しながら排気筒から放出する。 

(1) 通常排気設備

原子炉建家内空気の排気を行うもので、プレフィルタ及び高性能フィルタでろ過し、排気

筒から大気中へ放出する。 

(2) 照射実験用排気設備

照射設備の排気ガス、設備・機器等の収納スペースの排気を行うもので、放射性気体廃棄

物を含む可能性があるため、プレフィルタ、高性能フィルタ及びチャコールフィルタでろ過

し、排気筒から大気中へ放出する。 

(3) 非常用排気設備

上記(1)及び(2)の排気を兼ねるもので、プレフィルタ、高性能フィルタ及びチャコールフ

フィルタ及び高性能フィルタでろ過し、放射性物質の濃度を監視しながら排気筒から大気中へ

放出する。 

施設と5.気体廃棄物管理
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ィルタでろ過し、排気筒から大気中へ放出する。 

(4) 炉下室排気設備

炉下室及び制御棒駆動装置室の排気を行うもので、プレフィルタ及び高性能フィルタでろ

過し、排気筒から大気中へ放出する。 

5.2.2 居室実験室換気設備 

ホット実験室及び放射線管理室並びにフードの換気を行うもので、気体廃棄物は、プレフ

ィルタ及び高性能フィルタでろ過し、放射性物質の濃度を監視しながら排気筒から大気中へ

放出する。 

5.3 放出放射能 

5.3.1 気体廃棄物の発生源 

通常運転時に発生する気体廃棄物は、各種照射設備、ホット実験室等からのもので次のと

おりである。 

(1) 照射設備から発生する気体廃棄物

照射設備から発生する気体廃棄物は、照射実験において燃料試料の被覆管が破損しＦＰの

一部が漏えいすることが考慮されているＢＯＣＡ照射装置からのものである。その他の照射

装置では、核燃料物質は密閉した状態で扱うため気体廃棄物の放出は極めて少ない。 

(2) 居室実験室から発生する気体廃棄物

ホット実験室等から発生する気体廃棄物は、放射性物質濃度、核種等の分析のためのサン

プリング水等からのものであり、排気筒から大気中への放出量は無視できる。 

5.3.2 気体廃棄物の放出量 

ＢＯＣＡ照射装置において、年間24本の核燃料試料の被覆管が破損し、ＦＰが漏えいした

とすると、１年当りの気体廃棄物の放出量は、表5-1に示すとおりである。 

表5-1 キャプセル照射試験による気体廃棄物放出量 

核種 
核燃料試料１体当りの 

排気筒からの放出量(Bq) 
年間放出量(Bq) 

83ｍKr 1.50×107 3.61×108 

85ｍKr 2.71×107 6.51×108 

87Kr 4.85×107 1.16×109 

88Kr 6.62×107 1.59×109 

133Xe 3.52×108 8.45×109 

133ｍXe 1.08×107 2.60×108 

135Xe 3.52×107 8.44×108 

135ｍXe 7.69×107 1.85×109 

22.1.3 気体廃棄物の放出量 

（削る） 

(1) 原子炉建家から発生する気体廃棄物

照射済核燃料物質は密封された状態であることから、貯蔵及び移送作業時における気体廃

棄物の放出は少なく、排気筒から大気中への放出量は無視できる。 

(2) 居室実験室から発生する気体廃棄物

照射済核燃料物質は密封された状態であることから、サンプリング水の放射性物質濃度、

核種等の分析等における気体廃棄物の放出は少なく、排気筒から大気中への放出量は無視で

きる。 

（削る） 

（削る） 
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照射試験削除に伴う照射

設備等の記載の削除 

照射試験削除に伴う照射

設備等の記載の見直し 

照射試験削除に伴う照射

設備等の記載の見直し 

照射試験削除に伴う照射

設備等の記載の削除 

照射試験削除に伴う照射

設備等の表の削除 
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138Xe 2.86×108 6.86×109 

131Ｉ 3.75×104 9.00×105 

132Ｉ 5.44×104 1.30×106 

133Ｉ 7.31×104 1.75×106 

134Ｉ 8.07×104 1.94×106 

135Ｉ 7.03×104 1.69×106 

障害対策書 

6. 液体廃棄物管理

6.1 概要 

本施設で発生する液体廃棄物は、発生源によって分類した貯槽に貯留、さらに、タンクヤー

ドの廃液タンクに一旦集め、放射性物質濃度を確認ののち、廃液輸送管又は廃液運搬車で廃棄

物管理施設へ移送して引き渡す。ホット実験室等については、ホット機械室の廃液タンクに一

旦集め、放射性物質濃度を確認ののち、廃液運搬車で廃棄物管理施設へ移送して引き渡す。 

6.2 処理方法 

6.2.1 原子炉建家の液体廃棄物 

(1) 第１排水系貯槽

炉室地下４階に設ける第１排水系貯槽には、原子炉一次冷却系統、各循環系統機器及びサ

ンプリングの排水、炉プール・カナルの溢水等を集液する。

(2) 第２排水系貯槽

炉室地下４階に設ける第２排水系貯槽には、各種照射設備の排水、保守及び除染作業の廃

液等であって、放射能汚染の可能性がある排水を集液する。 

(3) 第３排水系貯槽

原子炉建家外の西側に設ける第３排水系貯槽には、原子炉一次冷却系統及び各照射設備の

イオン交換塔使用済樹脂、フィルタ、ストレーナ等の逆洗水を集液する。貯槽内において、

固体粒子や懸濁物と液体とに分離する。 

(4) 第４排水系貯槽

炉室地下４階に設ける第４排水系貯槽には、放射能汚染の可能性がない排水を集液する。 

6.2.2 タンクヤード 

原子炉建家外の西側に位置するタンクヤード内に廃液タンクを設け、第１排水系貯槽から

第４排水系貯槽の廃液を一旦貯留し、放射性物質濃度を確認ののち、廃棄物管理施設へ移送

して引き渡す。 

6.2.3 ホット機械室廃液タンク 

ホット実験室、測定室及び放射線管理室の排水を集液する貯槽で、ホット機械室地階に設

ける。廃液タンクに一旦貯留し、放射性物質濃度を確認ののち、廃棄物管理施設へ移送して

引き渡す。 

22.2 液体廃棄物施設 

本施設で発生する液体廃棄物は、発生源によって分類した貯槽に貯留、さらに、タンクヤー

ドの廃液タンクに一旦集め、放射性物質濃度を確認ののち、廃液輸送管又は廃液運搬車で廃棄

物管理施設へ移送して引き渡す。ホット実験室等については、ホット機械室の廃液タンクに一

旦集め、放射性物質濃度を確認ののち、廃液運搬車で廃棄物管理施設へ移送して引き渡す。 

22.2.1 原子炉建家の液体廃棄物 

(1) 第１排水系貯槽

炉室地下４階に設ける第１排水系貯槽には、原子炉一次冷却系統、各循環系統機器及び

サンプリングの排水、炉プール・カナルの溢水等を集液する。

(2) 第２排水系貯槽

炉室地下４階に設ける第２排水系貯槽には、保守及び除染作業の廃液等であって、放射能

汚染の可能性がある排水を集液する。 

(3) 第３排水系貯槽

原子炉建家外の西側に設ける第３排水系貯槽には、原子炉一次冷却系統のイオン交換塔使

用済樹脂、フィルタ、ストレーナ等の逆洗水を集液する。貯槽内において、固体粒子や懸濁

物と液体とに分離する。 

(4) 第４排水系貯槽

炉室地下４階に設ける第４排水系貯槽には、放射能汚染の可能性がない排水を集液する。 

22.2.2 タンクヤード 

原子炉建家外の西側に位置するタンクヤード内に廃液タンクを設け、第１排水系貯槽から

第４排水系貯槽の廃液を一旦貯留し、放射性物質濃度を確認ののち、廃棄物管理施設へ移送

して引き渡す。 

22.2.3 ホット機械室廃液タンク 

ホット実験室、測定室及び放射線管理室の排水を集液する貯槽で、ホット機械室地階に設

ける。廃液タンクに一旦貯留し、放射性物質濃度を確認ののち、廃棄物管理施設へ移送して

引き渡す。 
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変更前 変更後 変更理由 

6.3 漏えい防止対策 

(5) 廃液輸送管は、耐食性を考慮した材料を使用するとともに、すべて防水対策を施したＵ字

溝内に敷設し、その要所には点検孔（集水桝と一体構造）を設けて、外表面の点検と敷設経

路における発生水の貯留ができるようにする。発生水は、随時採取して放射性物質の濃度を

測定し、少量の漏えいが生じても発見できるようにする。 

また、送水にあたっては、排出元と受入れ側とで量を連絡し、多量の漏えいがないことを

確認するとともに、万一多量の漏えいが発生した場合でも、これを即座に検知し、送水を停

止して環境への流出を防止できるように、主要な集水桝に漏えい検知器を設ける。 

6.3 液体廃棄物の推定発生量 

本施設の推定発生量は次のとおりである。 

照射設備 ································································· 130m3/y 

添付書類1 

3. 廃棄施設

3.1 概要 

本施設内で発生した固体廃棄物は、原則として、原子炉建家内の保管廃棄設備に保管したの

ち、廃棄物管理施設へ引き渡す。 

3.2 固体廃棄物管理 

本施設内で発生する固体廃棄物は、可燃性のもの（布、紙等の可燃物であって廃棄物管理施

設で焼却処分するもの。）、不燃性のもの（可燃物であっても廃棄物管理施設で焼却処分しな

いものを含む。）に区分し、所定の容器（20ℓ紙容器又はペール缶）に収納するか、又は、プ

ラスチック包装する等の放射性物質の飛散防止措置を施して線量当量率を測定した上で、保管

廃棄設備に保管した後、廃棄物管理施設へ引き渡す。 

この他、点検、改修工事等で生じる大型の汚染物等を解体分別した固体廃棄物は、専用の金

属製容器又はドラム缶に収納して、保管廃棄設備に保管した後、又は直接、廃棄物管理施設へ

引き渡す。 

なお、保管廃棄設備に保管した固体廃棄物は、計画的に廃棄物管理施設に引き渡し、保管廃

棄施設の保管能力を超えないよう管理する。 

3.3 固体廃棄物の推定発生量 

通常運転時の本施設内の発生源別の推定発生量（原子炉施設との合算値）は次のとおりであ

る。 

使用済イオン交換樹脂 12m3/y 

使用済フィルタ 40m3/y 

雑固体廃棄物 60m3/y 

その他工事廃棄物 0.5m3/y 

3.4 固体廃棄物管理上の必要事項 

22.2.4 廃液輸送管 

耐食性を考慮した材料を使用するとともに、すべて防水対策を施したＵ字溝内に敷設し、

その要所には点検孔（集水桝と一体構造）を設けて、外表面の点検と敷設経路における発生

水の貯留ができるようにする。発生水は、随時採取して放射性物質の濃度を測定し、少量の

漏えいが生じても発見できるようにする。 

また、送水にあたっては、排出元と受入れ側とで量を連絡し、多量の漏えいがないことを

確認するとともに、万一多量の漏えいが発生した場合でも、これを即座に検知し、送水を停

止して環境への流出を防止できるように、主要な集水桝に漏えい検知器を設ける。 

22.2.4 液体廃棄物の推定発生量 

本施設の推定発生量は次のとおりである。 

ホット実験室、測定室及び放射線管理室等の排水量 最大10m3/y

22.3 固体廃棄物施設 

本施設内で発生した固体廃棄物は、原則として、原子炉建家内の保管廃棄設備に保管したの

ち、廃棄物管理施設へ引き渡す。 

22.3.1 固体廃棄物管理 

本施設内で発生する固体廃棄物は、可燃性のもの（布、紙等の可燃物であって廃棄物管理施

設で焼却処分するもの。）、不燃性のもの（可燃物であっても廃棄物管理施設で焼却処分しな

いものを含む。）に区分し、所定の容器（20ℓ紙容器又はペール缶）に収納するか、又は、プ

ラスチック包装する等の放射性物質の飛散防止措置を施して線量当量率を測定した上で、保管

廃棄設備に保管した後、廃棄物管理施設へ引き渡す。 

この他、点検、改修工事等で生じる大型の汚染物等を解体分別した固体廃棄物は、専用の金

属製容器又はドラム缶に収納して、保管廃棄設備に保管した後、又は直接、廃棄物管理施設へ

引き渡す。 

なお、保管廃棄設備に保管した固体廃棄物は、計画的に廃棄物管理施設に引き渡し、保管廃

棄施設の保管能力を超えないよう管理する。 

22.3.3 固体廃棄物の推定発生量 

通常運転時の本施設内の発生源別の推定発生量（原子炉施設との合算値）は次のとおりであ

る。 

使用済イオン交換樹脂 12m3/y 

使用済フィルタ 40m3/y 

雑固体廃棄物 60m3/y 

その他工事廃棄物 0.5m3/y 

22.3.4 固体廃棄物管理上の必要事項 
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変更前 変更後 変更理由 

(1) 廃棄施設の管理区域出入口付近及び保管廃棄設備の扉に放射能標識を設ける。

(2) 保管廃棄設備の出入口は常時施錠し、許可を受けた者以外は立ち入らないようにする。

障害対策書 

8. 放射線管理

8.1 概要 

本施設における放射線管理は、従事者及び一般公衆の線量当量が法令で定める値を超えない

ように監視するとともに、不要な被ばくを避け、各人の被ばくを合理的に達成できるかぎり低

くする。 

8.2 管理区域の管理 

管理区域の線量当量率及び表面密度を次によって測定、監視する。 

(1) 線量当量率の測定

線量当量率は、放射線エリアモニタによって連続監視するとともに、ガンマ線サーベイメ

ータ等を用いて定期的又は必要に応じて測定する。 

(2) 表面密度の測定

管理区域内床等の表面密度は、サーベイ法又はスミヤ法によってサーベイメータ等を用い

て定期的又は必要に応じて測定する。 

管理区域から退出する者の身体及び衣服等の表面汚染は、管理区域の出入口にハンドフッ

トクロスモニタを配置して測定する。

また、管理区域から搬出する物品等は、搬出の都度表面密度が基準値以下であることを確

認するため、サーベイ法又はスミヤ法によってサーベイメータ等を用いて測定する。 

(3) 空気中の放射性物質の濃度の測定

(1) 廃棄施設の管理区域出入口付近及び保管廃棄設備の扉に放射能標識を設ける。

(2) 保管廃棄設備の出入口は常時施錠し、許可を受けた者以外は立ち入らないようにする。

23. 汚染を検査するための設備

第二十五条 

密封されていない核燃料物質を使用する場合にあっては、使用施設等には、管理区域内の放射

性物質により汚染されるおそれのある場所から退出する者の放射性物質による汚染を検査する

ために必要な設備を設けなければならない｡ 

本施設は、管理区域から退出する際の汚染を検査するための設備として、管理区域の出入口に

汚染検査のための場所を設け、ハンドフットクロスモニタ若しくはサーベイメータを配置し、管

理区域から退出する者の身体、衣服等の表面密度を測定する。 

24. 監視設備

第二十六条 

使用前検査対象施設には、必要に応じて、通常時及び設計評価事故時において、当該使用前検

査対象施設及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定し、並び

に設計評価事故時における迅速な対応のために必要な情報を適切に表示できる設備を設けなけ

ればならない｡ 

24.1 概要 

本施設における放射線管理は、放射線業務従事者及び一般公衆の線量当量が法令で定める値

を超えないように監視するとともに、不要な被ばくを避け、各人の被ばくを合理的に達成でき

るかぎり低くする。 

24.2 管理区域の管理 

管理区域の線量当量率及び表面密度を次によって測定、監視する。 

(1) 線量当量率の測定

線量当量率は、通常、放射線エリアモニタによって連続監視するとともに、ガンマ線サー

ベイメータ等を用いて定期的又は必要に応じて測定する。 

(2) 表面密度の測定

管理区域内床等の表面密度は、サーベイ法又はスミヤ法によってサーベイメータ等を用い

て定期的又は必要に応じて測定する。 

管理区域から退出する者の身体及び衣服等の表面汚染は、管理区域の出入口にハンドフッ

トクロスモニタを配置して測定する。

また、管理区域から搬出する物品等は、搬出の都度表面密度が基準値以下であることを確

認するため、サーベイ法又はスミヤ法によってサーベイメータ等を用いて測定する。 

(3) 空気中の放射性物質の濃度の測定
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変更前 変更後 変更理由 

管理区域内各所に設置したローカルサンプリング端から空気中のダストを補集し、放射性

物質の濃度を測定する。 

8.3 排気及び排水の管理 

排気筒から放出する気体廃棄物中の放射性物質の濃度は、排気モニタによって連続測定し、

監視する。 

液体廃棄物は、一旦タンクヤードに貯留し、放射性物質の濃度を測定したのち、廃棄物管理

施設へ移送して引き渡す。 

8.4 放射線業務従事者の被ばく管理 

従事者の線量は、個人線量計を用いて、線量を測定し管理する。 

放射性物質を体内に摂取するおそれのある作業に従事する者に対しては、定期的及び必要に

応じて全身計測、バイオアッセイによって内部被ばくの線量を測定する。 

8.5 監視装置 

放射線エリアモニタ、室内ダストモニタ、排気モニタ等の信号は、原子炉制御室及び機械制御

室内の放射線モニタ盤にて集中監視するとともに、放射線レベル又は放射性物質の濃度が設定値

を超えた場合は、放射線モニタ盤及び必要な箇所に警報を発する。 

安全対策書 

4. 停電に対する考慮

本施設の電源は、大洗研究所北受電所から受電する商用電源及び施設内に設置の非常用電源

設備からなる。 

商用電源停電による事故の発生を防止するため、照射設備の運転時には、安全上重要な機器

等に非常用電源を常時給電して安全が確保できるような設計とする。 

安全対策書 

10. その他の安全設備

管理区域内各所に設置したローカルサンプリング端から空気中のダストを補集し、放射性

物質の濃度を測定する。 

24.3 排気及び排水の管理 

排気筒から放出する気体廃棄物中の放射性物質の濃度は、排気モニタによって連続測定し、

監視する。 

液体廃棄物は、一旦タンクヤードに貯留し、放射性物質の濃度を測定したのち、廃棄物管理

施設へ移送して引き渡す。 

24.4 放射線業務従事者の被ばく管理 

放射線業務従事者の線量は、個人線量計を用いて、線量を測定し管理する。 

放射性物質を体内に摂取するおそれのある作業に従事する者に対しては、定期的及び必要に

応じて全身計測、バイオアッセイによって内部被ばくの線量を測定する。 

24.5 監視装置 

放射線エリアモニタ、室内空気モニタ、排気モニタ等の信号は、原子炉制御室及び機械制御

室内の放射線モニタ盤にて集中監視するとともに、放射線レベル又は放射性物質の濃度が設定

値を超えた場合は、放射線モニタ盤及び必要な箇所に警報を発する。 

25. 非常用電源設備

第二十七条 

使用前検査対象施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、監視設備

その他当該使用前検査対象施設の安全機能を確保するために必要な設備を使用することができ

るように、必要に応じて非常用電源設備を設けなければならない 

本施設の電源は、大洗研究所北受電所から受電する商用電源がある。 

外部電源系統からの電気の供給が停止した場合においても本施設では貯蔵のみを行うため安

全上問題はない。 

26. 通信連絡設備等

第二十八条 

使用前検査対象施設が設置される工場等には、設計評価事故が発生した場合において工場等内

の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設備を設けなければならない。 

2 使用前検査対象施設が設置される工場等には、設計評価事故が発生した場合においてその施

設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、専用通信回線を設けなければ

ならない。 

3 専用通信回線は、必要に応じて多様性を確保するものでなければならない。 
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変更前 変更後 変更理由 

10.1 通報連絡設備 

本設備は、緊急時の通報連絡を確保するためのもので、一斉放送設備とページング設備から

なる。 

(1) 一斉放送設備

照射制御室及び予め用意された場所に設置されている放送装置によってＪＭＴＲ全域に

一斉放送できる機能を有する。 

(2) ページング設備

本施設全体の部屋、各種設備の設置箇所の近傍等の全域にページング通話機が設置されて

おり、相互間で随時通話することができる。 

設計評価事故が発生した場合において施設内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置

及び通信設備を設ける。通信設備は、緊急時の通報連絡を確保するためのもので、一斉放送設

備とページング設備からなる。 

(1) 一斉放送設備

照射制御室及び予め用意された場所に設置されている放送装置によってＪＭＴＲ全域に

一斉放送できる機能を有する。 

(2) ページング設備

本施設全体の部屋、各種設備の設置箇所の近傍等の全域にページング通話機が設置されて

おり、相互間で随時通話することができる。 

記載の見直し 
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添２-１ 
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並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止
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又は装置の故障、地震、火災、爆発等があつた場
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並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止

の措置に関する説明書 

（施設編） 

ＪＭＴＲ 
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安全対策書 

8. 想定事故及び一般公衆への影響評価

本施設で使用する設備、機器等は、厳重な品質管理に基づき設計、製作及び据え付けを行っ

ている。さらに、保安規定等によって安全対策を厳重に講じるので、故障、誤操作等による事

故の発生は極めて小さい。しかし、万一、これらに事故が発生し建家外に放射性物質が放出さ

れる場合を想定し、一般公衆の線量を評価する。 

8.1 想定事故の選定と内容 

本施設で想定される事故のうち、周辺公衆の受ける線量が最も大きいと考えられる事故とし

て、ＯＳＦ－１照射装置のキャプセル破損事故のケースを考える。 

この事故は、何らかの原因で照射試料であるキャプセルの外筒管が破損して、キャプセル内

部に蓄積している核分裂生成物（以下「ＦＰ」という。）がＯＳＦ－１の冷却系内に流出し、

ＦＰを含む冷却水が原子炉建家内へ漏えいするような事象として考える。 

キャプセル破損事故の発生は、ＯＳＦ－１冷却系に設置する放射線モニタ等によって検知さ

れる。破損検知後は、事故の拡大を防止する処置がとられる。通常、ＯＳＦ－１冷却系は密閉

状態に保たれていることから、冷却系内に流出したＦＰは冷却系内に保持される。 

事象の解析に当たっては、ＯＳＦ－１冷却系から冷却水が原子炉建家内に漏えいし、気相へ

移行したＦＰが原子炉建家の換気設備を経て排気筒から放出する場合について、周辺監視区域

外における公衆の線量評価を行う。また、原子炉建家内に残っているＦＰからの直接線及びス

カイシャイン放射線による線量評価も併せて行う。

8.2 施設外に放出されたＦＰによる線量の評価 

想定事故の評価にあたり、次に示す放出条件を設定する。図8-1にキャプセル破損事故時の

ＦＰの大気放出過程概要を示す。 

8.2.1 放出条件 

(1) キャプセル内の燃料試料は事故発生直前まで、最大出力30kWで長期間（2000日）照射さ

れていたものとする。 

(2) キャプセルから流出するＦＰは、全蓄積量に対し次に示す割合とする。

希ガス ： 100％ 

よう素 ：  50％ 

(3) ＯＳＦ－１冷却系は、無漏えいの設計としているが、炉内管頂部、弁等からの漏えいを

仮定し、漏えい率を系全体で2%/dとする。 

この場合、シール機構から漏えいしたＦＰは炉プール水中を経て原子炉建家内に、また、弁

1. 設計評価事故時の放射線障害の防止

第二十二条 

使用前検査対象施設は、設計評価事故時において、周辺監視区域の外の公衆に放射線障害を及

ぼさないものでなければならない。 

1. 想定事故及び一般公衆への影響評価

本施設で使用する設備、機器等は、厳重な品質管理に基づき設計、製作及び据え付けを行っ

ている。さらに、保安規定等によって安全対策を厳重に講じるので、故障、誤操作等による事

故の発生は極めて小さい。しかし、万一、これらに事故が発生し建家外に放射性物質が放出さ

れる場合を想定し、一般公衆の線量を評価する。 

1.1 想定事故の選定と内容 

本施設で想定される事故のうち、周辺公衆の受ける線量が最も大きいと考えられる事故とし

て、                           照射済燃料試料（3体）の破

損事故のケースを考える。 

この事故は、照射済燃料試料（3体）を  

ホットラボへ移送中、      照射済燃料試料（3体）が落下し、被覆管が全て破損して、

被覆管内部に蓄積している核分裂生成物（以下「ＦＰ」という。）がカナルに流出し、この 

ＦＰが原子炉建家内へ漏えいし、全て地上放出するような事象として考える。 

照射済燃料試料（3体）の破損事故の発生は、作業を行う放射線業務従事者によって確認さ

れる。破損確認後は、事故の拡大を防止する処置がとられる。（削る） 

事象の解析に当たっては、カナル中からＦＰが原子炉建家内に漏えいし、気相へ移行した 

ＦＰが地上放出する場合について、周辺監視区域外における公衆の線量評価を行う。また、照

射済燃料試料（3体）からの直接線及びスカイシャイン放射線による線量評価も併せて行う。 

1.2 施設外に放出されたＦＰによる線量の評価 

想定事故の評価にあたり、次に示す放出条件を設定する。図1-1に照射済燃料試料破損事故

時のＦＰの大気放出過程概要を示す。 

1.2.1 放出条件 

(1) カナルの  照射済燃料試料（3体）と

し、照射試験終了後、長期間冷却されているものとする。 

(2) 照射済燃料試料（3体）からカナル中へ流出するＦＰは、全蓄積量に対し次に示す割合と

する。 

希ガス ： 100％ 

よう素 ：  60％ 

(3) カナル中へ放出されたＦＰのうち、希ガスの水中への溶解は無視して、全量が原子炉建

家内へ移行するものとする。よう素は水に溶けやすいため、ほとんど水中にとどまると考

えられるが、水中での除染係数は500とする。 

許可基準規則への適合性

による見直し 

（以下、同じ） 

項番号の見直し 

項番号の見直し 

想定事故条件の見直し 

 

記載の見直し 

記載の見直し 

記載の見直し 

項番号の見直し 

図番号の見直し 記載の

見直し 

項番号の見直し 

想定事故条件の見直し 

記載の見直し 

放出量の見直し 

想定事故条件の見直し 
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等から漏えいしたＦＰは直接原子炉建家内に放出されるものとする。 

(4) ＯＳＦ－１冷却系内に漏えいしたＦＰは、(3)項で述べた漏えい率で最終的に全量放出す

るものとし、この間のＦＰの減衰を考慮する。 

(5) 漏えいしたＦＰの気相への移行する割合は、次に示す値とする。

希ガス ： 100 ％ 

よう素 ：  50 ％ 

(6) 気相へ移行したよう素のうち、有機よう素の割合は10％とし、残り90％を無機よう素と

する。 

(7) 無機よう素のうち、50％は原子炉建家壁面等にプレートアウトするとし、放出量に寄与

しないものとする。 

(8) 原子炉建家からの排気は、事故発生から10分後に、運転員の手動操作により、非常用排

気設備のみの運転となる。 

(9) 非常用排気設備のチャコールフィルタのよう素捕集効率は90％とする。

8.2.2 ＦＰの大気放出量 

計算に使用する諸定数及びＦＰの大気放出量を表8-1に示す。この事故により大気中に放出

されるＦＰの量は次の値となる。 

希ガス及びよう素（ガンマ線実効エネルギー換算） 6.9×1011MeV･Bq 

よ  う  素                 9.3×10９Bq 

8.2.3 線量の評価 

(1) 相対濃度及び相対線量

公衆の線量を評価するため、原子力安全委員会安全審査指針「発電用原子炉施設の安全解

析に関する気象指針」に基づき、相対濃度（χ/Ｑ）及び相対線量（Ｄ/Ｑ）を求める。気象

データは、異常年でないことが確認されている2001年から2005年までの５年間の大洗研究所

における観測データを用いる。最大値の出現する方位は、相対濃度（χ／Ｑ）が北西、相対

線量（Ｄ／Ｑ）が西であり、周辺監視区域境界における相対濃度（χ/Ｑ）及び相対線量（Ｄ

/Ｑ）の最大値は次に示すとおりである。 

相対濃度（χ／Ｑ） ： 6.8×10-10h/m3 

相対線量（Ｄ／Ｑ） ： 2.5×10-19Gy/(MeV･Bq) 

また、実効放出継続時間は、ＦＰの全放出量を１時間当たりの最大放出量で除することに

より求め、６時間とする。 

（削る） 

（削る） 

(4) 気相へ移行した希ガス及びよう素は、瞬時に地上放出されるものとする。

（削る） 

（削る） 

（削る） 

1.2.2 ＦＰの大気放出量 

計算に使用するＦＰの放射能量及び大気放出量を表1-1に示す。この事故により大気中に放

出されるＦＰの量は次の値となる。 

希 ガ  ス  9.6×1010Bq 

よ  う  素 2.4×103 Bq 

1.2.3 線量の評価 

(1) 相対濃度及び相対線量

公衆の線量を評価するため、原子力安全委員会安全審査指針「発電用原子炉施設の安全解

析に関する気象指針」に基づき、相対濃度（χ／Ｑ）及び相対線量（Ｄ／Ｑ）を求める。気

象データは、異常年でないことが確認されている2009年から2013年までの５年間の大洗研究

所における観測データを用いる。最大値の出現する方位は、相対濃度（χ／Ｑ）が北西、相

対線量（Ｄ／Ｑ）が西であり、周辺監視区域境界における相対濃度（χ／Ｑ）及び相対線量

（Ｄ／Ｑ）の最大値は次に示すとおりである。 

相対濃度（χ／Ｑ） ： 3.1×10-7h/m3 

相対線量（Ｄ／Ｑ） ： 7.5×10-18Gy/(MeV･Bq)  

また、ＦＰは瞬時に放出するとして評価するため実効放出継続時間は、1時間とする。 

(2) 内部被ばくによる実効線量計算方法

ＦＰの吸入摂取による内部被ばくの実効線量は次式により求められる。ただし、よう素の

内部被ばくによる実効線量は、129Iを吸入した場合の小児（1歳）の実効線量として求める。 

HB＝ΣK1i×Ma×Qi×(χ/Q) 

十分減衰しているため削

除 

地上放出のため削除 

番号の見直し 地上放出

の記載の見直し 

地上放出とするため削除 

地上放出とするため削除 

地上放出とするため削除 

項番号の見直し 

記載の見直し 表番号の

見直し 

再評価後の値 

再評価後の値 

項番号の見直し 

記載の適正化 

評価年の見直し 

記載の適正化 

記載の適正化 

再評価後の値 

再評価後の値 

評価方法の見直し 

内部被ばくの計算方法の

追記 
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(2) 実効線量計算結果

周辺監視区域外における最大の実効線量は、次の値となる。

外部ガンマ線による実効線量    ： 約1.7×10-7Sv 

よう素の吸入による小児の実効線量 ： 約2.5×10-7Sv 

8.3 原子炉建家内に蓄積するＦＰからの直接線及びスカイシャイン放射線による線量の評価 

本想定事故において外部に放出されるＦＰ以外のものは、原子炉建家内に残っているものと

して蓄積量を求め、直接線及びスカイシャイン放射線による周辺監視区域外における公衆の線

量を評価する。 

8.3.1 放出条件 

(1) 事故時、キャプセルから原子炉建家内への放出過程は、前記8.2項と同様とする。

(2) 原子炉建家内の蓄積ＦＰ量は、線量に対する寄与が無視できる期間まで積算する。

8.3.2 直接線及びスカイシャイン放射線による線量の評価 

(1) 事故時、原子炉建家内に蓄積するＦＰ量は、表8-2に示すとおりである。

(2) 蓄積ＦＰのエネルギー別線源強度は、表8-3に示すとおりである。

(3) 実効線量は、直接線については計算コード“QAD-CGGP2”１）、スカイシャイン放射線につ

ここで、 

HB ：吸入摂取による実効線量(Sv) 

K1i ：核種ｉの吸入摂取による実効線量係数(Sv/Bq) 
129I：2.0×10-7 

Ma ：呼吸率0.31(m3/h） 

Qi ：核種ｉの放出量(Bq) 

χ/Q ：相対濃度(h/m3) 

(3) 外部被ばくによる実効線量計算方法

ＦＰによる外部被ばくの実効線量は次式により求められる。 

Hγ＝K2×Qγi×(D/Q) 

ここで 

Hγ ：外部被ばく（ガンマ線）による実効線量(Sv) 

K2 ：空気カーマから実効線量への換算係数1.0(Sv/Gy) 

Qγi ：核種ｉのガンマ線換算放出量(MeV･Bq) 

（放出量(Bq)×ガンマ線実効エネルギー(MeV)） 
85Kr：2.2×10-3 
129I：2.4×10-2 

D/Q ：相対線量(Gy/(MeV･Bq)) 

(4) 実効線量計算結果

周辺監視区域外における最大の実効線量は、次の値となる。

外部ガンマ線による実効線量    ： 約1.6×10-9Sv 

よう素の吸入による小児の実効線量 ： 約4.7×10-11Sv 

1.3 照射済燃料試料（3体）からの直接線及びスカイシャイン放射線による線量の評価 

本想定事故において、外部に放出されるＦＰも照射済燃料試料（3体）に留まっているとし、

カナル水中からのスカイシャイン放射線による周辺監視区域外における公衆の線量を評価す

る。 

なお、直接線については照射済燃料試料（3体）が地下のカナル内にあるため考慮しない。 

1.3.1 放出条件 

(1) 事故時、照射済燃料試料（3体）から原子炉建家内への放出過程は、前記1.2項と同様と

する。 

（削る） 

1.3.2 直接線及びスカイシャイン放射線による線量の評価 

(1) 事故時、照射済燃料試料（3体）の放射能強度は、添付書類1の表2-6に示すとおりである。 

(2) 照射済燃料試料（3体）のガンマ線エネルギースペクトルは、添付書類1の表2-7に示すと

おりである。 

(3) 実効線量は、スカイシャイン放射線については計算コード「G33-GP2R（G33-GP2のICRP

外部被ばくの計算方法の

追記 

番号の見直し 

再評価後の値 

再評価後の値 

項番号の見直し 記載の

見直し 再評価の記載の

見直し 

再評価の記載の見直し 
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記載の見直し 
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いては計算コード“G33-GP2”１）を用いて計算した。 

周辺監視区域外における実効線量は、次の値となる。 

直接線による実効線量        ：  約4.1×10-7Sv 

スカイシャイン放射線による実効線量 ：  約1.7×10-5Sv 

8.4 結論 

ＯＳＦ－１のキャプセル破損事故を想定しても、周辺監視区域外における公衆の実効線

量は十分小さい。 

1) Yukio Sakamoto and Shun-ichi Tanaka,“QAD-CGGP2 and G33-GP2 : Revised Versions of

QAD-CGGP and G33-GP",JAERI-M 90-110(1990). 

Publication74対応版）」1）を用いて計算した。

周辺監視区域外における実効線量は、次の値となる。 

（削る） 

スカイシャイン放射線による実効線量 ： 約2.4×10-17Sv/y 

1.4 結論 

照射済燃料試料（3体）の破損事故を想定しても、周辺監視区域外における公衆の実効線

量は十分小さい。 

1) Sakamoto.Y,et al.,“QAD-CGGP2 and G33-GP2 : Revised Versions of QAD-CGGP and G33-GP

(Codes with the Conversion Factors from Exposureto Ambient and Maximum Dose 

Equivalents)” ,JAERI-M 90-110,1990 

再評価の結果、削除 

再評価後の値 

項番号の見直し 

記載の見直し 

参考文献の見直し 
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表1-1 ＦＰの放射能量及び大気放出量 

核種 放射能量(Bq) 放出量(Bq) 

85Kr 9.6×1010 9.6×1010 

129I 2.0×106 2.4×103 

表番号の見直し 記載の

適正化 

見直した想定事故の再評

価結果 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

添２-７ 

変更前 変更後 変更理由 

表8-2 原子炉建家内の蓄積ＦＰ量 

核種 蓄積ＦＰ量(Bq) 核種 蓄積ＦＰ量(Bq) 
83mKr 7.53×1013 135mXe 3.87×1012 
85mKr 7.93×1014 135 Xe 1.09×1016 
85 Kr 1.97×1016 137 Xe 1.33×1012 
87 Kr 1.90×1014 138 Xe 1.88×1013 
88 Kr 1.04×1015 131 I 5.98×1017 
89 Kr 7.02×1011 132 I 2.67×1014 
131mXe 2.32×1015 133 I 2.35×1016 
133mXe 2.46×1015 134 I 7.91×1013 
133 Xe 1.99×1017 135 I 2.81×1015 

注）積算時間は線量に対する寄与が無視できる期間(30年)とした。 

表8-3 原子炉建家内の蓄積ＦＰのエネルギー別線源強度 

エネルギー(MeV) 積算線源強度 エネルギー(Me

V) 

積算線源強度 

   0～0.05 1.44×1017 1.33～1.66 4.12×1010 

0.05～0.10 7.41×1016 1.66～2.00 1.11×1015 

0.10～0.20 7.56×1014 2.00～2.50 － 

0.20～0.30 1.06×1016 2.50～3.00 － 

0.30～0.40 5.48×1017 3.00～4.00 9.77×1011 

0.40～0.60 2.43×1016 4.00～5.00 － 

0.60～0.80 5.49×1016 5.00～6.50 － 

0.80～1.00 2.32×1014 6.50～8.00 － 

1.00～1.33 3.80×1015 8.00～10.0 － 

（削る） 

（削る） 

想定事故の再評価に伴う

の表の削除 

想定事故の再評価に伴う

の表の削除 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

添２-８ 

変更前 変更後 変更理由 

大気へ
希ガス：9.8×1012 Bq
よう素：9.3×109 Bq

排気筒
80m

通常排気設備フィルタ

チャコールフィルタよう素捕集効率：90 ％

非常用排気設備フィルタ

原子炉建家

希 ガ ス 有 機 よ う 素 無 機 よ う 素

10% 90%

ＦＰの気相への移行率 希ガス：100 ％
よう素： 50 ％

〔　ＯＳＦ－１冷却系の漏えい率： 2 ％/d　〕

　 Ｏ Ｓ Ｆ － １ 冷 却 系

キャプセルからのＦＰ放出割合 希ガス：100 ％
よう素： 50 ％

キャプセルＦＰ蓄積量
希ガス：3.1×1014 Bq
よう素：2.5×1014 Bq

10分後停止 連続運転

図8-1 キャプセル破損事故時のＦＰの大気放出過程概要 

大気へ
希ガス：9.6×1010　Bq
よう素：2.4×103　　Bq

希ガス：100％
よう素 ：除染係数500

カナル

FP放出条件　希ガス：100％
よう素：　60％

FPの気相への
移行条件

FP蓄積量
希ガス：9.6×1010　Bq
よう素：2.0×106　　Bq

図1-1 照射済燃料試料破損事故時のＦＰの大気放出過程概要 

評価条件変更に伴う見直

し 

想定事故の再評価に伴う

よう素移行条件の見直し 

想定事故の再評価に伴う

よう素放出割合の見直し 

図番号の見直し 記載の

見直し 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

添２-９ 

変更前 変更後 変更理由 

2. 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止等

第二十九条 

使用前検査対象施設は、発生頻度が設計評価事故より低い事故であって、当該使用前検査対象

施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合において、

当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。 

本施設においては、周辺監視区域周辺の公衆の被ばく線量が５mSv を超える事故の発生のおそ

れはないことから、多量の放射性物質等を放出する事故は想定されない。 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

添３-１ 

変更前 変更後 変更理由 

添付書類３ 

変更に係る核燃料物質の使用に必要な 

技術的能力に関する説明書 

（施設編） 

ＪＭＴＲ 

添付書類３ 

変更に係る核燃料物質の使用に必要な 

技術的能力に関する説明書 

（施設編） 

ＪＭＴＲ 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

添３-２ 

変更前 変更後 変更理由 

（省略） （変更なし） 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

添４-１ 

変更前 変更後 変更理由 

添付書類４ 

使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に係る説明書 

（施設編） 

ＪＭＴＲ 

法令改正に伴う添付書類

の追加 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

添４-２ 

変更前 変更後 変更理由 

共通編に記載 記載の追記 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

障対-１ 

変更前 変更後 変更理由 

添付１ 

変更後における障害対策書 

（施設編） 

ＪＭＴＲ 

（削る） 削除 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

障対-２ 

変更前 変更後 変更理由 

（省略） （削る） 添付書類1に移動 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

安対-１ 

変更前 変更後 変更理由 

添付２ 

変更後における安全対策書 

（施設編） 

ＪＭＴＲ 

（削る） 削除 



変更箇所を 、 で示す。 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ（施設番号1） 

安対-２ 

変更前 変更後 変更理由 

（省略） （削る） 添付書類1及び2に移動 
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